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※

本
稿
に
関
す
る
一
般
的
な
注
記
を
、
本
注
に
記
し
て
お
く
。

・
旧
字
体
・
旧
仮
名
遣
い
は
、
基
本
的
に
新
字
体
・
新
仮
名
遣
い
に
改
め
る
よ
う
に
し
た
が
、
人
名
（
廣
濱
）・
文
献
名
お
よ
び
直
接
引
用
の
箇
所
に

お
い
て
は
、
原
文
を
で
き
る
だ
け
そ
の
ま
ま
呈
示
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
可
能
な
限
り
、
そ
の
ま
ま
旧
字
体
・
旧
仮
名
遣
い
を
維

持
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
（
尤
も
、
こ
の
点
が
必
ず
し
も
貫
徹
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
断
っ
て
お
く
）。

・
文
献
の
収
集
に
つ
き
、
特
に
廣
濱
に
関
し
て
、
出
来
る
限
り
網
羅
的
に
こ
れ
を
行
っ
た
（
つ
も
り
で
あ
る
）
が
、
完
全
に
収
集
し
尽
く
し
た
と
ま

で
は
言
い
難
く
、
収
集
漏
れ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
不
十
分
な
点
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
日
を
改
め
て
補
充
的
な
考

察
を
行
う
事
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

・
年
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
西
暦
を
使
用
し
た
が
、
文
脈
な
ど
の
必
要
に
応
じ
て
、
和
暦
を
括
弧
書
き
で
併
記
し
て
い
る
。

・
二
重
山
括
弧
《

》
は
、
セ
ン
テ
ン
ス
を
整
理
す
る
場
合
、
お
よ
び
キ
ー
ワ
ー
ド
を
示
す
場
合
に
使
用
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
筆
者
（
服
部
）
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
執
筆
段
階
に
お
い
て
、
戦
時
法
研
究
会
（
於：

上
智
大
学
、
二
〇
一
四
年
七
月
五
日
）
に
て
、
本
稿
と
同
題
で
報
告
を
行
い
、

参
加
さ
れ
た
方
々
か
ら
多
く
の
示
唆
的
な
ご
批
判
を
頂
戴
し
た
。
本
稿
は
、
そ
の
時
点
で
の
草
稿
と
構
想
に
大
幅
に
手
を
加
え
て
お
り
、
頂
い
た

全
て
の
ご
批
判
・
ご
意
見
に
回
答
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
が
、
出
来
る
限
り
本
稿
に
お
い
て
反
映
を
試
み
て
い
る
。

は
じ
め
に

我
が
国
に
お
け
る
戦
時
期
の
法
理
学
・
法
哲
学
（
1
）に
関
す
る
研
究
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
と
比
べ
る
と
、
だ
い
ぶ
立
ち
遅
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
ナ
チ
期
の
言
動
が
問
題
と
さ
れ
た
ラ
ー
レ
ン
ツ
（K

arlLarenz

）
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（CarlSchm

itt

）
の
よ
う
な

「
人
」に
焦
点
を
当
て
る
形
で
、
戦
時
期
に
お
け
る
日�

本�

の�

法�

哲�

学�

者�

に
関
し
て
検
討
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
近
に
な
っ

て
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
ド
イ
ツ
に
比
し
て
ど
う
も
乏
し
い
。
そ
う
し
た
事
情
の
一
つ
と
し
て
、
ラ
ー
レ
ン
ツ
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

よ
う
に
、
戦
時
の
体
制
と
の
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
「
人
的
」
対
象
を
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
法�

哲�

学�

者�

に
つ
き
―
―
少
な
く

と
も
直
接
的
に
は
―
―
見
出
し
難
い
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、
戦
時
期
に
お
け
る
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何
ら
か
の
事
象
や
人
物
や
理
論
に
関
す
る
研
究
に
は
、
特
有
の
デ
リ
ケ
ー
ト
さ
と
困
難
さ
が
伴
う
こ
と
も
言
を
俟
た
な
い
。
だ
が
、

そ
の
た
め
も
あ
り
、
戦
時
期
の
法
（
哲
）
学
に
つ
い
て
解
明
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
課
題
が
山
積
し
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
（
2
）。

そ
ん
な
中
で
も
、
近
年
、
日
本
法
理
研
究
会
と
の
関
連
な
ど
か
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
特
に
実
定
法
学
者
に
つ
い
て
、
戦
時
期

の
著
作
や
言
動
を
扱
う
研
究
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
代
表
的
な
人
物
と
し
て
、
小
野
清
一
郎
（
一
八
九
一－

一
九
八
六
年
）
と

末
弘
厳
太
郎
（
一
八
八
八－

一
九
五
一
年
）
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
3
）。
刑
法
学
者
で
あ
る
小
野
に
し
て
も
、
民
法
学
・
労

働
法
学
で
活
躍
し
た
末
弘
に
し
て
も
、
今
日
の
（
広
義
の
）
法
理
学
に
関
わ
る
仕
事
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
人
物
の
戦
時
期
の
活
動
に
つ
い
て
の
研
究
の
進
展
は
、
確
か
に
、
未
開
拓
な
ま
ま
で
あ
り
続
け
て
い
る
戦
時
期
の
法
理

学
研
究
の
現
状
に
と
っ
て
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
小
野
や
末
弘
と
は
異
な
り
、
法
理
学
を
主�

専�

攻�

と
し
て
い
た
人
物
を
こ
の
文
脈
で
探
し
た
場
合
、
あ
る
一
人
の
法

理
学
者
の
存
在
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
人
物
と
は
、
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
に
お
い
て
法
理
学
を
講
じ
て
い
た
、

廣
濱
嘉
雄
（
一
八
九
一－

一
九
六
〇
年
（
4
））
で
あ
る
。
今
日
の
学
界
の
諸
研
究
や
議
論
を
一
瞥
す
る
に
、
廣
濱
の
名
は
、
も
は
や
殆

ど
見
聞
き
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
辛
う
じ
て
、
そ
の
最
大
の
特
色
で
あ
る
《
法
の
三
重
構
造
論
》
に
言
及
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ

る
。
本
稿
は
、
こ
の
、
没
後
か
ら
半
世
紀
が
過
ぎ
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
法
理
学
者
・
廣
濱
の
法
理
学
、
特
に
そ
の
戦
時
期
の
展

開
に
光
を
当
て
、
今
日
の
日
本
の
法
哲
学
界
に
お
け
る
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

廣
濱
に
注
目
す
る
理
由
は
、
今
し
方
述
べ
た
点
に
関
わ
る
。
即
ち
、
廣
濱
は
、
法
理
学
を
主
専
攻
と
す
る
学
者
の
う
ち
、
戦
後

に
行
わ
れ
た
教
職
適
格
審
査
（
5
）に
お
い
て
不
適
格
と
判
定
さ
れ
教
職
を
追
わ
れ
た
、
数
少
な
い
人
物
の
一
人
な
の
で
あ
る
（
少
な
く

と
も
、
旧
帝
国
大
学
の
中
で
、
お
そ
ら
く
唯
一
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
）。
こ
の
《
専
門
の
法
哲
学
者
と
し
て
、
戦
後
に
教

職
を
追
わ
れ
て
い
る
》
と
い
う
点
に
、
廣
濱
の
特
異
性
が
あ
る
。

こ
の
廣
濱
の
特
異
性
に
注
目
す
る
と
、
幾
つ
か
の
問
い
が
立
ち
現
れ
る
。
本
論
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
こ
の
問
い
を
、
本
稿
が
取
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り
組
む
（
あ
る
い
は
断
念
す
る
）
課
題
と
し
て
、
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

《
教
職
を
追
わ
れ
た
》
と
い
う
廣
濱
の
特
異
性
か
ら
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
最
も
重
要
な
問
い
は
、《
日
本
の
戦
時
期

の
法
理
学
が
抱
え
て
い
た
問
題
と
は
何
か
》
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
便
宜
上
、
問
い
㋒
と
し
て
お
く
（
こ
れ
を
㋐
で
は
な

く
㋒
と
す
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
問
い
㋒
よ
り
も
優
先
的
に
向
き
あ
う
べ
き
課
題
を
㋐
と
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
）。
即
ち
―
―
廣
濱
を
不
適
格
と
し
た
判
定
は
、
廣
濱
の
戦
時
期
に
お
け
る
法
理
学
が
有
し
て
い
た
何
ら
か
の
問
題
に
基
づ

く
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
問
題
の
解
明
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
戦
時
期
の
法
理
学
（
一
般
）
の
問
題
へ
と
肉
薄
で
き
る
の

で
は
な
い
か
―
―
こ
の
よ
う
に
考
え
た
結
果
、上
記
の
問
い
㋒
が
立
て
ら
れ
る
、と
い
う
わ
け
で
あ
る
。こ
う
し
た
問
い
立
て
を
、

ド
イ
ツ
の
研
究
状
況
を
意
識
し
て
浮
き
彫
り
に
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
ナ
チ
法
学
・
法
哲
学
に
つ
き
、
戦
後
に
お

け
る
何
ら
か
の
過
程
に
お
い
て
ナ
チ
と
の
強
い
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
職
を
追
わ
れ
た
学
者
や
実
務
家
の
諸
見
解
に
つ
い
て
多
角
的

な
視
点
か
ら
分
析
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
具
体
的
な
理
論
や
見
解
―
―
例
え
ば
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
具
体
的
秩
序
思
考
な
ど
―
―
に
対
し

て
、
ナ
チ
と
の
関
連
性
か
ら
警
戒
す
る
形
で
冷
や
や
か
な
形
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
今
日
ま
で
の
研
究
の
状
況

と
比
較
し
て
、
で
は
、
日
本
の
戦
時
期
の
法
哲
学
へ
と
同
様
の
問
題
意
識
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
く
と
な
る
と
、
し
か
し
、

こ
の
点
を
定
式
化
す
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
作
業
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
法
理
（
研
究
会
）
と
そ
の
問
題
性
に
肉
薄
し
て

い
く
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
は
有
意
義
な
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
、
肝
心
の
日
本
法
理
と
は
何
か
、
そ
の
主
張
内
容
は
多

彩
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
実
を
理
論
的
に
ま
と
め
あ
げ
て
定
式
化
す
る
こ
と
は
、
文
字
通
り
至
難
の
業
で
あ
る
。
廣
濱
の
法
理
学
に

つ
い
て
も
、
後
述
す
る
（
第
一
章
第
二
節
）
先
行
業
績
が
そ
う
し
た
分
析
に
既
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
理
論
的
側
面
だ
け
で
な

く
、（
歴
史
的
）
事
実
の
点
か
ら
も
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
問
い
㋒
に
向
き
合
う
と
な
る

と
、《
何
が
日
本
の
戦
時
期
の
問
題
で�

あ�

る�

の
か
》
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
の
私�

見�

を�

積�

極�

的�

に�

提�

示�

す�

る�

こ�

と�

が
、
課
題
と
し

て
重
く
の
し
か
か
る
。こ
の
課
題
に
取
り
組
む
に
際
し
て
は
、廣
濱
に
限
ら
ず
彼
を
取
り
巻
く
諸
学
者
の
見
解
と
の
比
較
・
検
討
、
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ひ
い
て
は
、
あ
る
い
は
日
本
法
理
と
い
う
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
諸
見
解
の
定
式
化
…
と
い
っ
た
大
き
な
難
問
が
待

ち
受
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
文
字
通
り
、
浅
学
非
才
の
身
に
と
っ
て
手
に
余
る
。
こ
の
能
力
上
の
限
界
の
た
め
、
本
稿
に
お
い
て

は
こ
の
課
題
お
よ
び
問
い
㋒
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
尤
も
、
小
論
は
、
こ
の
課
題
（
問
い
㋒
）

を
全
く
扱
わ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
廣
濱
の
法
理
学
―
―
特
に
戦
時
期
に
お
け
る
そ
の
展
開
―
―
を
通
じ
て
、
或
い
は
学

界
全
体
で
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
こ
の
課
題
へ
の
一
視
座
を
提
出
す
る
に
止
ま
る
。

他
方
、《
戦
後
に
教
職
を
追
わ
れ
た
（
お
そ
ら
く
唯
一
の
）
法
理
学
者
》
と
し
て
の
廣
濱
に
つ
き
、
そ
の
（
歴
史
的
）
事�

実�

の

側
面
に
着
目
し
て
い
く
と
、
前
段
落
で
述
べ
た
課
題
（
問
い
㋒
）
と
は
（
一
応
）
区
別
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
、
次
の
よ
う
な
別
の

問
い
も
浮
か
び
上
が
る
。
即
ち
、
廣
濱
が
教
職
適
格
審
査
に
お
い
て
不
適
格
と
審
査
さ
れ
た
と
い
う
事�

実�

に
鑑
み
、《
何
が
（
戦

時
期
の
法
理
学
の
）
問
題
と�

さ�

れ�

た�

の
か
》
と
い
う
問
い
で
あ
る
（
こ
れ
を
問
い
㋐
と
す
る
）。
ひ
い
て
は
、《
そ
こ
（
教
職
適
格

審
査
）
で
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
の
適�

否�

》、
つ
ま
り
《
審
査
に
お
け
る
議�

論�

自�

体�

が�

適�

当�

な�

も�

の�

で�

あ�

っ�

た�

か�

》
と
い
う
問
い
で

あ
る（
こ
れ
を
問
い
㋑
と
す
る
）。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
い
は
、
前
段
落
に
挙
げ
た
問
い
と
独
立
し
た
形
で
、
史
料
に
そ
く
し
て
、

あ
る
程
度
実
証
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
い
を
通
じ
て
、
問
い
㋒
に
も
接
近
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
教
職
適
格
審
査
に
関
し
て
、
し
か
も
他
な
ら
ぬ
廣
濱
に
つ
い
て
の
史
料
が
、
最
近
、
利
用
可
能
と

ま
さ
い
ち
ろ
う

な
っ
た
。
東
北
大
学
史
料
館
に
所
蔵
の
『
石
崎
政
一
郞
文
書
Ⅱ
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
お
よ
び
東
北
大
学

法
学
部
に
お
い
て
労
働
法
・
社
会
法
を
担
当
し
て
い
た
石
崎
政
一
郎
（
一
八
八
五－

一
九
七
二
年
）
は
、
東
北
帝
国
大
学
法
文
学

部
の
教
員
適
格
審
査
委
員
会
の
幹
事
と
し
て
尽
力
し
、
そ
の
と
き
に
残
さ
れ
て
い
た
史
料
が
、『
石
崎
政
一
郎
文
書
Ⅱ
』
と
し
て

公
開
さ
れ
た
。
同
文
書
に
は
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
、
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
に
お
い
て
行
わ
れ
た
教
員
適
格
審
査
に
関
す
る

貴
重
な
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
6
）。
同
文
書
の
委
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
本
稿
の
後
半
（
第
三
章
）
で
は
、
こ
の
史
料
に

大
き
く
依
拠
し
つ
つ
、
本
段
落
で
述
べ
た
、《
教
員
適
格
審
査
に
お
い
て
廣
濱
の
ど
の
点
が
問
題
と
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
判
定
の
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適
否
》
に
つ
い
て
、
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
に
検
討
す
る
こ
と
（
即
ち
問
い
㋐
・
㋑
）
が
、
本
稿
の
当
面
の
課
題
と
な
る
。
尤
も
、
そ
の

た
め
に
は
、
廣
濱
の
法
理
学
お
よ
び
関
連
す
る
諸
主
張
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
言
を
俟
た
な
い
。
特
に
、《
廣

濱
の
法
理
学
が
、
戦
前
か
ら
戦
後
ま
で
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
の
か
》
に
つ
い
て
、
な
か
ん
ず
く
戦
時
期
に
お
け
る
廣
濱
の

主
張
の
特
質
を
精
確
に
捕
捉
す
る
こ
と
が
、
重
要
な
作
業
と
な
る
。

本
稿
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
第
一
章
で
は
、
廣
濱
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
と
、
廣
濱
に
関
す
る
二
次
文
献
を
簡
単
に

ま
と
め
つ
つ
、
法
理
学
の
み
な
ら
ず
民
法
学
・
教
育
（
法
）
学
な
ど
幅
広
い
領
域
で
活
躍
を
し
た
廣
濱
の
業
績
に
関
す
る
本
稿
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、
廣
濱
の
法
理
学
の
中
核
を
な
し
て
い
る
部
分
を
ま
と
め
る
。
特
に
、
廣
濱
の
法

理
学
の
特
色
で
も
あ
り
他
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
《
三
重
構
造
論
》
を
中
軸
に
据
え
る
。
尤
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
廣
濱
の
法

理
学
（
に
限
ら
ず
思
索
一
般
）
に
は
展
開
お
よ
び
変
容
も
確
認
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
、《
戦
時
期
―
―
そ
の
本
稿
に
お
け
る
定

義
に
つ
い
て
は
第
一
章
の
末
尾
で
行
う
―
―
に
お
け
る
廣
濱
の
見
解
の
変
化
》
が
ま
さ
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
第
二

章
に
お
い
て
は
、
廣
濱
の
理
論
の
展
開
や
変
容
よ
り
も
、
若
き
時
代
（
後
述
す
る
《
揺
籃
期
》）
か
ら
戦
時
期
（
後
述
す
る
《
戦

時
展
開
期
》）、
ひ
い
て
は
戦
後
ま
で
相
対
的
に
変
化
せ
ず
（
あ
る
い
は
変
化
が
小
さ
く
）
通
底
し
続
け
て
い
た
部
分
を
主
に
取
り

上
げ
る
。
第
三
章
で
は
、
先
に
立
て
た
問
い
㋐
〜
㋒
の
う
ち
、
特
に
問
い
㋐
・
㋑
を
念
頭
に
置
い
て
、
戦
後
の
教
職
適
格
審
査
に

お
い
て
廣
濱
の
ど
の
点
が
問
題
と
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
判
定
の
適
否
、
そ
し
て
よ
り
根
底
に
あ
る
《
戦
時
期
に
お
け
る
廣
濱
の
見

解
と
そ
の
変
容
》
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
。
最
後
の
第
四
章
で
は
、
簡
単
な
が
ら
、
廣
濱
の
法
理
論
に
関
し
て
検
討
を
行
い
、

今
後
の
課
題
と
研
究
の
展
望
を
提
示
す
る
。

（
1
）
本
稿
に
お
け
る
《
法
理
学
》・《
法
哲
学
》
の
概
念
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
廣
濱
は
、
法
理
学
・
法
哲
学
の
語
を
、

時
期
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
定
義
し
て
い
る
こ
と
も
含
め
、
独
特
の
意
味
合
い
を
持
た
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
廣
濱
の
法
理
学
に
つ
き
、
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廣�

濱�

自�

身�

の�

テ
キ
ス
ト
や
言
葉
に
沿
っ
て
そ
の
内
実
を
見
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
無
論
、
廣
濱
の
理
解
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
そ
う
で
は
な
く
、

廣
濱
か
ら
離
れ
た
、
例
え
ば
今
日
の
法
哲
学
界
一
般
の
状
況
や
、
あ
る
い
は
今
日
の
法
理
学
の
研
究
状
況
の
観
点
か
ら
廣
濱
の
法
理
学
を
見
た
場

合
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
断
り
書
き
を
入
れ
て
、
今
日
的
な
意
味
に
お
い
て
、
法
理
学
・
法
哲
学
の
語
を
理
解
し
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に

し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
、
今
日
的
な
法
理
学
の
理
解
（
例
え
ば
広
狭
の
定
義
、
法
理
学
の
三
つ
の
問
題
領
域
の
区
別
と
相
互
の
関
係
）
と
し
て
、

青
井
秀
夫
『
法
理
学
概
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
序
章
（
一－

一
四
頁
）
に
お
け
る
説
示
に
従
っ
て
い
る
。

（
2
）
以
上
に
述
べ
た
問
題
意
識
か
ら
、
戦
時
期
（
後
述
す
る
一
般
的
意
味
に
お
け
る
）〜
戦
後
ま
で
の
法
律
学
方
法
論
（
史
）
に
つ
き
、
批
判
的
な
検

討
を
試
み
て
い
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
拙
稿
「
日
本
の
法
律
学
方
法
論
の
史
的
展
開
に
関
す
る
批
判
的
検
討
―
―
昨
今
の
ド
イ
ツ
の
論
争
・
議

論
状
況
を
手
が
か
り
に
―
―
」
法
哲
学
年
報
2
0
1
3
（
二
〇
一
四
年
、
近
刊
）
掲
載
予
定
。

（
3
）
日
本
法
理
研
究
会
一
般
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
参
照
、
松
尾
敬
一
「『
日
本
法
理
』
の
思
想
」
小
林
直
樹
・
水
本
浩
編
『
現
代
日
本
の
法
思

想
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）
一
二
六－

一
三
四
頁
、
白
羽
祐
三
『「
日
本
法
理
研
究
会
」
の
分
析
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年
）、
矢

澤
久
純
・
清
水
聡
『
戦
時
司
法
の
諸
相
―
―
翼
賛
選
挙
無
効
判
決
と
司
法
権
の
独
立
―
―
』（
溪
水
社
、
二
〇
一
一
年
）
特
に
第
十
一
章
。
小
野
清

一
郎
の
法
理
学
、
特
に
そ
の
日
本
法
理
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
参
照
、
中
山
研
一
『
佐
伯
・
小
野
博
士
の
「
日
本
法
理
」
の
研
究
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
一
年
）、
出
口
雄
一
「
統
制
・
道
義
・
違
法
性
―
―
小
野
清
一
郎
の
『
日
本
法
理
』
を
め
ぐ
っ
て
」
桐
蔭
法
学
二
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）

一
三
九－

一
六
九
頁
。

（
4
）
な
お
、
廣
濱
嘉
雄
の
次
男
・
廣
濱
文
雄
（
一
九
二
一－

二
〇
〇
一
年
）
も
学
者
で
あ
り
、
国
語
学
の
領
域
に
お
い
て
活
躍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
参
照
、「
廣
濱
文
雄
教
授
略
歴
及
び
研
究
業
績
」
皇
学
館
大
学
紀
要
三
一
輯
（
一
九
九
三
年
）
五
〇
六－

五
一
〇
頁
、
齋
藤
平
「
廣
濱
文

雄
〔
皇
學
館
人
物
列
伝
一
三
〕」
皇
學
館
学
園
報
三
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
頁
。
本
稿
で
単
に
廣
濱
（
広
浜
）
と
す
る
場
合
は
、
父
の
ほ
う
の
、

廣
濱
「
嘉
雄
」
を
指
す
。

（
5
）
教
「
職
」
適
格
審
査
は
、
文
献
・
史
料
に
よ
っ
て
は
、
教
「
員
」
適
格
審
査
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
文
部
大
臣
官
房
適
格
審
査
室

か
ら
、『
教
職
員
適
格
審
査
事
務
提
要
』
が
、
昭
和
二
十
一
年
〜
二
十
六
年
に
わ
た
り
第
一
集
か
ら
第
六
集
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
公

的
に
は
、
教
「
職
員
」
と
し
た
ほ
う
が
適
切
な
も
の
と
解
さ
れ
得
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
を
相
互
互
換
的
な
も
の
と
す
る
。

（
6
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照：

http://w
w
w2
.archives.tohoku.ac.jp/data/kojin-kikan/prof/ishizaki/ishizaki2

.htm

（
最
終
ア
ク
セ

ス
日：

二
〇
一
四
年
八
月
二
九
日
）。
な
お
、『
石
崎
政
一
郎
文
書
Ⅱ
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
史
料
を
引
用
す
る
際
に
は
、
同
文
書
の
目
録
（
次
の

Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能：

http://w
w
w2
.archives.tohoku.ac.jp/siryo-kojin-index.htm

l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日：

二
〇
一
四
年
八
月
二
九

日
））を
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、
各
史
料
の
冒
頭
の
文
な
ど
を
引
く
と
い
っ
た
形
で
、
で
き
る
だ
け
史
料
の
同
定
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
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第
一
章

廣
濱
に
関
す
る
基
本
的
情
報
と
本
稿
の
考
察
の
視
座

本
章
で
は
、
ま
ず
、
廣
濱
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
を
、
そ
の
生
涯
と
共
に
簡
単
に
概
観
し
（
第
一
節
、
併
せ
て
廣
濱
の
著
作

を
注
内
で
ま
と
め
て
お
く
（
7
））、
次
い
で
、
廣
濱
の
業
績
に
つ
い
て
、
先
行
業
績
に
言
及
し
つ
つ
、
特
徴
を
み
て
い
く
（
第
二
節
）。

そ
し
て
、
廣
濱
（
の
法
理
学
）
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
本
稿
が
採
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
本
稿
に
お
い
て
主
眼
と
し
た
い
点

に
つ
い
て
、
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
（
第
三
節
）。

第
一
節

廣
濱
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
（
8
）

廣
濱
嘉
雄
は
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
一
月
二
〇
日
に
三
重
県
上
野
市
（
現
・
伊
賀
市
）
に
生
ま
れ
た
。
廣
濱
は
、
小
学

校
卒
業
後
、
一
九
一
一
年
、
京
都
府
立
師
範
学
校
に
入
学
し
（
9
）、
そ
の
後
、
京
都
師
範
学
校
の
訓
導（
旧
制
小
学
校
の
教
員
）と
な
っ

た
。
学
生
と
し
て
四
年
、
訓
導
と
し
て
八
年
半
、
計
十
二
年
半
（
10
）を
京
都
で
過
ご
し
た
廣
濱
は
、
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
法
律
科
に

選
科
生
と
し
て
進
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
本
科
生
と
な
っ
た
廣
濱
は
、
高
等
試
験
行
政
科
に
合
格
し
つ
つ
も
、
一
九
二

二
（
大
正
一
一
）
年
四
月
か
ら
、
京
都
帝
国
大
学
の
助
手
（
法
学
部
勤
務
）
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
11
）。
廣
濱
の
指
導
教
授
は
菅

け
ん
じ

原
眷
二
（
生
没
年
不
詳
）
で
あ
っ
た
（
12
）。

一
九
二
四
年
一
月
、
廣
濱
は
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
に
助
教
授
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
13
）。
一
九
二
七
年
、
廣
濱
は

国
外
留
学
に
出
発
し
た
（
14
）。廣
濱
は
当
初
、フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
み
を
留
学
先
と
し
て
計
画
し
て
い
た
ら
し
い
が
、後
に
ド
イ
ツ
（
15
）

と
ア
メ
リ
カ
を
追
加
し
、
一
九
二
九
年
に
帰
国
し
た
。
一
九
三
〇
年
、
廣
濱
は
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
の
教
授
に
昇
任
し
（
法

理
学
講
座
担
当
）、
法
学
に
（
16
）教
育
（
学
）
に
（
17
）と
多
方
面
に
わ
た
り
精
力
的
に
研
究
を
重
ね
て
い
っ
た
。
具
体
的
な
研
究
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
法
理
学
の
業
績
を
中
心
に
し
て
、
次
章
以
下
に
お
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
時
代
が
下
り
、
日
本
が
戦
争

へ
の
道
を
突
き
進
む
中
、
廣
濱
の
業
績
の
中
に
も
当
時
の
時
局
に
応
じ
る
内
容
の
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
四
〇
年

代
に
は
、
学
外
の
役
職
と
し
て
、
日
本
諸
学
振
興
委
員
会（
一
九
四
一
年
に
法
学
部
臨
時
委
員
）や
、
文
部
省
の
思
想
審
議
員（
一

松
山
大
学
論
集

第
二
十
六
巻

第
四
号

二
六

205



九
四
四
年
）
を
務
め
て
い
る

（
18
）（
19
）。
一
九
四
四
年
か
ら
は
、
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
の
学
部
長
を
務
め
（
一
九
四
六
年
二
月
ま
で
）、

戦
時
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
激
動
の
時
期
に
、
学
部
の
運
営
と
存
続
に
尽
力
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
（
20
）。
戦
後
（
21
）、
一
九
四
七

年
に
、
廣
濱
は
、
教
職
適
格
審
査
に
よ
り
不
適
格
と
判
定
さ
れ
、
大
学
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
大
学
を
追
わ
れ
た
廣
濱
は
、
研
究
活

動
に
も
引
き
続
き
従
事
し
て
い
た
が
（
22
）、
同
年
に
名
古
屋
市
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士
と
し
て
登
録
し
て
、
以
降
実
務
で
も
活
動
す

る
ほ
か
（
23
）、
一
九
五
〇
年
に
は
公
職
の
適
格
の
判
定
が
、
翌
一
九
五
一
年
に
は
教
職
の
適
格
の
判
定
が
下
さ
れ
、
愛
知
大
学
で
教
鞭

を
執
る
こ
と
に
な
り
（
四
月
）
（
24
）、
東
北
大
学
か
ら
名
誉
教
授
の
称
号
が
授
与
さ
れ
（
五
月
）
（
25
）、
さ
ら
に
法
学
博
士
の
学
位
が
関
西
学

院
大
学
か
ら
授
与
さ
れ
て
い
る
（
26
）。
そ
し
て
、
一
九
六
〇
年
八
月
三
日
に
死
去
し
た
。
享
年
六
十
九
歳
で
あ
っ
た
。

廣
濱
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
概
ね
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
細
か
い
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
本
論
の
随
所
で
言
及
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

第
二
節

廣
濱
の
業
績
の
特
徴
と
、
廣
濱
に
関
す
る
先
行
業
績

そ
の
死
後
か
ら
半
世
紀
以
上
経
っ
た
今
日
、
廣
濱
の
名
は
、
後
述
す
る
そ
の
三
重
構
造
論
を
除
い
て
、
法
哲
学
の
領
域
で（
も
）

聞
か
れ
る
こ
と
が
乏
し
く
な
っ
た
。
廣
濱
は
、
法
哲
学
だ
け
で
な
く
、
教
育
の
分
野
に
お
い
て
も
活
躍
し
て
い
た
。
し
か
し
、
後

者
の
点
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
自
身
へ
の
関
心
の
薄
さ
も
手
伝
っ
て
か
、
あ
ま
り
（
と
い
う
よ
り
も
ほ
と
ん
ど
）
知
ら
れ
て
い
な
い

（
し
、
本
稿
で
も
こ
の
点
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
）。
本
節
で
は
、
既
に
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
廣
濱
の
、

そ
の
多
方
面
に
わ
た
る
仕
事
に
つ
い
て
、
整
理
を
行
っ
て
お
く
。

端
的
に
言
え
ば
、
廣
濱
は
、
法
理
学
者
、
教
育
家
、
民
法
学
者
、
と
い
う
三
つ
の
顔
を
併
せ
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
（
27
）。
無
論
、

三
つ
の
顔
は
相
互
に
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
は
、《
相
互
に
密
接
不
可
分
に
、
渾

然
一
体
と
な
っ
て
い
る
》
と
い
う
よ
り
も
―
―
無
論
、
廣
濱
嘉
雄
と
い
う
一
人
の
人
間
に
お
い
て
は
通
底
す
る
部
分
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
し
、
そ
こ
ま
で
の
解
明
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
本
稿
の
終
局
的
な
課
題
な
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
―
―
、
む
し
ろ
、
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廣
濱
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
意
識
し
た
形
で
あ
ろ
う
か
、
法
学
（
特
に
法
理
学
）
で
あ
れ
ば
法
学
に
限
っ
て
、
教
育

で
あ
れ
ば
教
育
に
、
と
い
う
形
で
切�

り�

分�

け�

て�

、
各
次
元
に
お
け
る
仕
事
を
区
分
し
て
行
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
私

の
印
象
論
の
域
を
越
え
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
各
次
元
の
仕
事
が
、
渾
然
一
体
と
い
う
ほ
ど
有
機
的
か
つ
密
接
で
不
可
分
的
な

連
関
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
を
消
極
的
に
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
ず
は
、
廣
濱
の
こ
の
三
つ
の
顔
に
つ
き
、
廣
濱

に
関
す
る
先
行
業
績
に
も
言
及
し
つ
つ
、
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
の
顔
は《
法
理
学
者
と
し
て
の
廣
濱
》で
あ
る
。
こ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
、
廣
濱
の
主
た
る
専
攻
領
域
が
法
理
学
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
次
章
以
下
で
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
先
行
業
績

の
う
ち
、
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
上
柳
克
郎
「
広
浜
嘉
雄
の
法
理
学
（
28
）」
で
あ
る
。
上
柳
論
文
は
、
廣
濱
の
主
要
著
作

の
一
つ
で
あ
る
『
法
理
學
』
を
主
た
る
対
象
に
し
て
、
廣
濱
法
理
学
の
特
質
で
あ
る
三
重
構
造
論
を
中
心
に
批
判
・
検
討
を
行
っ

た
も
の
で
あ
り
、《
廣�

濱�

の�

法�

理�

学�

》
を
主�

題�

と
す
る
研
究
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
唯
一
の
も
の
と
言
い
得
る
（
無
論
、
こ
の
点

に
つ
い
て
の
文
献
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
）。
本
稿
も
上
柳
論
文
を
か
な
り
意
識
し
て
お
り
、
事
実
、
題
目
も
上
柳
論
文
と
重
ね

て
い
る
。
し
か
し
、
上
柳
論
文
は
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
廣
濱
の
法
理
論
の
う
ち
、
三
重
構
造
論
の
検
討
に
つ
き
、

要
所
は
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
廣
濱
自
身
の
見
解
の
展
開
な
ど
に
ま
で
は
立
ち
入
っ
て
お
ら
ず
、
戦
時
期
の
問
題
（
戦
時

期
に
お
け
る
廣
濱
法
理
学
の
展
開
お
よ
び
変
容
）
に
つ
い
て
も
（
少
な
く
と
も
表
立
っ
て
は
）
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、

廣
濱
の
他
の
側
面
（
即
ち
後
述
す
る
第
二
・
第
三
の
顔
）
に
対
し
て
踏
み
込
ん
で
い
な
い
（
尤
も
、
本
稿
も
踏
み
込
め
な
い
の
で

あ
る
が
）。
ま
た
、
上
柳
論
文
に
お
い
て
は
、
尾
髙
朝
雄
や
ハ
ー
ト
（H

.L.A
.H
art

）
の
見
解
と
の
対
比
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ

れ
は
法
理
学
的
に
非
常
に
重
要
な
考
察
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
は
、
上
柳
論
文
と
は
異
な
り
、
こ
れ
ら
の
他
の
学
者

の
見
解
と
の
対
比
を
（
少
な
く
と
も
第
一
次
的
に
は
）
目�

的�

と�

は�

せ�

ず�

、
廣
濱
の
法
理
学
の
い
わ
ば
内
在
的
読
解
に
終
始
せ
ざ
る

を
得
な
い
（
29
）。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
ハ
ー
ト
や
尾
髙
の
見
解
は
い
ず
れ
も
深
遠
で
あ
り
個
別
的
に
突
っ
込
ん
だ
検
討
を
必
要
と
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す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
力
量
が
ま
だ
私
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
廣
濱
の
規
範
の
三
重
構
造
論

と
、
ハ
ー
ト
の
第
一
次
ル
ー
ル
／
第
二
次
ル
ー
ル
と
の
比
較
は
、
確
か
に
重
要
な
作
業
で
は
あ
る
が
、
私
見
は
、
廣
濱
の
法
理
論

―
―
特
に
戦
時
に
お
け
る
展
開
―
―
を
深
く
見
て
い
く
と
、
単
純
な
規
範
の
分
類
論
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
、
よ
り
深
い（
比
較
の
）

問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
展
望
を
抱
い
て
い
る
（
第
四
章
に
お
い
て
後
述
す
る
）。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
れ
ら
の
他
の
学
者
と
の
見
解
は
、
本
稿
で
は
ま�

だ�

行�

え�

ず�

、
い
わ
ば
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
に
止
ま
る
。
他
方
、
こ
の
点

で
、《
法
理
学
》
に
「
戦
時
期
の
」
と
い
う
修
飾
句
を
付
け
、
戦
時
期
に
お
け
る
日
本
法
理
の
探
究
に
つ
き
、
廣
濱
の
法
理
学
に

（
も
）
批
判
的
に
迫
っ
た
先
行
研
究
に
、
吾
妻
光
俊
「
日
本
法
理
の
探
求
―
―
戦
時
法
理
論
の
回
顧
―
―
」
が
あ
る
。
吾
妻
論
文

は
、
法
学
界
の
著
名
な
学
者
に
よ
り
「
日
本
法
理
」
の
哲
学
的
基
礎
付
け
を
試
み
た
学
者
と
し
て
、
小
野
清
一
郎
と
並
ん
で
、
廣

濱
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
る
（
30
）。
吾
妻
論
文
は
、
一
九
四
六
年
と
い
う
戦
後
の
か
な
り
早
い
時
期
に
日
本
の
戦
時
期
の
問
題
を

「
日
本
法
理
」
と
い
う
視
角
か
ら
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
廣
濱
の
著
作
の
中
で
実
際
に
問
題
と
さ
れ
た
も
の
（
論

文
）
の
ポ
イ
ン
ト
を
見
抜
い
て
お
り
（
特
に
、
数
多
く
の
廣
濱
の
文
献
の
中
か
ら
、
徴
用
に
関
す
る
論
稿
に
鋭
く
も
着
眼
し
て
い

る
）、
文
字
通
り
瞠
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
第
三
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
廣
濱
は
、
当
人
に
よ
る
と
、
実
は
、
日
本
諸
学
振

興
委
員
会
に
は
関
わ
っ
て
い
た
が
、
日
本
法
理
研
究
会
に
は
関
与
し
て
い
な
い
（
会
員
で
も
役
員
で
も
な
く
、
会
合
な
ど
に
も
出

席
し
て
い
な
い
）。
吾
妻
が
、
日
本
法
理
研
究
会
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
っ
た
小
野
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
廣
濱
と
を
同
列

に
論
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
本
稿
は
異
論
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
―
―
尤
も
、
こ
の
点
は
、
吾
妻
論
文
に
お
け
る
「
日
本

法
理
」
の
意
味
内
容
（
の
広
さ
）
に
も
関
連
す
る
。
廣
濱
の
い
わ
ば
稀
少
な
特
質
と
は
、《
日
本
法
理
研
究
会
に
属
す
る
こ
と
な�

く�

、
法
理
学
の
立
場
か
ら
日
本
法
の
根
本
へ
と
迫
っ
て
い
っ
た
》
と
い
う
点
に
あ
る
、
と
私
見
は
理
解
し
て
い
る
。

二
つ
目
の
顔
は
、《
教
育
家
（
31
）と
し
て
の
廣
濱
》
で
あ
る
。
師
範
学
校
で
学
び
、
そ
の
後
、
訓
導
を
長
ら
く
務
め
て
い
た
廣
濱
自

身
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
法
律
科
へ
の
入
学
は
「
脱
線
」
で
あ
り
、
他
方
で
東
北
帝
国
大
学
法
文
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学
部
の
助
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、「
脱
線
の
一
段
落
」
で
あ
り
、「
い
つ
の
ま
に
か
ま
た
教
育
道
に
立
戻
つ
て
ゐ
た
」
と
い

う
の
で
あ
る
（
32
）。
こ
れ
は
廣
濱
が
助
教
授
で
あ
っ
た
時
期
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
は
初
等
教
育
の
現
場
で
働
い
て
い

た
廣
濱
に
と
っ
て
、《
教
育
家
》
と
し
て
の
自
己
意
識
な
い
し
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
自
己
内
に
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
確
か
に
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
事
実
、
数
多
く
の
、
教
育
に
特
化
し
た
業
績
を
著
し
て
い
る
。
こ
の

《
教
育
家
と
し
て
の
廣
濱
》
に
注
目
し
つ
つ
、
か
つ
、
第
一
の
《
法
理
学
者
と
し
て
の
廣
濱
》
に
つ
き
、
戦
時
期
の
問
題
性
に
鋭

く
迫
っ
た
先
行
業
績
が
、
廣
濱
の
下
で
か
つ
て
学
ん
で
い
た
（
33
）、
千
葉
正
士
の
論
文
「
戦
前
に
お
け
る
わ
が
国
法
哲
学
の
法
思
想
史

的
再
検
討
（
上
）」
で
あ
る
（
34
）。
上
述
の
と
お
り
、
廣
濱
は
、
日
本
法
理
研
究
会
に
は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
日
本
諸
学
振
興

委
員
会
に
お
い
て
は
臨
時
委
員
を
務
め
、
ま
た
同
委
員
会
の
機
関
誌
で
あ
る『
日
本
諸
學
』に
も
数
回
寄
稿
し
て
い
る
。
千
葉（
論

文
）
は
、
こ
の
廣
濱
の
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
へ
の
関
与
を
正
し
く
も
認
識
し
て
お
り
、
ま
た
教
育
家
と
し
て
の
廣
濱
に
鋭
く
も

着
眼
し
て
い
る
、
お
そ
ら
く
唯
一
の
先
行
業
績
で
あ
る
。
廣
濱
が
か
つ
て
の
師
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
か
、
こ
う
し

た
側
面
に
も
目
配
り
し
て
い
る
千
葉
の
同
論
文
に
お
け
る
廣
濱
の
記
述
は
、
限
ら
れ
た
紙
幅
の
中
で
三
重
構
造
論
を
は
じ
め
と
し

た
廣
濱
の
法
理
学
―
―
そ
れ
が
包
蔵
し
て
い
た
問
題
（
と
さ
れ
る
）
点
を
含
む
―
―
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
お
り
、
先
行
業
績

中
で
も
傑
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。
惜
し
む
ら
く
は
、
千
葉
も
ま
た
、
廣
濱（
だ
け
）を
メ
イ
ン
で
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

考
察
と
し
て
は
物
足
り
な
い
。
な
お
、
千
葉
自
身
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
の
《
三
重
構
造
論
》
と
関
連
さ
せ
つ
つ
、
本
稿
の

末
尾
で
、
改
め
て
言
及
す
る
（
第
四
章
）。

な
お
、
本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
第
一
の
《
法
理
学
者
と
し
て
の
廣
濱
》
と
、
こ
の
第
二
の
《
教
育
家
と
し

て
の
廣
濱
》
と
の
関
連
性
如
何
と
い
う
、
軽
か
ら
ぬ
問
い
が
存
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
、
同
一
の
《
廣
濱
嘉
雄
》
と
い
う

人
物
に
帰
一
す
る
た
め
、
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
廣
濱
の
両
領
域
に
お
け
る
諸
業
績
を

概
観
す
る
に
、
自
ら
の
文
献
を
相
互
に
参
照
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
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二
つ
の
側
面
を
意
図
的
に
区
別
し
、
で
き
る
だ
け
前
者
に
集
中
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、《
教
育
家
と
し
て
の
廣
濱
》
の

考
察
を
断
念
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
、（
廣
濱
の
言
う
意
味
と
は
異
な
る
一
般
的
な
意
味
で
の
広
義
の
）
法
理
学
の
考
察

に
と
っ
て
み
て
も
、
そ
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
を
、
同
時
に
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
廣
濱
は
、
教
育
関
連
の
随
所
に
お
い

て
、
道
徳
論
を
展
開
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
公
民
教
育
・
公
民
科
に
関
し
て
、
法
と
道
徳
と
の
関
連
を
考
察
の
射
程
に
入
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
章
で
見
て
い
く
廣
濱
の（
意
味
で
の
）法
理
学
に
お
け
る
法
と
道
徳
と
の
関
連（
と

り
わ
け
行
為
規
範
に
お
け
る
）
と
の
繫
が
り
を
、
廣
濱
の
教
育
論
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
、
大
変
な
作
業
で
あ
る
。
こ
の
問

題
を
深
く
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
例
え
ば
、
教
育
勅
語
に
対
す
る
廣
濱
の
見
方
に
つ
き
、
法
理
学
者
と
し
て
の
そ
れ
と
、
教
育
家

と
し
て
の
そ
れ
と
の
関
連
お
よ
び
相
違
と
い
っ
た
難
問
に
辿
り
着
く
こ
と
と
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
点
に
、
廣
濱
の
見
解
の
要
諦

が
在
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、《
教
育
家
と
し
て
の
廣
濱
》の
考
察
を
断
念
す
る
以
上
、
法
と
道
徳
と
の
関
連
と
い
う
、

（
一
般
的
な
意
味
で
の
）
狭�

義�

の�

法
哲
学
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
論
で
は
考
察
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
同
様
に
、
法
と

政
治
と
の
関
係
と
い
う
問
題
に
関
し
て
も
、
本
稿
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
と
り
わ
け
戦
時
展
開
期
（
後
述
の
意
味
に
お

け
る
）
の
廣
濱
は
、
政
治
に
と
っ
て
教
育
を
重
要
な
位
置
に
置
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
重
構
造
論
や
法
理
学
に
お
け
る
議
論

で
も
、
廣
濱
は
政
治
に
つ
い
て
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
自
ら
の
教
育
の
見
解
と
の
積
極
的
な
結
合
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見

え
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
考
察
の
射
程
を
、（
一
般
的
な
意
味
で
の
）
狭�

義�

の�

法
理
学
（
法
理
論
）
に
で
き
る
だ
け
絞
り
、

廣
濱
の
法
理
学
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
そ
の
三
重
構
造
論
と
は
何
（
だ
っ
た
の
）
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
解
明
に
力
を
注

ぐ
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
察
の
限
定
は
、
廣
濱
の
国
家
論
な
ど
重
要
な
点
に
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
本

稿
の
限
界
を
同
時
に
意
味
し
て
い
る
。

三
つ
目
の
顔
は
、《
民
法
学
者
と
し
て
の
廣
濱
》で
あ
る
。
法
学
に
お
け
る
廣
濱
の
早
期
の
仕
事
は
、
最
初
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

が
『
私
法
學
序
説
』（
注
11
参
照
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
民
法
学
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
論
文
が
集
中
し
て
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い
る
。
ま
た
、
公
刊
さ
れ
た
の
は
戦
時
期
で
は
あ
る
が
、
戦
後
に
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
著
作『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』

（
注
16
参
照
、
博
士
号
取
得
（
の
経
緯
な
ど
）
に
つ
い
て
は
注
26
を
参
照
）
も
、
廣
濱
の
代
表
作
な
仕
事
と
し
て
見
な
さ
れ
て
お

り
、
私
法
に
お
け
る
廣
濱
の
主
要
な
仕
事
を
収
め
て
い
る
（
35
）。
民
法
学
に
お
け
る
廣
濱
の
代
表
的
な
業
績
（
36
）は
、
民
法
総
則
の
通
則
性

に
関
す
る
検
討
で
あ
り
（
廣
濱
「
我
が
民
法
總
則
編
の
通
則
性
」（
注
11
参
照
）・「
民
法
總
則
編
考
（
一
）・（
二
・
完
）」（
注
16

参
照
））、
民
法
の
総
則
は
財
産
法
部
分
に
対
す
る
通
則
に
過
ぎ
な
い
、
と
唱
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
廣
濱
の
見
解
は
、
東
北
帝

国
大
学
で
同
僚
で
あ
っ
た
中
川
善
之
助
の
主
張
の
方
向
と
同
じ
向
き
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
37
）。
今
日
の
民
法
学
に
お
い
て
は
、
廣
濱

の
見
解
を
正
面
か
ら
扱
う
も
の
は
か
な
り
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
外
的
な
も
の
と
し
て
、
廣
濱
の
結
納
論
に
つ
い
て
、
戦
前
の

家
制
度
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
日
本
の
固
有
法
（
理
）
研
究
の
（
民
法
学
と
い
う
よ
り
も
）
法
史
学
的
検
討
を
行
っ
て
い
る
、
頼

松
端
生
「
制
度
観
よ
り
み
た
る
広
浜
嘉
雄
の
結
納
論
」
が
あ
る
（
38
）。
頼
松
論
文
は
、
結
納
論
と
い
う
特
定
の
テ
ー
マ
な
が
ら
、
廣
濱

の
見
解
を
主
題
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
稀
少
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
頼
松
が
注
目
す
る
廣
濱
の
《
制
度
理
論
》
な
る
も
の
に
つ

い
て
、
遺
憾
な
が
ら
、
上
述
し
た
廣
濱
の
法
理
学
の
特
質
で
あ
る
《
法
の
三
重
構
造
論
》
ま
で
を
十
分
に
視
野
に
入
れ
た
考
察
が

行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
例
え
ば
、
組
織
規
範
と
制
度
と
の
関
係
や
、
三
重
構
造
論
の
展
開
な
ど
）。
翻
っ
て
言
え
ば
、

民
法
学
に
お
け
る
廣
濱
の
仕
事
の
意
義
を
見
定
め
る
に
は
、《
廣
濱
の
法
理
学
》
に
つ
い
て
の
理
解
を
基
礎
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

《
民
法
学
者
と
し
て
の
廣
濱
》
と
《
法
理
学
者
と
し
て
の
廣
濱
》
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
通
底
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

例
え
ば
、
主
著
『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』
の
標
題
が
示
す
如
く
、
ま
た
千
葉
が
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
（
39
）、
署
名
捺
印
や
本
籍
や

結
納
と
い
っ
た
私
法
に
お
け
る
諸
制�

度�

に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
こ
と
や
、
同
書
に
は
、
廣
濱
の
法
理
学
に
お
け
る
キ
ー
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
《
制
度
》
に
関
す
る
論
稿
（「
制
度
考
」（
注
16
参
照
）・「
制
度
と
全
體
規
範
と
し
て
の
法
」（
尤
も
こ
れ
は
『
法

理
學
』（
注
16
参
照
）の
一
五－

二
六
頁
を
基
と
し
た
も
の
で
あ
る
））
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
民
法
に
関
す
る
具
体
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
は
本
稿
に
お
い
て
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
本
稿
は
、
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い
わ
ば
そ
れ
を
将
来
検
討
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
ま
ず
は
、
廣
濱
の
法
理
学
の
分
析
に
取
り
組
む
こ
と
に
、
力
を
傾
注

す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
節

本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ

本
稿
で
は
、
上
述
し
た
廣
濱
の
三
つ
の
側
面
の
う
ち
、
第
一
の
顔
で
あ
る
《
法
理
学
者
と
し
て
の
廣
濱
》、
特
に
《
戦
時
期
に

お
け
る
廣
濱
の
法
理
学
》
を
集
中
的
に
扱
う
こ
と
に
す
る
。
そ
の
た
め
、
第
二
の
顔
で
あ
る
《
教
育
に
お
け
る
廣
濱
》
と
第
三
の

顔
で
あ
る
《
民
法
学
に
お
け
る
廣
濱
》
に
つ
い
て
は
、《
戦
時
期
に
お
け
る
廣
濱
の
法
理
学
》
に
関
連
す
る
限
り
で
、
言
及
す
る

に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
《
教
育
に
お
け
る
廣
濱
》
の
仕
事
は
、
戦
時
期
に
お
け
る
廣
濱
の
（
法
）
思
想
を
総
体
的
に
理
解

す
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
廣
濱
が
こ
の
領
域
で
著
し
た
文
献
の
量
も
膨
大
で
あ
り
、
そ
の
本
格
的
な
検

討
は
、
文
字
通
り
手
に
余
る
仕
事
で
あ
る
。

さ
て
、《
戦
時
期
に
お
け
る
廣
濱
の
法
理
学
》
を
主
た
る
検
討
の
対
象
に
据
え
た
と
し
て
も
、
法
理
学
に
関
す
る
廣
濱
の
文
献

も
多
く
、
そ
の
作
業
の
道
の
り
は
険
し
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
廣
濱
の
文
献
の
う
ち
、
法
理
学
に
つ
い
て
包
括
的
な
形
で
考
察
を

は
か
り
、
廣
濱
法
理
学
の
全
体
像
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
、
次
の
三
つ
の
文
献
を
、
考
察
の
土
台
と
し
て
主
に
依
拠
す
る
こ
と
に

し
た
い：

・「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」（
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
、
注
16
参
照
）

・『
法
理
學
』（
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
・
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
（
40
）、
注
16
・
18
参
照
）

・「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」（
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
、
注
18
参
照
）

こ
の
三
つ
の
文
献
に
お
い
て
、
廣
濱
は
法
理
学
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
総
論
的
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
尤
も
、
こ
れ
ら
の
著
作

の
間
に
は
、
見
解
の
変
容
が
見
ら
れ
る
。
廣
濱
自
身
も
こ
の
こ
と
を
部
分
的
な
が
ら
明
示
し
て
お
り
、
例
え
ば
、「
法
を
對
象
と

す
る
學
問
」
か
ら
『
法
理
學
』
へ
の
過
程
で
、
前
者
に
お
け
る
見
解
を
訂
補
し
た
こ
と
が
、
論
文
「
法
理
學
の
體
系
に
つ
い
て
」
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に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
41
）。
本
稿
で
は
、
先
に
挙
げ
た
三
つ
の
文
献
に
即
し
て
、
廣
濱
の
法
理
学
に
つ
い
て
、
学
者
と
し
て
の

キ
ャ
リ
ア
の
出
発
点
か
ら
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
ま
で
の
時
期
を
《
揺
籃
期
》
と
、
そ
れ
以
降
か
ら
『
法
理
學
』
が
（
最
初

に
ま
と
ま
っ
た
形
で
）
刊
行
さ
れ
た
一
九
三
八
年
頃
ま
で
を
《
確
立
期
》
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
以
降
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
お
い

て
、
特
に
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
る
変
容
を
確
認
で
き
る
期
間
か
ら
終
戦
ま
で
を
《
戦
時
展
開
期
》

と
し
て
、
三
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

廣
濱
の
主
張
を
こ
の
三
つ
の
業
績
に
沿
っ
て
区
分
す
る
こ
と
は
、
本
稿
に
お
け
る
《
戦
時
期
》
の
定
義
と
も
関
連
す
る
の
で
、

こ
こ
で
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
、
特
に
第
三
章
に
お
い
て
、
戦
時
期
の
廣
濱
の
見
解
を
扱
う
が
、《
戦
時
期
》
の
定
義
に
つ
い
て
、《
満
州
事
変
・
日
中
戦

争
・
太
平
洋
戦
争
へ
と
広
範
囲
に
わ
た
る
戦
争
の
、
何
を
・
ど
の
時
点
を
以
て
戦
時
期
と
す
る
の
か
》
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
難

し
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
確
か
に
、
こ
れ
ら
を
連
続
的
に
捉
え
る
、
所
謂
《
十
五
年
戦
争
（
42
）》
の
期
間
を

基
軸
に
日
本
の
戦
時
期
を
考
え
て
い
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
内
外
の
複
雑
な
事
象
の
相
互
連
関
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が

出
来
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
有
益
で
あ
る
。
本
稿
も
、
廣
濱
に
関
す
る
記
述
に
特
化
し
て
い
な
い
箇
所
で
は
、
こ
の
十
五
年
戦

争
を
基
本
的
に
念
頭
に
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
、
廣
濱
の
見
解
を
扱
う
箇
所
に
お
い
て
は
、《
一
九
三
八
年
・
三
九
年
頃
》

を
、
戦
時
展
開
期
の
始
ま
り
と
観
念
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
三
章
で
後
述
す
る
が
、
廣
濱
の
法
理
学
に
お
け
る

見
解
の
変
容
が
、
こ
の
時
点
を
境
に
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
特
に
、
一
九
三
九
年
以
前
の
文
献
と
以
降
の
文
献
と

で
は
、
主
張
の
背
景
や
方
向
性
に
、
小
さ
か
ら
ぬ
違
い
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

（
7
）
廣
濱
の
仕
事
は
、
大
ま
か
に
は
、
法
学
サ
イ
ド
と
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
と
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
尤
も
、
当
の
廣
濱
か
ら
す
れ
ば
、《
法

学
と
教
育
の
間
に
は
密
接
な
連
関
が
あ
る
》
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
二
分
に
対
し
て
異
論
が
提
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（
事
実
、
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法
学
関
連
の
雑
誌
に
教
育
に
関
す
る
論
文
を
公
表
し
て
い
た
り
、
逆
の
ケ
ー
ス
も
確
認
さ
れ
得
る
）。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、《
こ
の
二
つ
の

領
域
に
お
け
る
仕
事
が
、
廣
濱
の
ど
の
時
期
に
お
い
て
も
表
裏
一
体
で
あ
る
ほ
ど
密
接
不
可
分
で
あ
る
》
と
は
ど
う
も
言
い
難
く
、
殊
に
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
廣
濱
の
法
理
学
を
中
心
に
扱
う
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
分
は
、
廣
濱
の
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
著
作
を
整
理
す
る
上
で
大
き
な

意
味
を
持
つ
。
以
下
、
注
11
（
〜
注
22
ま
で
）
に
お
い
て
、
廣
濱
の
文
献
を
法
学
サ
イ
ド
と
教
育
サ
イ
ド
に
分
け
て
、
年
代
ご
と
に
大
ま
か
な
が

ら
挙
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
分
野
に
応
じ
た
整
理
は
あ
く
ま
で
服
部
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

な
お
、
廣
濱
の
諸
論
文
の
少
な
か
ら
ぬ
も
の
は
、
後
に
論
文
集
な
ど
の
形
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
廣
濱

の
研
究
業
績
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
本
来
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
文
献
の
再
録
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
文

献
の
数
が
非
常
に
多
い
こ
と
に
加
え
、
廣
濱
自
身
に
よ
る
と
、
再
録
に
あ
た
り
加
筆
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
再
録
に
際
し
て
の
具
体

的
な
補
筆
ま
で
を
網
羅
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
廣
濱
の
見
解
の
展
開
を
精
確
に
描
き
き
る
上
で
は
重
要
な
作
業
と
な
る
た
め
、

機
会
が
あ
れ
ば
他
日
を
期
し
て
補
充
的
な
検
討
を
は
か
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
8
）
廣
濱
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
に
つ
き
、
本
稿
で
は
、
基
本
的
な
部
分
で
は
、「
故
廣
濱
嘉
雄
先
生
履
歴
業
績
一
覧
」
廣
濱
先
生
追
悼
記
念
論
文

集
編
集
刊
行
委
員
会
編
『
法
と
法
学
教
育
―
廣
濱
先
生
追
悼
記
念
論
文
集
―
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
二
年
）
五
九
六－

六
〇
三
頁
に
従
っ
て
い
る

（
尤
も
、
こ
の
業
績
一
覧
（
五
九
九－
六
〇
三
頁
）
は
網
羅
的
な
も
の
と
は
言
い
難
い
）。
廣
濱
自
身
の
筆
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
幼
少
期

か
ら
京
都
時
代
ま
で
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
『
公
民
教
育
私
論
』（
明
治
圖
書
株
式
会
社
、
一
九
二
六
年
）
の
「
跋
」、
さ
ら
に
東
北
帝
国
大
学
赴
任

ま
で
に
つ
い
て
は
、
同
「
脱
線
顚
末
錄
」
敎
育
三
巻
二
号
（
一
九
三
五
年
）
一
〇
三－

一
〇
六
頁
。

（
9
）
参
照
、
廣
濱
「
脱
線
顚
末
錄
」
前
掲
（
注
8
）
一
〇
四－

一
〇
五
頁
。
同
所
に
よ
る
と
、
師
範
学
校
を
進
路
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
中
学
校
に

入
れ
て
も
ら
う
は
ず
が
、
家
庭
の
経
済
的
都
合
の
た
め
、
金
が
か
か
ら
な
い
師
範
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
、
な

ぜ
故
郷
の
三
重
で
は
な
く
京
都
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
三
重
県
の
師
範
学
校
に
入
学
す
る
の
は
困
難
だ
と
い
う
評
判
の
た
め
翌
年
に
受
験
す

る
こ
と
に
し
て
、
京
都
を
小
手
調
べ
に
受
け
た
ら
合
格
し
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
京
都
府
﹇
立
﹈
師
範
学
校
が
廣
濱
の
一
生
を

決
定
す
る
苗
圃
と
な
っ
た
旨
を
説
き
、
同
学
校
の
時
期
に
得
た
も
の
と
し
て
、
①
よ
き
先
生
、
②
複
数
科
目
に
連
続
合
格
し
た
こ
と
、
③
秀
才
教

育
で
の
教
え
子
か
ら
の
刺
激
（
こ
の
件
で
は
、
能
楽
研
究
で
有
名
な
能
勢
朝
次
の
名
を
確
認
で
き
る
）、
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①

の
よ
き
先
生
と
し
て
、
森
貞
亮
・
萱
場
今
朝
治
・
日
田
權
一
・
小
山
保
雄
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
い
ず
れ
の
人
物
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
は
本
注

に
お
け
る
以
上
の
論
及
を
原
則
と
し
て
断
念
す
る
）。
特
に
、
森
貞
亮
と
い
う
人
物
と
の
結
び
つ
き
は
強
い
よ
う
で
、
廣
濱
は
、
後
に
公
刊
す
る
著

作
の
う
ち
幾
つ
か
を
、
同
氏
に
捧
げ
て
い
る
。
廣
濱
の
教
育
（
学
）
方
面
に
お
け
る
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
公
民
教
育
私
論
』
前
掲
（
注
8
）
に

は
、
森
と
日
田
が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。
な
お
、
日
田
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
が
あ
る：
衛
藤
吉
則
「
日
田
権
一
の
文
化
教
育
学
」
産
業
文
化

196

廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
一
）

三
五



研
究
所
所
報
一
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
三－

五
〇
頁
・「
同
（
二
）」
下
関
市
立
大
学
論
集
四
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
六
三－

七
一
頁
。

（
10
）
参
照
、
廣
濱
「
脱
線
顚
末
錄
」
前
掲
（
注
8
）
一
〇
四
頁
。

（
11
）
一
九
二
〇
年
代
の
廣
濱
の
、
法
学
サ
イ
ド
の
文
献
は
次
の
通
り
で
あ
る：

廣
濱
「
エ
ッ
ガ
ー
氏
『
民
法
と
裁
判
』―
―
私
法
の
妥
當
其
の
一
―
―
」

法
學
論
叢
九
巻
一
号
（
一
九
二
三
年
）
六
六－

九
五
頁
、
同
「
私
法
適
用
の
論
理
―
―
私
法
の
妥
當
其
の
二
―
―
（
一
）・（
二
・
完
）」
法
学
論
叢

九
巻
二
号
（
一
九
二
三
年
）
五
五－

八
八
頁
・
三
号
（
同
年
）
六
四－

八
八
頁
、
同
「
契
約
の
自
由
」
法
學
論
叢
一
〇
巻
六
号
（
一
九
二
三
年
）
八

四－
一
一
二
頁
、
同
「
我
が
民
法
總
則
編
の
通
則
性
」
法
學
論
叢
一
二
巻
二
号
（
一
九
二
四
年
）
一
二
九－

一
四
四
頁
、
同
「
私
法
學
の
對
象
と

方
法
と
に
就
い
て
」
社
會
科
學
一
巻
四
号
（
一
九
二
五
年
）
一－

三
一
頁
、
同
「
行
爲
能
力
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
法
學
志
林
二
八
巻
一
〇
号
（
一

九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
）
二
八－

四
四
頁
、
同
「
私
法
學
に
於
け
る
人
格
の
意
義
に
つ
い
て
」
社
会
科
學
二
巻
六
号
（
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）

年
）
一－

二
九
頁
、
同
『
私
法
學
序
説
』（
改
造
社
、
一
九
二
六
（
昭
和
元
）
年
）。

廣
濱
は
早
期
か
ら
教
育
に
関
す
る
業
績
も
複
数
著
し
て
い
た
。
教
育
（
学
）
に
関
す
る
一
九
二
〇
年
代
ま
で
の
業
績
は
次
の
と
お
り
で
あ
る：

廣
濱
「
歴
史
科
の
國
民
敎
育
上
に
於
け
る
位
置
を
論
じ
て
他
敎
科
と
の
關
係
に
及
ぶ
」
教
育
研
究
一
四
三
号
（
一
九
一
五
年
）
一
七－

二
〇
頁
、

同
「
有
敎
無
類
」
學
習
研
究
四
巻
九
号
（
一
九
二
五
年
）
一
一
四－

一
二
五
頁
、
同
「
社
會
生
活
に
渦
卷
く
二
つ
の
流
れ
」
學
習
研
究
五
巻
一
号

（
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
）
一
二
〇－
一
三
六
頁
、
同
『
公
民
教
育
私
論
』
前
掲
（
注
8
）、
同
「
非
を
發
く
心
」
法
律
春
秋
一
巻
四
号
（
一

九
二
六
年
）
一
〇－

一
二
頁
。

（
12
）
参
照
、
廣
濱
『
公
民
教
育
私
論
』
前
掲
（
注
8
）「
跋
」
一
九
頁
、
同
『
私
法
學
序
説
』
前
掲
（
注
11
）
序
五
頁
。
そ
の
他
、
学
者
の
途
へ
の
指

う

が

や
し
か
よ
し

導
に
あ
た
っ
た
人
物
と
し
て
は
、
烏
賀
陽
然
良
（
？－
一
九
四
六
年
）
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
菅
原
や
烏
賀
陽
の
廣
濱
に
対
す
る
影
響
に
つ

い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
検
討
を
し
て
み
た
い
。

（
13
）
廣
濱
に
東
北
帝
国
大
学
へ
の
赴
任
の
声
を
か
け
た
の
は
、
佐
藤
丑
次
郎
（
一
八
七
七－

一
九
四
〇
年
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
参
照
、
廣
濱
「
脱

線
顚
末
錄
」
前
掲
（
注
8
）
一
〇
五
頁
。
尤
も
、
な
ぜ
法
理
学
の
講
座
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
な
ど
、
そ
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
史
料
の

さ
ら
な
る
究
明
な
ど
を
要
す
る
。

（
14
）
こ
の
国
外
留
学
の
様
子
に
関
し
て
廣
濱
自
身
が
述
べ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
廣
濱
「
歐
米
か
ら
歸
つ
て
（
一
）・（
二
）」
少
年
赤
十
字
六

五
号
（
一
九
二
九
年
）
一
一－

一
七
頁
・
六
六
号
（
同
年
）
一
二－

一
七
頁
。
尤
も
、
同
論
稿
を
読
む
限
り
で
は
、
留
学
時
に
お
け
る
廣
濱
の
関

心
は
、
法
学
と
い
う
よ
り
も
、
教
育
（
学
）
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
15
）
な
お
、
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
ベ
ル
リ
ン
の
諸
都
市
を
ま
わ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（G

ustav
Radbruch

）
に
師
事
し
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
と
の
や
り
と
り
は
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複
数
の
文
献
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
が
（
一
例
と
し
て
参
照
、
廣
濱
『
公
民
教
育
の
根
本
問
題
』（
玉
川
學
園
出
版
部
、
一
九
三
一
年
）
八
九－

九
〇
頁
）、
具
体
的
な
影
響
関
係
如
何
な
ど
に
つ
い
て
は
、
別
途
の
調
査
を
要
す
る
。

（
16
）
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
廣
濱
の
法
学
サ
イ
ド
に
お
け
る
業
績
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
お
く
（
尤
も
、
注
7
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
に
は
教
育

に
関
わ
る
も
の
も
存
在
し
得
て
、
こ
こ
で
の
整
理
は
あ
く
ま
で
服
部
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
同
様
の
こ
と
が
、
以

下
の
注
17
〜
19
で
も
妥
当
す
る
）：

廣
濱
「【
新
刊
批
評
】
牧
野
博
士
著
『
民
法
の
基
本
問
題
第
三
編
』
研
究
」
法
律
時
報
二
巻
一
〇
号
（
一
九
三

〇
年
）
五
三－

五
九
頁
、
同
「【
新
刊
批
評
】『
春
木
先
生
還
曆
祝
賀
論
文
集
』
法
律
時
報
三
巻
四
号
（
一
九
三
一
年
）
五
一－

五
六
頁
、
同
「
外

國
法
制
の
獨
創
的
研
究
に
つ
い
て
（
一
）・（
二
）・（
三
・
完
）」」
法
學
論
叢
二
五
巻
（
一
九
三
一
年
）
二
号
一－

三
六
頁
・
四
号
六
七－

九
五
頁
・

六
号
三
四－

六
一
頁
、
同
『
法
律
綱
要
（
私
法
）』（
雄
風
館
書
房
、
一
九
三
一
年
）、
同
「
法
規
の
構
造
」
法
學
一
巻
一
号
（
一
九
三
二
年
）
八
〇

－

一
〇
八
頁
、
同
「
法
律
敎
育
の
基
礎
的
一
考
察
」
法
律
時
報
四
巻
二
号
（
一
九
三
二
年
）
三－

一
四
頁
、
同
「
制
度
考
」
法
學
一
巻
七
号
（
一

九
三
二
年
）
一
九－

五
三
頁
、
同
「
論
戰
の
法
律
學
界
に
贈
る
―『
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
學
』」
帝
國
大
學
新
聞
四
四
五
号
（
一
九
三
二
年
）
四
面
、

同
「
記
名
捺
印
論
」
法
學
一
巻
一
一
号
（
一
九
三
二
年
）
一－

三
六
頁
、
同
「
法
律
に
對
す
る
道
德
の
優
位
」
道
德
敎
育
一
巻
一
号
（
一
九
三
二

年
）
一
六－

二
七
頁
、
同
「
記
名
捺
印
の
代
行
―
―
記
名
捺
印
論
訂
補
第
一
―
―
」
法
學
二
巻
四
号
（
一
九
三
三
年
）
一－

一
五
頁
、
同
「
末
弘

博
士
の
『
法
窓
漫
筆
』
を
讀
む
」
法
律
時
報
五
巻
五
号
（
一
九
三
三
年
）
五
六－

五
八
頁
、
同
「『
法
學
協
會
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』
の
素
描
」

法
學
協
會
雑
誌
五
一
巻
六
号
（
一
九
三
三
年
）
一
一
一－

一
三
〇
頁
、
同
「
經
驗
法
學
の
諸
傾
向
―
そ
の
一
、
分
析
法
學
派
」
法
學
二
巻
一
一
号

（
一
九
三
三
年
）
一－

三
三
頁
、
同
「【
紹
介
批
評
】
恒
藤
恭
・
船
田
亭
二
氏
譯
『
カ
ン
ト
の
法
律
哲
學
』」
法
學
三
巻
一
号
（
一
九
三
四
年
）
五
六

－

七
〇
頁
、
同
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
東
北
帝
國
大
學
法
文
學
部
編
『
法
學
論
集：

十
周
年
記
念
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）
一－

四
七

頁
、
同
「
經
驗
的
一
般
法
學
」
國
家
學
會
雑
誌
四
八
巻
七
号
（
一
九
三
四
年
）
一
四－

四
〇
頁
、
同
「
比
較
法
學
派
に
つ
い
て
（
一
）・（
二
）―
―

經
驗
法
學
の
諸
傾
向
そ
の
三
」
法
學
三
巻
九
号
（
一
九
三
四
年
）
一－

二
六
頁
・
一
〇
号
（
同
年
）
四
三－

六
二
頁
、
同
「
日
本
人
の
一
生
を
法

的
に
見
る
」
学
校
敎
育
二
六
二
号
（
一
九
三
四
年
）
一
八－
二
七
頁
、
同
「
私
法
關
係
論
筋
書
―
―
そ
の
一
、
私
法
關
係
の
地
盤
―
―
」
法
學
論

叢
三
二
巻
二
号
（
一
九
三
五
年
）
八
五－

一
一
三
頁
、
同
「
本
籍
の
住
所
性
」
民
商
法
雑
誌
一
巻
一
号
（
一
九
三
五
年
）
五
八－

七
四
頁
、
同
「
歴

史
法
學
派
の
誕
生
―
―
經
驗
法
學
の
諸
傾
向
・
そ
の
四
―
―
」
國
家
學
會
雑
誌
四
九
巻
八
号
（
一
九
三
五
年
）
二
九－

六
七
頁
、
同
「
功
利
主
義

法
學
派
（
一
）・（
二
）・（
三
・
完
）―
―
經
驗
法
學
の
諸
傾
向
（
、
そ
の
五
―
―
）」
法
學
四
巻
（
一
九
三
五
年
）
九
号
一－

一
三
頁
・
一
一
号
二

七－

三
九
頁
・
一
二
号
四
三－

五
七
頁
、
同
「【
紹
介
批
評
】
美
濃
部
達
吉
博
士
著
『
法
の
本
質
』」
法
學
四
巻
一
一
号
（
一
九
三
五
年
）
五
九－

六
五
頁
、
同
「
法
の
當
然
效
・
遡
及
效
・
追
及
效
」
民
商
法
雑
誌
三
巻
五
号
（
一
九
三
六
年
）
一－

一
六
頁
、
同
「
國
民
道
德
内
容
と
し
て
の
遵

法
」
道
德
教
育
五
巻
六
号
（
一
九
三
六
年
）
二
三－

三
五
頁
、
同
「
社
會
學
的
法
學
の
濫
觸
」
法
律
時
報
八
巻
一
一
号
（
一
九
三
六
年
）
九－

一
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
一
）

三
七



八
頁
、
同
「
社
會
主
義
の
法
及
び
法
學
へ
の
滲
透
（
一
）・（
二
）―
―
經
驗
法
學
の
諸
傾
向
、
そ
の
七
（
完
）」
法
學
五
巻
一
一
号
（
一
九
三
六
年
）

一
六－

三
三
頁
・
六
巻
一
号
（
一
九
三
七
年
）
一
六－

三
六
頁
、
同
「
結
納
」
穂
積
重
遠
・
中
川
善
之
助
責
任
編
輯
『
家
族
制
度
全
集
法
律
篇
第

一
巻
婚
姻
』（
河
出
書
房
、
一
九
三
七
年
）
六
三－

八
二
頁
、
同
「
社
會
學
的
法
學
派
に
つ
い
て
（
一
）・（
二
・
完
）―
―
經
驗
法
學
の
諸
傾
向

そ
の
六
」
法
學
六
巻
一
一
号
（
一
九
三
七
年
）
一－

二
六
頁
・
一
二
号
（
同
年
）
五
〇－

六
七
頁
、
同
『
法
理
學
（
一
）〜（
四
・
完
）』（
日
本
評

論
社
、
一
九
三
八
年
、
同
書
に
つ
い
て
は
後
掲
注
40
参
照
）、
同
「【
新
刊
批
評
】
二
つ
の
法
學
小
辭
典
」
法
律
時
報
一
〇
巻
三
号
（
一
九
三
八
年
）

四
七－
五
〇
頁
、
同
「
法
理
學
の
體
系
に
つ
い
て
」
法
學
七
巻
五
号
（
一
九
三
八
年
）
一－

一
九
頁
、
同
「
民
法
總
則
編
考
（
一
）・（
二
・
完
）―
―

續
『
我
が
民
法
總
則
編
の
通
則
性
』」
法
學
七
巻
（
一
九
三
八
年
）
一
〇
号
一－

二
三
頁
・
一
一
号
（
同
年
）
五
一－

七
〇
頁
、
同
「【
紹
介
批
評
】

穂
積
陳
重
先
生
の
『
祖
先
祭
祀
と
日
本
法
律
』（
第
四
版
）」
法
學
八
巻
二
号
（
一
九
三
九
年
）
九
九－

一
〇
八
頁
、
同
『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』

（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
九
年
）、
同
「
神
社
に
つ
い
て
の
覺
え
書
」
法
律
時
報
一
一
巻
四
号
（
一
九
三
九
年
）
一
九－

二
三
頁
、
同
「
神
社
の
法

人
性
に
つ
い
て
」
法
學
八
巻
七
号
（
一
九
三
九
年
）
一－

一
一
頁
、
同
「【
資
料
】
護
國
神
社
」
法
學
八
巻
一
〇
号
（
一
九
三
九
年
）
八
二－

八
八

頁
、
同
「
神
社
制
度
小
考
」
廣
濱
嘉
雄
編
集
代
表
『
佐
藤
教
授
退
職
記
念
法
及
政
治
の
諸
問
題
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
九
年
）
七
三
七－

七
七
五

頁
。ま

た
、
末
弘
厳
太
郎
・
田
中
耕
太
郎
責
任
編
輯
『
法
律
學
辭
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四－

三
七
年
）
に
お
い
て
、
以
下
の
項
目
を
担
当
し
て

い
る
（
※
第
五
巻
（
一
九
三
七
年
）
は
総
索
引
）：

第
一
巻
（
一
九
三
四
年
）：

「
擬
制
」
三
四
八
頁
・「
記
名
調
印
」
三
五
九－

三
六
〇
頁
、
第
二

巻
（
一
九
三
五
年
）：

「
衡
平
」
七
五
七－

七
五
八
頁
・「
公
法
と
私
法
」
七
六
二－

七
六
四
頁
・「
署
名
」
一
四
〇
二－

一
四
〇
三
頁
、
第
三
巻
（
一

九
三
六
年
）：

「
絶
對
權
と
相
對
權
」
一
五
四
二－
一
五
四
三
頁
、
第
四
巻
（
一
九
三
六
年
）「
法
益
」
二
四
四
三－

二
四
四
四
頁
・「
法
的
安
定
性
」

二
四
六
七－

二
四
七
〇
頁
・「
法
典
編
纂
」
二
四
七
〇－
二
四
七
二
頁
・「
法
律
事
實
」
二
四
九
〇－

二
四
九
一
頁
・「
例
外
法
」
二
七
六
〇－

二
七

六
一
頁
。

他
に
は
、
判
例
研
究
に
つ
い
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る：
判
例
研
究
會
「
大
審
院
判
決
集
」
法
学
一
巻
九
号
（
一
九
三
二
年
）
の
う
ち
身
分
法

（
一
〇
九－

一
一
〇
頁
）・
恩
給
法
（
一
一
三－

一
一
四
頁
）・
道
路
法
（
一
一
四
頁
）
の
評
註
、
判
例
研
究
會
「
大
審
院
判
決
集
」
法
學
一
巻
一
〇

号
（
一
九
三
二
年
）
の
う
ち
財
産
法
（
一
〇
六－

一
一
三
頁
、
八
木
下
繁
一
と
共
著
）・
身
分
法
（
一
一
三－

一
一
五
頁
）
の
評
註
、
判
例
研
究
會

「
大
審
院
判
決
集
」
法
學
二
巻
三
号
（
一
九
三
三
年
）
の
う
ち
財
産
法
（
一
一
六－

一
二
一
頁
、
八
木
下
繁
一
、
横
山
勝
二
郎
、
吉
田
彰
と
共
著
）

の
評
註
、
判
例
研
究
會
「
大
審
院
判
決
集
」
法
學
二
巻
四
号
（
一
九
三
三
年
）
の
う
ち
財
産
法
（
九
三－

一
〇
一
頁
、
打
田
畯
一
、
横
山
勝
二
郎

と
共
著
）
の
評
註
、
廣
濱
「
昭
和
七
年
民
事
判
例
の
囘
顧
民
法
總
則
」
法
學
二
巻
八
号
（
一
九
三
三
年
）
一－

一
五
頁
、
同
「
昭
和
九
年
民
事

判
例
の
囘
顧
（
二
）
諸
法
」
法
學
四
巻
八
号
（
一
九
三
五
年
）
一
二
二－

一
四
三
頁
、
同
「
昭
和
十
年
度
民
事
判
例
の
囘
顧
（
二
）
民
法
総
則
」

松
山
大
学
論
集

第
二
十
六
巻

第
四
号

三
八
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法
學
五
巻
八
号
（
一
九
三
六
年
）
一－

二
六
頁
、
同
「
昭
和
十
一
年
度
民
事
判
例
の
囘
顧
（
二
）
民
法
總
則
」
法
學
六
巻
八
号
（
一
九
三
七
年
）

一－

二
五
頁
（
北
村
利
彌
と
共
著
）、
同
「
昭
和
十
二
年
度
民
事
判
例
の
囘
顧
民
法
總
則
」
法
學
七
巻
八
号
（
一
九
三
八
年
）
一－

一
八
頁
。

（
17
）
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
廣
濱
の
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
に
お
け
る
業
績
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
お
く
（
中
に
は
法
（
学
）
に
も
関
連
す
る
も
の
も

存
在
す
る
）：

廣
濱
「『
敎
育
界
』
の
主
筆
曾
根
さ
ん
」『
無
冠
の
榮
光
』（
曾
根
松
太
郎
氏
敎
育
奉
仕
三
十
年
祝
賀
會
（
編
）、
一
九
三
〇
年
）
九
三

－
九
七
頁
、
同
「
敎
育
を
理
解
せ
ざ
る
も
の
は
誰
か
」
法
律
春
秋
六
巻
四
号
（
一
九
三
一
年
）
一
九
七－

二
〇
六
頁
、
同
「
政
治
敎
育
よ
り
敎
育

政
治
へ
！
―
―
理
想
國
に
於
け
る
敎
育
―
―
」
敎
育
研
究
三
七
三
号
（
一
九
三
一
年
）
一
九－

二
七
頁
、
同
「
小
學
校
令
第
一
條
を
中
心
と
し
て
」

敎
育
研
究
三
七
四
号
（
一
九
三
一
年
）
一
三
二－

一
三
九
頁
、
同
「
小
學
校
令
第
一
條
を
中
心
と
し
て
（
つ
ゞ
き
）」
教
育
研
究
三
七
六
号
（
一
九

三
一
年
）
四
一－
五
〇
頁
、
同
『
公
民
敎
育
の
根
本
問
題
』
前
掲
（
注
15
）、
同
「
私
法
生
活
に
於
け
る
道
德
性
」
文
部
省
編
纂
『
最
新
公
民
科
資

料
精
説
』（
一
九
三
一
年
）
五
五
一－

六
四
二
頁
、
同
『
明
日
の
初
等
敎
育
』（
高
陽
書
院
、
一
九
三
二
年
）、
同
編
著
『
小
學
補
習
中
等
學
校
公
民

敎
育
資
料
大
成
（
上
巻
・
下
巻
）』（
明
治
圖
書
株
式
會
社
、
一
九
三
二
年
・
三
三
年
）、
同
「
小
學
校
に
お
け
る
生
活
指
導
當
面
の
問
題
」
敎
育
研

究
三
八
九
号
（
一
九
三
二
年
）
七
七－

八
三
頁
、
同
「
公
民
科
敎
材
の
地
盤
と
し
て
の
道
徳
」
文
部
省
普
通
學
務
局
・
実
業
學
務
局
編
輯
編
纂
『
公

民
敎
育
体
系
―
―
昭
和
七
年
度
夏
期
講
習
會
講
演
集
』（
帝
國
公
民
敎
育
協
會
、
一
九
三
二
年
）
一－

八
一
頁
、
同
「
修
身
及
公
民
科
の
敎
材
系
統

に
關
す
る
一
考
察
」
學
習
研
究
一
二
巻
一
号
（
一
九
三
三
年
）
二
一
六－

二
二
七
頁
、
同
「
成
績
考
査
・
資
格
試
驗
・
コ
ン
ク
ー
ル
」
敎
育
研
究

三
九
七
号
（
一
九
三
三
年
）
六
六－

七
三
頁
、
同
『
女
子
公
民
科
敎
本
（
上
巻
・
下
巻
）』（
高
陽
書
院
、
一
九
三
三
年
）、
同
「
法
制
敎
材
の
公
民

敎
育
化
（
上
）・（
下
）」
道
德
敎
育
二
巻
七
号
（
一
九
三
三
年
）
二
九－

三
七
頁
・
八
号
（
同
年
）
二
五－

三
九
頁
、
同
『
新
撰
公
民
科
敎
本
（
上

巻
・
下
巻
）』（
高
陽
書
院
、
一
九
三
三
年
）、
同
『
公
民
敎
育
研
究
第
一
輯
』（
高
陽
書
院
、
一
九
三
三
年
）、
同
「
公
民
敎
育
に
於
け
る
私
法
敎

材
に
就
て
」
文
部
省
普
通
學
務
局
實
業
學
務
局
編
『
公
民
敎
育
資
料
集
成
―
―
昭
和
八
年
度
公
民
敎
育
夏
期
講
習
會
講
演
集
―
―
』（
帝
國
公
民
敎

育
協
會
、
一
九
三
三
年
）
Ｍ－

一－

Ｍ－

一
一
五
頁
、
同
「
現
行
公
民
科
敎
科
書
閻
魔
帳
」
敎
育
二
巻
三
号
（
一
九
三
四
年
）
一
一
〇－

一
二
三

頁
、
同
「
敎
育
法
の
輪
廓
―
―
そ
の
一
、
敎
育
組
織
法
（
未
完
）―
―
」・「
敎
育
組
織
法
―
―
敎
育
法
の
輪
廓

そ
の
二
―
―
」・「
續
敎
育
組
織
法

―
―
敎
育
法
の
輪
廓

そ
の
三
―
―
」・「
續
々
敎
育
組
織
法
―
―
敎
育
法
の
輪
郭

そ
の
四
―
―
」
敎
育
學
研
究
三
巻
（
一
九
三
四
年
）
一
号
一

－

二
四
頁
・
二
号
一－

二
二
頁
・
三
号
二
六－

三
八
頁
・
四
号
三
七－
五
九
頁
、
同
「
公
民
生
活
に
お
け
る
日
本
精
神
の
實
踐
形
態
」
日
本
精
神

文
化
一
巻
四
号
（
一
九
三
四
年
）
八
六－

一
二
一
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
敎
と
敎
育
」
思
想
一
四
九
号
（
一
九
三
四
年
）
一
三
五－

一

四
五
頁
、
同
「
脱
線
顚
末
錄
」
前
掲
（
注
8
）、
同
「
現
代
試
驗
論
」
改
造
一
七
巻
五
号
（
一
九
三
五
年
）
四
〇－

五
〇
頁
、
同
「
青
年
學
校
の
修

身
及
公
民
科
」
敎
育
三
巻
一
〇
号
（
一
九
三
五
年
）
三
七－

四
七
頁
、
同
「
後
生
畏
る
べ
し
―
―
人
格
陶
冶
へ
の
一
要
求
―
―
」
道
德
敎
育
四
巻

一
〇
号
（
一
九
三
五
年
）
四
七－

五
七
頁
、
同
「
春
山
作
樹
博
士
の
敎
育
説
に
つ
い
て
」
教
育
四
巻
一
号
（
一
九
三
六
年
）
一
〇
七－

一
一
五
頁
、
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同
「
公
民
敎
育
の
目
的
」
理
想
七
三
号
（
一
九
三
六
年
）
七
四－

八
五
頁
、
同
「
敎
育
者
と
し
て
の
覺
え
書
」
法
學
五
巻
六
号
（
一
九
三
六
年
）
一

〇
六－

一
一
七
頁
、
同
『
青
年
を
對
象
と
す
る
公
民
敎
育
』（
大
日
本
聯
合
青
年
團
（
奥
付
に
は
日
本
青
年
館
と
あ
る
）、
一
九
三
七
年
）、
同
「
敎

育
卽
職
業
敎
育
の
辨
」
敎
育
研
究
四
六
四
号
（
一
九
三
七
年
）
二
四－

三
二
頁
、
同
「
公
民
科
敎
材
と
し
て
の
『
我
が
國
體
と
政
體
』」
國
家
學
會

雑
誌
五
一
巻
九
号
（
一
九
三
七
年
）
五
九－

八
七
頁
、
同
『
公
民
敎
育
上
の
實
際
問
題
』（
長
野
縣
、
一
九
三
八
年
）、
同
「
修
身
及
公
民
科
敎
授

及
訓
練
の
本
義
」
敎
育
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
三
〇
八
輯
（
一
九
三
八
年
）
一－

二
二
頁
、
同
「
日
本
文
化
、
動
く
も
の
・
動
か
ぬ
も
の
」
中
央
公
論
六

〇
九
号
（
一
九
三
八
年
）
四－

二
一
頁
、
同
「
國
家
總
動
員
法
と
敎
育
」
帝
國
敎
育
七
一
五
号
（
一
九
三
八
年
）
二
〇－

三
五
頁
（
文
敎
の
朝
鮮

一
五
五
号
（
一
九
三
八
年
）
一
六－

三
〇
頁
に
再
録
）、
同
「
青
年
學
校
義
務
制
の
我
國
敎
育
に
及
ぼ
す
影
響
」
青
年
教
育
時
報
一
六
号
（
一
九
三

八
年
）
二
七－
三
三
頁
、
同
「
青
年
學
校
修
身
及
公
民
科
敎
授
及
訓
練
要
目
に
就
て
（
一
）」
青
年
と
教
育
三
巻
九
号
（
一
九
三
八
年
）
五－

一
四

頁
、
同
『
政
治
と
敎
育
（
敎
学
叢
書
第
四
輯
）』（
敎
學
局
、
一
九
三
八
年
）、
同
「
我
が
國
に
お
け
る
公
民
敎
育
」
田
村
德
治
編
『
國
家
及
法
律
の

理
論
（
佐
佐
木
博
士
還
暦
記
念
）』（
有
斐
閣
、
一
九
三
八
年
）
一
八
三－

二
一
三
頁
、
同
『
新
撰
日
本
公
民
科
敎
本
（
上
巻
・
下
巻
）』（
高
陽
書

院
、
一
九
三
九
年
）、
同
『
公
民
科
の
本
義
』（
同
文
書
院
、
一
九
三
九
年
）、
同
『
敎
育
法
理
學
』（
成
美
堂
書
店
、
一
九
三
九
年
）、
同
「
興
亜
日

本
の
敎
育
斷
想
」
中
央
公
論
六
二
五
号
（
一
九
三
九
年
）
一
三
〇－

一
四
二
頁
、
同
「
御
民
吾
生
け
る
驗
あ
り
」
敎
育
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
三
五
六
輯

（
一
九
三
九
年
）
一－

一
四
頁
、
同
「
御
民
吾
生
け
る
驗
あ
り
」『
青
年
學
校
敎
材
集
録
第
七
輯
』（
社
會
敎
育
協
會
、
一
九
三
九
年
）
一－

一
四

頁
。
そ
の
他
、
次
の
座
談
会
に
も
出
席
し
て
い
る：

「
女
子
高
等
敎
育
の
問
題
な
ど
」
婦
人
之
友
二
九
巻
三
号
（
一
九
三
五
年
）
六
三－

七
四
頁
。

（
18
）
本
注
で
は
、
一
九
四
〇
年
代
（
終
戦
前
）
に
お
け
る
廣
濱
の
法
学
サ
イ
ド
の
業
績
を
ま
と
め
て
お
く：

廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
―
―
法

の
三
重
構
造
觀
よ
り
見
た
る
―
―（
一
）・（
二
・
完
）」
法
學
九
巻
（
一
九
四
〇
年
）
二
号
九－

二
四
頁
・
三
号
三
六－

四
九
頁
、
同
「
法
及
び
法

學
と
そ
の
敎
育
」
日
本
諸
學
振
興
委
員
會
研
究
報
告
第
七
編
（
敎
學
局
編
纂
・
内
閣
印
刷
局
發
行
、
一
九
四
〇
年
）
二
四
一－

二
五
一
頁
、
同
『
法

理
學
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
〇
年
）（
穂
積
重
遠
『
法
學
通
論
』
と
共
に
、
末
弘
厳
太
郎
編
集
代
表
・
新
法
学
全
集
第
一
巻
と
し
て
刊
行
、
注

40
参
照
）、
同
「【
紹
介
批
評
】
比
較
法
雑
誌
」
法
學
九
巻
七
号
（
一
九
四
〇
年
）
九
五－

九
九
頁
、
同
「
翼
賛
會
を
繞
る
法
理
」
文
藝
春
秋
一
八

巻
一
五
号
（
一
九
四
〇
年
）
三
四－

四
四
頁
、
同
「
經
驗
法
學
の
始
祖
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
」
法
学
一
〇
巻
一
号
（
一
九
四
一
年
）
二
六－

四
六
頁
、

同
「
家
族
制
度
と
法
律
」
法
律
時
報
一
三
巻
二
号
（
一
九
四
一
年
）
九－
一
六
頁
、
同
「【
新
刊
批
評
】
木
村
教
授
の
『
法
と
民
族
』」
法
律
時
報

一
三
巻
八
号
（
一
九
四
一
年
）
八
九－

九
二
頁
、
同
「【
紹
介
批
評
】
中
川
敎
授
の
『
身
分
法
の
總
則
的
課
題
』
を
讀
む
」
法
學
一
一
巻
一
号
（
一

九
四
二
年
）
八
四－

九
二
頁
、
同
『
民
法
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
四
二
年
）、
同
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
日
本
諸
學
創
刊
号
（
一
九
四
二

年
）
二
〇
五－

二
二
九
頁
、
同
「
民
事
關
係
の
新
法
律
」
法
律
時
報
一
四
巻
四
号
（
一
九
四
二
年
）
一
二－

二
〇
頁
、
同
「
日
本
法
に
つ
い
て
」
法

學
一
二
巻
一
号
（
一
九
四
三
年
）
一－

一
六
頁
、
同
「
法
律
学
の
基
礎
」
理
想
一
四
二
号
（
一
九
四
三
年
）
三
一－

四
〇
頁
、
同
「【
學
界
】
齋
藤

松
山
大
学
論
集

第
二
十
六
巻

第
四
号

四
〇
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博
士
還
曆
記
念
『
法
と
裁
判
』」
國
民
經
濟
雑
誌
七
四
巻
四
号
（
一
九
四
三
年
）
九
三－

九
八
頁
、
同
「【
資
料
】
日
本
諸
學
振
興
委
員
會
研
究
報

告
（
第
七
編
・
第
十
四
編
）」
法
學
一
二
巻
六
号
（
一
九
四
三
年
）
五
六－

六
二
頁
、
同
「【
学
會
所
感
】
法
學
部
會
に
つ
い
て
の
所
感
」
日
本
諸

學
三
号
（
一
九
四
三
年
）
一
五
二－

一
六
九
頁
、
同
「【
紹
介
】
小
野
清
一
郎
著
『
日
本
法
理
の
自
覺
的
展
開
』」
法
學
協
會
雑
誌
六
一
巻
一
〇
号

（
一
九
四
三
年
）
一
〇
六－

一
二
一
頁
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
孫
田
秀
春
責
任
編
輯
『
日
本
國
家
科
學
大
系
第
五
巻
法
律
學
Ⅰ
』（
一

九
四
三
年
）
一
九
七－

二
八
二
頁
、
同
「
國
民
徴
用
の
法
理
（
上
）・（
下
）」
法
學
一
二
巻
一
〇
号
（
一
九
四
三
年
）
一－

二
〇
頁
・
一
三
巻
一
号

（
一
九
四
四
年
）
三
八－

五
七
頁
、
同
「
大
日
本
育
英
會
法
を
主
題
と
し
て
」
法
律
時
報
一
六
巻
四
号
（
一
九
四
四
年
）
五
八－

六
四
頁
、
同
「
齋

藤
秀
夫
君
の
『
戰
時
生
活
の
法
律
と
判
例
』
を
讀
み
て
」
法
學
一
三
巻
六
号
（
一
九
四
四
年
）
四
五－

五
〇
頁
。

（
19
）
注
17
に
引
き
続
き
、
本
注
で
は
、
一
九
四
〇
年
代
（
終
戦
前
）
に
お
け
る
廣
濱
の
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
の
業
績
を
ま
と
め
て
お
く：

廣
濱
「
國

民
學
校
案
と
青
年
學
校
」
中
央
公
論
六
三
二
号
（
一
九
四
〇
年
）
五
八－

六
九
頁
、
同
「
大
政
翼
贊
へ
の
誓
」
法
學
一
〇
巻
三
号
（
一
九
四
一
年
）

七
九－

九
三
頁
、
同
「
日
本
文
化
の
弘
通
」
中
央
公
論
六
六
〇
号
（
一
九
四
二
年
）
四－

一
六
頁
、
同
「
青
年
と
政
治
」
知
性
五
巻
九
号
（
一
九

四
二
年
）
二－

一
一
頁
、
同
「
強
く
美
し
き
日
本
の
傳
統
」
放
送
一
〇
月
号
（
一
九
四
二
年
）
二－

一
五
頁
、
同
「
學
制
と
兵
役
」
中
川
善
之
助

編
『
戰
時
立
法
第
一
年
―
―
昭
和
十
七
年
―
―
』（
河
出
書
房
、
一
九
四
二
年
）
一
〇
三－

一
三
二
頁
、
同
「
神
宮
、
神
社
と
國
民
生
活
」
海
之
世

界
三
七
巻
五
号
（
一
九
四
三
年
）
一
四－
一
七
頁
、
同
「
學
徒
の
使
命
」
日
本
評
論
一
八
年
一
〇
月
号
（
一
九
四
三
年
）
六－

一
四
頁
、
同
『
國

民
組
織
と
氏
子
制
度
』（
神
祇
院
、
一
九
四
三
年
）、
同
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』（
日
本
放
送
出
版
協
會
、
一
九
四
三
年
）、
同
「
學
制
の
革
新
」

中
川
編
『
戰
時
立
法
第
二
年
―
―
昭
和
十
八
年
―
―
』（
河
出
書
房
、
一
九
四
三
年
）
二
六
七－

三
一
五
頁
、
同
「
必
勝
へ
の
政
治
」
構
想
七
巻
一

〇
号
（
一
九
四
四
年
）
二－

七
頁
、
廣
濱
嘉
雄＝
中
川
善
之
助＝

新
明
正
道
「【
鼎
談
】
必
勝
生
活
の
基
盤
」
構
想
八
巻
三
号
（
一
九
四
五
年
）
八

－

二
二
頁
。

（
20
）
廣
濱
が
こ
の
時
期
に
（
学
部
長
と
し
て
）
東
北
帝
国
大
学
の
法
文
学
部
の
存
続
に
果
た
し
た
貢
献
は
、
戦
後
に
行
わ
れ
た
教
職
適
格
審
査
に
お

い
て
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
（
詳
細
に
つ
い
て
は
第
三
章
（
第
一
節
）
で
述
べ
る
）。
廣
濱
自
身
の
述
懐
と
し
て
、
参
照
、
廣
濱
「
や
つ
さ
も
つ

さ
の
二
年
間
」
東
北
大
學
法
文
學
部
略
史
編
纂
委
員
會
編
『
東
北
大
学
法
文
学
部
略
史
』（
東
北
大
學
法
文
學
部
略
史
編
纂
委
員
會
、
一
九
五
三
年
）

四
〇－

四
八
頁
。

（
21
）
以
下
、
戦
後
に
お
け
る
廣
濱
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
基
礎
と
し
て
い
る：

「
故
廣
濱
嘉
雄
先
生
履
歴
業
績
一
覧
」
前
掲
（
注
8
）
五

九
六－

五
九
八
頁
。

（
22
）
教
職
を
追
わ
れ
る
前
の
も
の
を
含
め
て
、
本
注
に
お
い
て
、
戦
後
の
廣
濱
の
文
献
を
ま
と
め
て
お
く
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
目
に
付
く
の
は
、
戦

後
の
新
憲
法
の
体
制
に
関
す
る
文
献
と
、
労
働
法
関
係
の
文
献
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
廣
濱
「
人
權
宣
言
」
中
川
善
之
助
編
集
代
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表
『
政
治
敎
養
読
本
』（
河
北
新
報
社
、
一
九
四
六
年
）
二
四－

三
三
頁
、
同
『
文
化
国
家
を
描
く
』（
社
會
敎
育
協
會
、
一
九
四
七
年
）、
同
「
人

權
談
議
」
自
由
と
正
義
三
巻
一
〇
号
（
一
九
五
二
年
）
二
〇－

二
七
頁
。
後
者
の
労
働
法
関
係
の
文
献
と
し
て
は
、
参
照
、
廣
濱
「
新
憲
法
ト
勞

働
者
」『
新
憲
法
と
勞
働
運
動
』（
日
本
通
運
株
式
會
社
仙
臺
支
社
勤
勞
課
、
一
九
四
七
年
）
三
五－

四
八
頁
、
同
「
勞
働
法
に
お
け
る
總
則
的
課

題
」
勞
働
法
三
号
（
一
九
五
三
年
）
一
四
三－

一
四
四
頁
、
同
「
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
と
使
用
者
の
解
雇
義
務
と
の
関
係
」
労
働
経
済
判
例
速

報
六
巻
七
号
（
一
九
五
五
年
）
一
〇－

二
九
頁
。
こ
れ
ら
労
働
関
係
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
法
理
学
的
な
記
述
は
薄
い
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、

詳
細
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
。
戦
後
に
お
け
る
お
そ
ら
く
唯
一
の
法
理
学
に
直
接
関
係
す
る
業
績
は
、
廣
濱
「
法
に
お
け
る
解
釈
と
適
用
（
上
）」

法
哲
学
年
報
1
9
5
4
（
一
九
五
四
年
）
四
一－

六
七
頁
で
あ
る
。

（
23
）
弁
護
士
と
し
て
の
廣
濱
が
関
与
し
た
事
例
は
複
数
存
在
す
る
が
、
当
時
起
こ
っ
た
名
城
大
学
に
お
け
る
学
園
内
の
紛
争
に
も
、
一
時
期
、
理
事

長
職
務
代
行
者
を
務
め
る
な
ど
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
参
照
、
学
校
法
人
名
城
大
学

75
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
名
城
大
学
7
5

年
史
』（
学
校
法
人
名
城
大
学
、
二
〇
〇
一
年
）
二
〇
頁
（
蛇
足
だ
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
大
串
兎
代
夫
が
総
長
に
就
任
し
て
い
る
）。

（
24
）
廣
濱
が
愛
知
大
学
に
就
任
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
本
間
喜
一
「
廣
濱
先
生
を
憶
う
」『
法
と
法
学
教
育
』
前
掲
（
注
8
）
五
九
三－

五

九
四
頁
。

（
25
）
廣
濱
の
名
誉
教
授
の
推
薦
は
、
東
北
大
学
評
議
会
の
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
五
月
二
〇
日
の
評
議
会
に
お
い
て
推
薦
が
な
さ
れ
、
承
認

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
す
る
文
書
は
、『
昭
和
二
十
七
年
評
議
会
議
事
録（
要
録
）』と
し
て
、
東
北
大
学
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
、

具
体
的
な
推
薦
理
由
や
評
議
会
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
こ
の
議
事
要
録
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
廣
濱
の
ど
の
業
績
が
ど

の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
同
史
料
か
ら
だ
け
で
は
不
明
で
あ
る
。

（
26
）
廣
濱
へ
の
博
士
の
学
位
授
与
に
つ
い
て
本
注
で
ま
と
め
て
お
く
。
詳
細
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
関
西
学
院
大
学
所
蔵
の
『
旧
制
博
士
学
位
綴
自

昭
和
25
年
度
至
昭
和
34
年
度
』に
経
緯
と
審
査
経
過
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
授
与
さ
れ
た
論
文
は
、
廣
濱
の
民
法
学
に
お
け
る
代
表
作
で
あ
る『
日

本
的
私
法
制
度
論
考
』
前
掲
（
注
16
）
で
あ
っ
た
。
国
立
公
文
書
館
に
も
学
位
関
係
の
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、『
学
位
授
与
認
可
・
昭

和
二
七
年
・
第
二
八
冊﹇
件
名
番
号：

〇
三
五
﹈関
西
学
院
大
・
広
浜
嘉
雄
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号：

本
館－

3
Ａ－

0
2
3－

0
4

昭
4
9
文
部
0
0
2
1
3
1
0
0
）。

な
ぜ
関
西
学
院
大
学
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
私
見
と
し
て
は
謎
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
（
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
教
育
理

念
と
す
る
同
大
学
と
、
お
そ
ら
く
は
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
廣
濱
（
及
び
そ
の
過
去
の
研
究
）
と
の
関
連
如
何
な
ど
）、
関

西
学
院
大
学
法
学
部
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
関
西
学
院
大
学
法
学
部
五
十
年
史
』（
関
西
学
院
大
学
法
学
部
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
一
頁
に
は
、

大
石
兵
太
郎
（
新
明
正
道
の
門
下
で
廣
濱
へ
の
学
位
授
与
時
に
は
関
西
学
院
大
学
の
学
長
の
職
に
あ
っ
た
。
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
卒
、
政
治

松
山
大
学
論
集

第
二
十
六
巻

第
四
号

四
二
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み

と
た
も
つ

学
、
詳
細
に
つ
い
て
は
参
照
、
同
書
一
四
五
頁
以
下
）
と
三
戸
寿
（
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
卒
、
栗
生
武
夫
門
下
、
ロ
ー
マ
法
、
詳
細
に
つ
い

て
は
参
照
、
同
書
二
五
四
頁
以
下
）
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
東
北
（
帝
国
）
大
学
出
身
の
ス
タ
ッ
フ
（
飛

沢
謙
一
、
及
川
伸
な
ど
、
両
者
は
廣
濱
の
追
悼
論
集
『
法
と
法
学
教
育
』
前
掲
（
注
8
）
に
も
寄
稿
し
て
い
る
）
も
複
数
活
躍
し
て
い
た
こ
と
に

加
え
（
参
照
、
同
書
一
五
三
頁
）、
廣
濱
の
門
下
で
あ
り
夭
逝
し
た
、
関
西
学
院
大
学
教
授
・
大
森
英
太
郎
の
遺
書
『
刑
法
哲
学
研
究
』（
関
西
学

院
大
学
法
政
学
会
、
一
九
五
四
年
）
に
廣
濱
が
序
（
文
）
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
関
西
学
院
新
聞
昭
和
二
八
年
二
月

一
五
日
号
一
面
に
も
、
廣
濱
へ
の
博
士
号
授
与
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

（
27
）
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
顔
の
区
別
は
、
お
そ
ら
く
廣
濱
自
身
の
意
識
と
も
符
合
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
前
述
（
注
26
）

の
学
位
関
係
の
書
類
の
中
に
「
廣
濱
嘉
雄

研
究
業
績
一
覧
表
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、「
一
、
私
法
学
に
関
す
る
も
の
」・「
二
、
法

理
学
に
関
す
る
も
の
」・「
三
、
教
育
学
そ
の
他
に
関
す
る
も
の
」
と
い
う
三
つ
の
領
域
に
業
績
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
く
。

（
28
）
上
柳
克
郎
「
広
浜
嘉
雄
の
法
理
学
」
法
哲
学
年
報
1
9
7
9
（
一
九
八
〇
年
）
四
三－

六
〇
頁
。

（
29
）
さ
ら
に
欲
を
言
え
ば
、《
日
本
の
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
思
想
史
的
研
究
の
中
に
お
け
る
、
廣
濱
法
理
学
の
位
置
付
け
》
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
法
哲
学
を
越
え
て
隣
接
領
域
に
も
有
益
な
成
果
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
述
す
る

《
戦
時
期
》
の
定
義
を
め
ぐ
る
問
題
を
は
じ
め
と
し
た
（
勝
義
の
）
歴
史
学
に
お
け
る
一
大
争
点
は
お
ろ
か
、
戦
時
期
の
思
想
・
哲
学
の
問
題
一
般

を
扱
う
に
は
、
筆
者
の
力
量
が
あ
ま
り
に
も
及
ば
な
い
。
小
論
は
、
ま
ず
は
、
廣
濱
の
法
理
学
の
内
在
的
読
解
と
理
解
、
お
よ
び
戦
後
の
教
職
適

格
審
査
に
関
す
る
史
料
か
ら
浮
か
び
上
が
る
史
料
を
基
と
し
た
事
実
に
関
す
る
分
析
、
以
上
の
点
に
考
察
を
謙
抑
的
に
限
定
す
る
。
そ
の
上
で
、

廣
濱
を
一
つ
の
視
座
に
据
え
て
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
法
哲
学
お
よ
び
思
想
の
問
題
や
こ
れ
ま
で
の
見
解
に
つ
い
て
、
将
来
的
に
扱
う

こ
と
に
し
た
い
。

（
30
）
吾
妻
光
俊
「
日
本
法
理
の
探
究
―
―
戦
時
法
理
論
の
囘
顧
―
―
」
一
橋
論
叢
一
六
巻
三
・
四
号
（
一
九
四
六
年
）
一
三
八－

一
五
五
頁
、
廣
濱

に
つ
い
て
は
一
四
二－

一
四
五
頁
。

（
31
）
こ
の
第
二
の
《
教
育
家
と
し
て
の
廣
濱
》
に
つ
い
て
は
、《（
今
日
の
）
教
育
学�

の
専
門
的
見
地
か
ら
、
廣
濱
の
見
解
が
ど
う
理
解
・
評
価
さ
れ

て
い
る
か
》
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
教
育
学
に
つ
い
て
門
外
漢
で
あ
る
私
が
こ
の
点
に
立
ち
入
る
こ
と
は
憚
ら
れ
る
。

廣
濱
自
身
は
、
そ
の
文
献
を
一
瞥
す
る
限
り
で
は
、
今
日
の
よ
う
な
学
問
領
域
と
し
て
の
《
教
育
学
》
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
と
意
識
し
て
お
り
、

こ
の
点
を
ど
う
見
る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
教
育
学
を
専
攻
と
し
て
い
る《
教
育
学
者
》と
大
ま
か
に
重
な
る
意
味
で
、《
教

育
家
》
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
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（
32
）
参
照
、
廣
濱
「
脱
線
顚
末
錄
」
前
掲
（
注
8
）
一
〇
四－

一
〇
五
頁
。

（
33
）
千
葉
自
身
に
よ
る
と
、
千
葉
（
当
時
の
姓
は
黒
田
）
の
指
導
教
授
は
廣
濱
で
あ
っ
た
。
千
葉
の
法
哲
学
研
究
の
端
緒
と
の
関
係
を
含
め
、
参
照
、

千
葉
正
士
「
研
究
方
法
を
学
ぶ
―
―
夢
の
旅
路
の
拾
い
物

六
―
―
」
東
海
法
学
三
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
六－

三
七
頁
。
千
葉
は
、
廣
濱
の

追
悼
論
集
と
な
っ
た
『
法
と
法
学
教
育
』（
前
掲
（
注
8
））
の
編
集
に
際
し
て
事
務
を
担
当
し
て
い
た
（
参
照
、
千
葉
「
あ
と
が
き
」
同
書
六
〇

四－
六
〇
六
頁
）。

（
34
）
参
照
、
千
葉
「
戦
前
に
お
け
る
わ
が
国
法
哲
学
の
法
思
想
史
的
再
検
討
（
上
）・（
下
）」
法
学
新
報
七
二
巻
一
・
二
・
三
号
（
一
九
六
五
年
）
一

－

三
〇
頁
・
七
二
巻
五
号
（
同
年
）
一－

三
七
頁
、
廣
濱
に
つ
い
て
は
「（
上
）」
二
六－

三
〇
頁
。
ち
な
み
に
、
千
葉
は
、
勤
務
し
て
い
た
東
京

都
立
大
学
（
当
時
）
に
お
い
て
、
廣
濱
の
蔵
書
を
「
廣
濱
文
庫
」
と
し
て
設
置
す
る
の
に
尽
力
し
た
。
そ
の
経
緯
お
よ
び
同
文
庫
に
つ
い
て
は
、

参
照
、
千
葉
「
解
説
」『
廣
濱
文
庫
洋
書
目
録
』（
東
京
都
立
大
学
付
属
図
書
館
、
一
九
六
三
年
）。

（
35
）
な
お
、
廣
濱
『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』（
前
掲
（
注
16
））
の
書
評
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る：

青
山
道
夫
「
廣
濱
嘉
雄
著
『
日
本
的
私
法

制
度
論
考
』」
知
性
二
巻
七
号
（
一
九
三
九
年
）
一
九
〇－

一
九
二
頁
。

（
36
）
も
ち
ろ
ん
、
廣
濱
が
民
法
に
関
し
て
二
冊
の
書
物
を
公
刊
し
て
い
る
こ
と
も
、
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
最
初
の
も
の
は
、
一
九
三
一

年
に
出
版
さ
れ
た
、
廣
濱
『
法
律
綱
要
（
私
法
）』
前
掲
（
注
16
）
で
あ
る
。
二
冊
目
は
、
十
一
年
後
に
出
版
さ
れ
た
廣
濱
『
民
法
』
前
掲
（
注
18
）

で
あ
り
、
廣
濱
は
同
書
を
、
一
冊
目
と
同
じ
態
度
で
日
本
民
法
に
つ
い
て
説
い
た
（
参
照
、
同
書
「
は
し
が
き
」
一
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
両

書
の
記
述
の
相
違
に
つ
い
て
、
特
に
民
法
学
の
（
総
論
の
み
な
ら
ず
）
各
論
的
な
点
で
検
討
を
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
興
味
深
い
分
析
結
果
が

得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
点
の
検
討
は
行
わ
な
い
。

（
37
）
中
川
自
身
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
中
川
善
之
助
「
広
浜
君
と
民
法
」『
法
と
法
学
教
育
』
前
掲
（
注
8
）
五
五
七－

五
六
七
頁
、
特
に
五

六
三－

五
六
六
頁
。
中
川
に
よ
る
と
、
廣
濱
は
、
一
時
期
は
民
法
の
講
義
も
も
た
さ
れ
て
い
た
。
参
照
、
中
川
・
同
論
文
五
五
七
頁
、「
故
廣
濱
嘉

雄
先
生
履
歴
業
績
一
覧
」
前
掲
（
注
8
）
五
九
六－

五
九
七
頁
（
同
所
に
よ
る
と
、
一
九
二
五
年
九
月
に
は
民
法
学
第
三
講
座
を
分
担
、
一
九
二

五
年
か
ら
は
こ
れ
に
法
理
学
講
座
の
分
担
が
加
わ
り
、
留
学
か
ら
帰
国
後
は
法
理
学
講
座
の
担
任
と
な
っ
て
い
る
）。
な
お
、
廣
濱
か
ら
見
た
中
川

の
民
法
学
上
の
諸
見
解
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』
前
掲
（
注
16
）
所
収
の
諸
論
稿
お
よ
び
本
文
で
挙
げ
た
廣
濱
の
諸
論
文

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
38
）
頼
松
瑞
生
「
制
度
観
よ
り
み
た
る
広
浜
嘉
雄
の
結
納
論
」
東
京
電
機
大
学
工
学
部
研
究
報
告
（
人
文
・
社
会
・
外
国
語
・
保
健
体
育
系
列
編
）
一

五
号
（
一
九
九
六
年
）
三
三－

四
三
頁
。

（
39
）
千
葉
は
、
廣
濱
に
つ
き
、
民
法
学
者
と
い
う
形
で
は
な
い
が
、
日
本
固
有
の
慣
習
的
法
律
制
度
と
し
て
、
廣
濱
の
『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』
前

松
山
大
学
論
集

第
二
十
六
巻

第
四
号

四
四
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掲
（
注
16
）
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
署
名
捺
印
・
本
籍
・
結
納
（
こ
れ
に
加
え
て
、
別
論
文
（
廣
濱
「
神
社
制
度
小
考
」
前
掲
（
注
16
）
に
お

け
る
神
社
も
）
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
り
、
ま
た
法
の
三
重
構
造
論
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
参
照
、
千
葉
「
現
代
『
法
人
類
学
』
の

発
展
・
一
」
法
律
時
報
三
九
巻
一
〇
号
（
一
九
六
七
年
）
五
二－

五
三
頁
、
同
「
法
と
文
化
Ⅰ
法
学
的
論
議
」
法
律
時
報
四
九
巻
六
号
（
一
九
七

七
年
）
六
二－

六
三
頁
（
特
に
注
5
）。

（
40
）
廣
濱
の
『
法
理
學
』
は
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
、
日
本
評
論
社
の
新
法
学
全
集
と
し
て
、
ま
ず
四
回
に
分
け
て
分
冊
・
配
本
さ
れ
（
配

本
回
数
は
、
第
十
三
回
・
第
十
四
回
・
第
十
五
回
・
第
十
六
回
と
さ
れ
る
）、
穂
積
重
遠
『
法
學
通
論
』
と
烏
賀
陽
然
良
『
海
法
』
と
併
せ
て
、『
第

二
十
八
巻
諸
法
一
』
と
し
て
、
一
九
三
八
年
四
月
に
一
冊
の
本
と
し
て
ま
と
め
て
刊
行
さ
れ
た
（
前
掲
（
注
16
））。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
穂
積
『
法

學
通
論
』
と
一
緒
に
、
一
九
四
〇
年
に
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
（
前
掲
（
注
18
））、
内
容
に
つ
い
て
は
（
一
見
し
た
と
こ
ろ
）
変
更
が
見
受
け
ら

れ
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
、
私
が
利
用
し
て
い
た
、
一
九
四
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。

（
41
）
参
照
、
廣
濱
「
法
理
學
の
體
系
に
つ
い
て
」
前
掲
（
注
16
）
一
頁
。

（
42
）
十
五
年
戦
争
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
参
照
、
林
博
史
「
十
五
年
戦
争
」
加
藤
友
康
ら
編
『
歴
史
学
事
典
【
第
七
巻

戦
争
と
外
交
】』（
弘

文
堂
、
一
九
九
九
年
）
三
〇
二
頁
。

第
二
章

廣
濱
の
法
理
学
の
基
礎

そ
れ
で
は
、
廣
濱
の
法
理
学
の
内
実
に
つ
い
て
、
以
下
、
立
ち
入
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
廣
濱
の
法
・
法
学
・

法
理
学
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
を
整
理
す
る
（
第
一
節
）。
次
に
、
廣
濱
の
法
理
学
の
特
質
で
あ
る
《
法
の
三
重
構
造
論
》
を

見
る
（
第
二
節
）。
廣
濱
の
思
索
は
、（
一
般
的
な
意
味
で
の
）
法
理
学
の
領
域
に
お
い
て
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
本
稿
で
は

そ
の
全
て
を
く
ま
な
く
論
じ
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
章
末
で
「
そ
の
他
」
と
し
て
、
興
味
深
い
幾
つ
か
の
点
に
触
れ
て
お

く
（
第
三
節
）。
な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
廣
濱
の
見
解
に
は
時
期
に
よ
り
展
開
が
見
ら
れ
る
が
、
本
章
で
は
、
そ
う
し
た
主

張
の
変
化
や
展
開
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
全
時
期
に
わ
た
っ
て
基
本
的
に
通
底
す
る
点
を
集
約
し
て
い
く
よ
う
努
め
る
。
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第
一
節

法
・
法
学
・
法
理
学
に
つ
い
て

⑴

法
と
は
何
か
（
そ
の
一
）：

ま
ず
、
廣
濱
の
《
法
》
そ
れ
自
体
に
関
し
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た

い
。
無
論
、《
法
と
は
何
か
》
と
い
う
問
い
は
、
法
（
理
）
学
に
と
っ
て
最
大
の
難
問
の
一
つ
で
あ
り
、
廣
濱
自
身
の
こ
の
問
い

の
論
じ
方
や
ア
プ
ロ
ー
チ
も
多
角
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、《
自
然
法
則
と
の
比
較
》
と
い
う
観
点
に
絞
っ
て
、
廣
濱
の

見
解
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
廣
濱
が
《
法
（
一
般
）》
に
関
し
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、

そ
の
三
重
構
造
論
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
第
二
節
で
後
述
す
る
。

廣
濱
は
、
法
を
、
自
然
法
則
と
は
異
な
る
《
規
範
法
則
》
で
あ
る
、
と
す
る
（
43
）。
尤
も
、
両
者
は
、
違
反
可
能
性
な
ど
の
点
に
お

い
て
相
違
が
あ
る
が
（
44
）、
そ
の
相
違
は
、
後
述
す
る
法
則
定
立
の
発
生
的
性
格
上
の
も
の
で
あ
り
、
論
理
的
性
格
に
お
い
て
は
差
異

が
な
い
、
と
さ
れ
る
。
即
ち
、「
満
二
十
年
ヲ
以
テ
成
年
ト
ス
」
と
い
う
規
範
法
則
（
成
年
を
二
十
一
年
な
ど
別
の
年
齢
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
）
は
、「
物
体
は
地
球
の
中
心
に
向
か
っ
て
落
下
す
る
」
と
い
う
自
然
法
則
（
そ
れ
以
外
に
落
下
の
仕
方
が
な
い
）

と
性
質
的
に
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、《
何
故
に
二
十
年
を
成
年
と
し
た
の
か
》
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は

そ
れ
以
外
の
方
法
は
な
い
、
と
廣
濱
は
説
く
。
自
然
法
則
と
の
大
き
な
違
い
と
し
て
は
、
規
範
法
則
の
規
範
た
る
所
以
と
し
て
の
、

法
律
要
件
（
構
成
要
件
）
を
規
定
す
る
前
件
と
、
法
律
効
果
を
規
定
す
る
後
件
の
《
結
合
す
る
仕
方
》
が
挙
げ
ら
れ
る
。
自
然
法

則
に
お
い
て
は
前
件
と
後
件
が
必
然
的
結
合
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
規
範
法
則
に
お
い
て
は
、
前
件
と
後
件
が
、
何
ら
か
の
目
的

を
貫
く
た
め
、
組
み
合
わ
せ
の
う
ち
一
つ
を
選
択
す
る
際
に
、
目
的
観
・
価
値
観
・
理
想
観
が
働
く
、
人
為
的
・
目
的
的
結
合
で

あ
る
、
と
さ
れ
る
（
こ
の
こ
と
が
、
法
則
定
立
の
発
生
的
見
地
に
立
っ
た
相
違
と
さ
れ
て
い
る
）。

⑵

法
学
観
・
法
理
学
観：

廣
濱
の
法
理
学
の
基�

礎�

を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
法
理
学
に
対
す
る
廣
濱
の
見
方
、
ひ
い
て
は
法

理
学
だ
け
で
な
く
法
学
全
体
に
対
す
る
廣
濱
の
見
方
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
廣
濱
の
《
法
理
学
観
》

お
よ
び
《
廣
濱
の
法
学
観
（
法
学
の
中
に
お
け
る
法
理
学
の
位
置
づ
け
）》
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
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い
て
は
、
揺
籃
期
の
論
文：

「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
と
、
そ
れ
以
降
の
著
作
（『
法
理
學
』・「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
な

ど
）
と
の
間
で
、
見
解
の
変
容
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
二
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

①
揺
籃
期
―
―「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
論
文：

廣
濱
は
、
論
文
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
に
お
い
て
、
法�

学�

を
、
法
制

史
／
解
釈
法
学
／
立
法
論
の
三
つ
に
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
（
45
）。
そ
し
て
、
法�

理�

学�

に
つ
い
て
は
、
法
の
哲
学
と
法
の
認
識
論
を
挙

げ
、
ま
た
、
法
学
（
現
行
法
を
そ
の
ま
ま
対
象
と
す
る
学
問
）
の
三
つ
の
分
野
に
対
し
て
「
そ
れ
ぞ
れ
彼
等
の
課
題
と
職
分
と
を

明
ら
か
に
し
、
彼
等
を
し
て
各
々
を
る
べ
き
と
こ
ろ
に
を
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
指
圖
的
任
務
の
重
責
を
、
法
理
學
に
負
は
せ
た
い

と
思
ふ
」
と
し
て
い
る
（
46
）。
こ
の
揺
籃
期
の
論
文
に
お
い
て
考
察
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
《
解
釈
法
学
》
で
あ
る
（
47
）。
こ
こ
で

解
釈
法
学
（
法
律
解
釈
学
と
も
さ
れ
る
）
と
は
、
端
的
に
は
、《
現
行
法
を
、
そ
の
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
把
握
せ
ん
と
す
る
学
問
》

と
さ
れ
（
48
）、
こ
れ
は﹇
研
究
の
対
象
と
す
べ
き
﹈規
範
法
則
の
拘
束
の
有
無
に
従
っ
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
二
分
さ
れ
る
。
即
ち
、

制
度
（
組
織
規
範
）
の
精
神
に
顧
み
つ
つ
、
特
に
裁
決
規
範
を
適
用
す
る
と
こ
ろ
の
《
適
用
解
釈
法
学
》
と
（
そ
の
主
体
と
し
て

は
官
吏
、
主
に
裁
判
官
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
）、
こ
れ
に
対
し
て
、
法
規
範
を
体
系
的
に
受
取
り
、
こ
れ
を
整
序
し
て
解
釈

法
学
の
組
織
に
ま
で
到
達
し
よ
う
と
す
る
者
（
法
学
者
）
が
従
事
す
る
《
理
論
解
釈
法
学
》
で
あ
る
（
49
）。
こ
の
解
釈
法
学
の
対
象
と

な
る
、
法
規
範
法
則
（
こ
れ
は
現
行
法
（
及
び
遵
守
規
範
）
と
同
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
）
と
し
て
、
組
織
規
範
、
行
為
規
範
、

裁
決
規
範
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
50
）。
な
お
、
こ
の
三
つ
の
規
範
と
は
、
後
述
す
る
《
法
の
三
重
構
造
論
》
に
お
け
る
諸
規
範

で
あ
る
が
、
こ
の
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
論
文
の
段
階
で
は
ま
だ
《
三�

重�

構�

造�

（
論�

）》
と�

し�

て�

は�

語
ら
れ
て
い�

な�

い�

、
と

い
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
（
詳
細
に
つ
い
て
は
本
章
の
第
二
節
の
⑵
④
で
後
述
す
る
）。
併
せ
て
、
重
要
な
点
と
し
て
、《
こ

の
解
釈
法
学
は
、
こ
の
揺
籃
期
の
時
点
で
は
、
法
理
学
の
中�

に�

は�

位
置
づ
け
ら
れ
て
い�

な�

い�

》
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
お

く
。さ

て
、
そ
の
上
で
、
廣
濱
は
、
法
理
学
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、《
法
の
認
識
論
》と
、《
法
の
哲
学
》に
つ
い
て
、
論
を
進
め
る
。
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ま
ず
、
前
者
の
《
法
の
認
識
論
》
に
つ
い
て
は
、
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
51
）：

解
釈
法
学
は
、
国
別
や
法
域
別
に

異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
対
象
と
す
る
現
行
法
も
最
初
か
ら
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
、
時
間
的
・
場
所
的
に
異
な
る

内
容
の
法
規
範
を
、
科
学
と
し
て
把
握
し
組
織
付
け
得
る
こ
と
が
根
拠
づ
け
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
対
象
の
恒
常
性
へ

の
要
求
が
切
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
規
範
た
る
対
象
を
学
問
の
側
か
ら
構
成
す
る
と
い
う
企
て
が
試
み
ら
れ
る
。
学
問

の
側
か
ら
帰
納
・
構
成
・
直
観
さ
れ
た
法
規
範
は
、
現
実
に
は
何
人
を
も
拘
束
し
な
い
論
理
的
構
造
と
し
て
見
ら
れ
た
法
規
に
他

な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
規
範
法
則
が
拠
っ
て
立
つ
社
会
的
根
拠
と
切
り
離
さ
れ
た
法
規
を
対
象
と
す
る
法
学
が
、《
法
の
論
理

学
》
な
い
し
《
法
の
認
識
論
》
と
も
い
う
べ
き
も
の
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
態
度
（
立
場
）
が
大
別
さ
れ
て

い
る
。第
一
は
、経
験
主
義
的
立
場
で
あ
り
、こ
れ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
一
般
法
学
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
比
較
法
学
が
挙
げ
ら
れ
、

自
然
科
学
的
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
方
法
的
特
長
と
さ
れ
る
。
第
二
は
、
批
判
主
義
的
立
場
で
あ
り
、
新
カ
ン
ト
派
が
こ
れ
に
属

す
る
と
さ
れ
る
。
認
識
を
形
式
と
素
材
と
の
構
成
と
み
て
、
素
材
の
経
験
性
に
対
し
て
形
式
の
先
験
性
を
許
す
こ
と
で
、
対
象
の

恒
常
性
を
立
証
す
る
、
と
さ
れ
る
。
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
（RudolfStam

m
ler

）
の
正
法
の
理
論
や
ケ
ル
ゼ
ン
（H

ans
K
elsen

）
の

純
粋
法
学
が
こ
れ
に
属
す
る
。
第
三
は
、
現
象
学
的
立
場
で
あ
り
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
り
現
行
法
か
ら
法
規
範
の
本
質
を
直
観

し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
法
の
本
質
学
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
（A

dolfReinach

）
ら
の
ほ
か
、
パ

シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
（EvgeniiPashukanis

）
の
一
般
法
理
論
が
こ
れ
に
属
す
る
。
こ
れ
ら
の
《
法
の
認
識
論
》
は
、
後
年
に
お
い
て

は
、《
純
理
法
学
》
と
い
う
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
に
至
る
。

廣
濱
は
、
さ
ら
に
、《
法
の
哲
学
》
に
つ
い
て
筆
を
進
め
る
（
52
）。
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
一
般
法
学
が
法
の
哲
学
と
し
て
横
行

し
て
い
た
が
、
認
識
論
は
組
織
哲
学
中
の
う
ち
理
論
問
題
の
一
部
を
構
成
す
る
け
れ
ど
も
、
法
規
範
が
人
間
の
行
為
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
限
り
、
実
践
の
問
題
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
単
に
理
論
問
題
（
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
法
の
認
識

論
）を
以
て
法
の
哲
学
に
代
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で《
法
の
哲
学
》と
い
う
も
の
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
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そ
れ
は
、
深
く
人
間
の
本
性
の
把
握
に
沈
潜
し
、
社
会
的
な
実
践
の
点
か
ら
法
規
範
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
《
法
の
哲
学
》
は
実
践
哲
学
で
あ
る
こ
と
（
ど
こ
ま
で
も
哲
学
で
あ
る
）、
さ
ら
に
は
、
法

規
範
を
全
体
的
に
把
握
す
る
態
度
の
学
問
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
態
度
に
は
次
の
二
つ
の
も
の
が
大
別
さ
れ
る
。
第
一
は
、
自

然
法
的
態
度
で
あ
り
、
神
の
自
然
法
と
人
間
の
自
然
法
と
に
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
歴
史
法
的
態
度
で
あ
り
、

歴
史
的
把
握
の
唯
一
の
方
法
と
し
て
の
弁
証
法
を
使
用
す
る
諸
見
解
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ

た
《
法
の
哲
学
》
は
、
後
年
で
は
《
法
哲
学
》
お
よ
び
《
全
体
法
学
》
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

②
確
立
期
以
降
の
見
解：

廣
濱
は
、『
法
理
學
』
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
法
理
学
の
大
系
に
つ
い
て
の
考
察
を
「
訂
補
」
し

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
53
）。
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
法
理
学
を
法
学
﹇
一
般
﹈
と
の
関
係
か
ら
捉
え
直
し
、
法
理

学
内
の
体
系
化
を
進
め
た
こ
と
に
あ
る
（
54
）。

ま
ず
、
法
理
学
と
法
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
る
と：

『
法
理
學
』
に
お
い
て
廣
濱
は
、
法
理
学
自
体
は
法
学
よ
り
も
む

し
ろ
哲
学
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
即
ち
法
学
と
は
区
別
さ
れ
る
）
（
55
）。
そ
し
て
、
こ
の
法
理
学
の
体
系
と
し
て
、
実
定
法
論
／
純
理

法
学
／
法
哲
学
の
三
分
に
分
け
る
。
こ
の
三
区
分
は
、
以
降
の
著
作
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
、
ま
た
、
法
の
常
識（
実
定
法
論
）、

法
の
科
学
（
純
理
法
学
）、
法
の
哲
学
（
法
哲
学
）
と
い
う
形
で
も
説
示
さ
れ
て
い
る
（
56
）。

《
実
定
法
論
》
と
は
、
実
定
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
基
礎
的
考
察
と
さ
れ
、
法
の
学
的
把
握
で
は
な
く
、
尊
重
・
遵
守
・
適
用

を
問
題
と
す
る
局
面
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
実
定
法
に
つ
き
、
そ
の
淵
源
（
法
源
（
57
））
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
解

釈
法
学
（
こ
れ
は
①
に
お
け
る
も
の
と
見
て
よ
い
）、
法
制
史
、
立
法
論
、
と
い
う
位
置
付
け
を
し
て
い
る
（
揺
籃
期
に
お
け
る

法
学
の
区
別
は
こ
こ
に
相
当
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
）。
こ
の
実
定
法
論
は
、
別
名
と
し
て
、《
法
の
常
識
》
と
さ
れ
て
い
る
。

《
純
理
法
学
》
と
は
、
法
学
の
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
法
規
範
の
時
空
を
超
え
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
根

本
概
念
な
い
し
範
疇
を
規
定
せ
ん
と
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
58
）。
こ
れ
に
は
、
①
の
《
法
の
認
識
論
》
で
簡
単
に
概
括
し
た
三
つ
の
立
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場
お
よ
び
態
度
（
経
験
主
義
的
／
批
判
主
義
的
／
現
象
学
的
態
度
）
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
が
《
あ
る
国
の
あ
る
時
に
お
け
る
実
定

法
を
、
現
行
法
と
し
て
現
に
拘
束
を
受
け
つ
つ
あ
る
者
が
研
究
し
組
織
づ
け
る
こ
と
を
本
質
的
課
題
と
し
て
い
な
い
》
と
い
う
点

で
共
通
し
て
お
り
、
法
論
理
学
・
法
認
識
論
・
法
存
在
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
廣
濱
は
こ
の
純
理
法
学
を
理
論

哲
学
（《
法
の
科
学
》
と
も
さ
れ
る
）
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

《
法
哲
学
》
と
は
、
事
象
を
全
体
的
に
把
握
す
る
と
い
う
意
味
で
の
哲
学
で
あ
り
、
法
に
即
し
た
形
で
は
、
後
述
す
る
所
与
性

と
所
造
性
と
を
具
有
す
る
法
そ
の
も
の
を
全
体
的
に
把
握
す
る
も
の
と
し
て
の
哲
学
、
と
さ
れ
る
（
59
）。
そ
の
立
場
と
し
て
、
自
然
法

的
立
場
（
こ
れ
は
さ
ら
に
、
条
理
の
自
然
法
（
宗
教
と
道
徳
と
法
が
未
分
の
状
態
に
あ
っ
た
時
代
の
自
然
法
）／
神
の
自
然
法
／

人
間
の
自
然
法
に
区
別
さ
れ
る
（
60
））、
歴
史
法
的
立
場
（
こ
れ
は
さ
ら
に
、
民
族
的
歴
史
法
／
社
会
的
歴
史
法
に
区
別
さ
れ
る
（
61
））、
弁

証
法
的
立
場
（
こ
れ
は
さ
ら
に
、
観
念
弁
証
法
／
唯
物
弁
証
法
／
絶
対
弁
証
法
に
区
別
さ
れ
る
（
62
））
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う

法
哲
学
は
、
後
年
で
は
《
全
体
法
学
》
と
呼
ば
れ
る
（
後
述
す
る
）。

こ
の
三
区
分
を
踏
ま
え
る
と
、《
廣
濱
が
、
法
理
学
を
上�

位�

概
念
に
、
そ
し
て
法
哲
学
を
そ�

の�

中�

で�

の�

一�

領�

野�

と
し
て
位
置
づ

け
て
い
る
》
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
各
部
分
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
の
法
理
学
の
中
核
に
あ
る
《
法
の
三

重
構
造
論
》
と
関
連
し
て
い
る
―
―
正
確
に
言
う
と
戦
時
期
の
廣
濱
に
お
い
て
そ
の
三
重
構
造
論
の
展
開
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い

る
―
―
こ
と
も
あ
り
、
加
え
て
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
、
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節

法
の
三
重
構
造
論

廣
濱
の
法
理
学
の
最
大
の
特
色
で
あ
り
、
廣
濱
の
同
時
代
お
よ
び
後
世
に
お
い
て
評
価
さ
れ
、
ま
た
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
の
が
、《
法
の
三
重
構
造
論
》
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
こ
の
三
重
構
造
論
の
（
直
接
的
な
）
基
礎
と
な
っ
て
い
る
、
法

に
つ
い
て
の
考
え
方
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
（
⑴
）。
こ
こ
で
は
、
前
述
の
法
学
・
法
哲
学
一
般
と
の
関
連
よ
り
は
む
し
ろ
、

三
重
構
造
論
そ
れ
自
体
に
理
論
的
に
直
結
す
る
と
こ
ろ
の
法
把
握
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
三
重
構
造
論
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に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
（
⑵
）。
な
お
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
三
重
構
造
論
は
、
揺
籃
期
に

お
い
て
は
ま
だ
唱
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
法
理
學
』
以�

降�

の
著
作
に
お
い
て
は
じ
め
て
論
じ
ら
れ
る
に
至
る
。
そ
の
た
め
（
63
）、
本
節

の
対
象
は
、
基
本
的
に
は
、
確
立
期
以
降
の
文
献
と
な
る
（
揺
籃
期
に
つ
い
て
は
本
節
の
⑵
④
で
簡
単
に
言
及
す
る
）。

⑴

法
と
は
何
か
―
―
そ
の
二：

前
節
の
冒
頭
で
は
、
自
然
法
則
と
の
関
連
で
、
法
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
廣
濱
の
考
え
を
瞥

見
し
た
。
こ
こ
で
は
、
三
重
構
造
論
と
の
関
連
か
ら
重
要
と
な
る
《
法
と
は
何
か
》
と
い
う
問
い
に
関
す
る
事
柄
を
お
さ
え
て
お

く
こ
と
に
し
た
い
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、《
法
の
二
重
性
格
》
を
め
ぐ
る
主
張
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
と
し
て
、
文
化
と
い

う
観
点
か
ら
法
を
論
じ
て
い
る
廣
濱
の
立
ち
位
置
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

①
実
践
的
文
化
と
し
て
の
法：

廣
濱
の
法
理
学
（
確
立
期
以
降
）
に
お
い
て
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、《
実
践
的
文
化
と
し
て

の
法
》
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
を
お
さ
え
て
お
く
た
め
に
、
廣
濱
が
人
間
・
文
化
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、『
法

理
學
』
に
お
け
る
記
述
を
基
礎
と
し
て
見
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
（
以
下
、
本
項
（
①
）
に
お
い
て
（
…
頁
）
と
し
て
い
る
の
は
、

廣
濱
『
法
理
學
』
の
頁
番
号
で
あ
る
）。
同
書
に
お
い
て
こ
の
点
が
語
ら
れ
る
の
は
、
三
重
構
造
論
や
法
理
学
の
諸
立
場
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
た
後�

で
の
「
法
哲
學
の
課
題
」
と
い
う
箇
所
で
あ
り
、
こ
こ
で
廣
濱
は
、
考
察
を
進
め
て
い
く
前
に
、
自
ら
の
法
に

関
す
る
考
え
を
端
的
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
と：

「
法
は
文
化
で
あ
り
、
文
化
と
し
て
は
實
踐
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
實
踐
的
な
る
も
の
の
主
體
は
常
に
人
間
で
あ
る
が
、
人
間
は
國
家
と
深
い
關

聯
に
お
い
て
立
つ
。
實
踐
的
文
化
と
し
て
、
宗
教
・
道
徳
等
か
ら
區
別
さ
れ
る
法
は
、
實
定
法
と
そ
の
否
定
態
た
る
衡
平
と
を
止
揚
契
機
と
し
て

正
義
へ
の
還
歸
を
續
け
、
政
治
と
敎
育
と
は
そ
れ
を
承
け
て
現
實
化
し
、
具
體
化
す
る
。
法
の
か
や
う
な
全
體
還
歸
の
無
限
運
動
を
、
動
く
が
ま

ま
に
把
握
し
て
そ
の
生
命
を
躍
如
た
ら
し
め
る
こ
と
が
、
法
哲
學
に
負
は
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
」（
一
九
六
頁
）。

こ
う
述
べ
た
廣
濱
は
、
具
体
的
に
、
人
間
、
実
践
的
文
化
、
国
家
、
正
義
と
衡
平
、
政
治
と
教
育
、
以
上
の
五
つ
に
つ
き
、
法
哲
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学
の
課
題
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
前
二
者
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
（
64
）。
な
お
、
国
家
に
つ

い
て
は
、
後
述
の
と
お
り
戦
時
展
開
期
と
の
関
連
で
複
雑
な
議
論
を
要
す
る
た
め
、
第
三
章
で
論
じ
る
。

ま
ず
、
廣
濱
は
、
人
間
に
つ
い
て
、
和
辻
哲
郎
や
西
田
幾
多
郎
の
文
献
に
主
に
依
拠
し
つ
つ
（
65
）、
人
間
が
社
会
的
か
つ
個
人
的
で

あ
る
二
重
存
在
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
人
間
が
肉
体
的
存
在
な
が
ら
社
会
的
共
同
性
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
人
間

の
個
別
性
と
共
同
性
と
全
体
性
に
つ
い
て
、
共
同
社
会
団
体
（G
em
einschaft

）
と
し
て
の
家
、
利
益
社
会
団
体
（G

esellschaft

）

と
し
て
の
会
社
、
そ
し
て
綜
合
社
会
団
体
と
し
て
の
国
家
に
即
し
つ
つ
論
じ
る
。
ま
た
、
人
間
の
考
察
の
態
度
に
つ
い
て
、
デ
カ

ル
ト
の
《Cogito

ergo
sum
.

﹇
我
考
え
る
、
故
に
我
あ
り
﹈》
で
は
な
く
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
（M

aine
de
Biran

）
の
《Je

veux,
j’agis,

done
je
suis.

（
私
が
意
欲
し
、
私
が
行
為
す
る
、
故
に
私
が
あ
る
）》
と
い
う
立
場
を
出
発
点
と
し
て
採
り
、
行
為

す
る
人
間
と
そ
の
間
の
人
間
関
係
の
把
握
の
在
り
方
に
つ
い
て
説
く
。
そ
し
て
、
廣
濱
は
、「
法
哲
學
の
出
發
點
と
し
て
の
人
間

は
、
社
會
的
・
歴
史
的
に
、
随
つ
て
ま
た
、
實
踐
的
・
主
體
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
（
二
〇
三
頁
）。

続
い
て
、廣
濱
が
文
化
に
つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
を
概
括
し
て
お
こ
う
（
66
）。文
化
は
、人
間
の
所
造
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

創
造
主
た
る
人
間
に
所
与
と
し
て
働
き
か
け
な
が
ら
人
間
に
よ
っ
て
発
展
さ
れ
て
い
き
、
こ
の
よ
う
に
「
人
間
と
文
化
と
は
不
卽

不
離
の
関
係
に
あ
る
」
も
の
で
あ
る
、
と
説
く
（
二
〇
四
頁
）。
廣
濱
は
、
文
化
に
つ
き
、
概
念
史
（K

ultur

の
淵
源
な
ど
）、
文

明
と
の
関
係
に
触
れ
つ
つ
、
論
を
展
開
し
て
い
く
。
文
化
の
概
念
史
と
し
て
、
ラ
テ
ン
語
のcultura

及
び
関
連
す
る
用
語
に
注

目
し
つ
つ
、
廣
濱
は
、
農
業
を
文
化
と
し
て
原
始
的
か
つ
典
型
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
に
即
し
て
文
化
と
は
何
か
に
つ
い

て
の
説
明
も
展
開
す
る
。
と
り
わ
け
、
自
然
を
通
し
て
人
間
の
理
想
を
現
実
化
す
る
労
作
の
結
果
と
し
て
作
物
の
改
良
が
行
わ
れ

こ
う
う
ん

沃
野
美
田
が
残
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
《
文
化
財
の
蓄
積
》
が
、
一
日
耕
耘
の
営
み
を
怠
れ
ば
雑
草
が
生
い
茂
り
沃
野
美
田
も
荒
廃

に
帰
す
る
と
い
う
有
様
に
《
文
化
作
用
の
神
髄
》
が
表
れ
て
い
る
、
と
す
る
。
か
く
し
て
廣
濱
は
、「
文
化
は
文
化
作
用
た
る
と

と
も
に
文
化
財
で
あ
り
、
前
者
に
お
い
て
そ
の
所
造
性
が
、
後
者
に
お
い
て
そ
の
所
與
性
が
顯
示
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
る
（
二
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〇
六
頁
）。
そ
し
て
、
文
明
と
の
相
違
に
つ
い
て
触
れ
つ
つ
、
文
化
と
自
然
と
価
値
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
自
然
と
価
値
と
の
二

律
背
反
が
弁
証
法
的
に
綜
合
さ
れ
て
文
化
と
な
る
こ
と
が
説
か
れ
る
（
二
〇
七
頁
）。
進
ん
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
人
間
が
実
践

的
で
あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
人
間
の
所
産
で
あ
る
文
化
が
す
べ
て
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
妨
げ
な
い
が
、

文
化
の
中
で
も
、
共
同
性
か
ら
背
き
去
ろ
う
と
す
る
個
別
性
を
抑
圧
し
て
共
同
生
活
へ
の
随
順
の
態
度
を
執
ら
せ
る
よ
う
、
権
威

を
以
て
臨
む
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
廣
濱
は
「
實
踐
的
文
化
」
と
呼
び
、
文
化
と
し
て
の
宗
教
・
道
徳
・
習
俗
・
法
な
ど
が
こ
れ

に
属
す
る
、
と
し
て
い
る
（
二
〇
八
頁
）。
廣
濱
は
、
法
が
道
徳
規
範
・
習
俗
規
範
・
宗
教
規
範
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を

説
き
（
二
〇
九－

二
一
一
頁
）、
こ
れ
ら
の
実
践
的
文
化
の
特
色
が
《
人
々
を
共
同
性
へ
と
方
向
づ
け
る
こ
と
》
に
あ
る
と
し
て
、

そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
の
制
裁
を
基
礎
付
け
る
権
威
の
相
違
に
よ
り
、
宗
教
（
神
の
制
裁
）／
道
徳
（
良
心
の
制
裁
）／
法
（
社
会

団
体
の
制
裁
）
の
区
別
が
生
じ
る
と
し
て
い
る
（
二
一
二－

二
一
四
頁
）。

②
法
の
二
重
性
格：

か
か
る
法
は
、
廣
濱
に
よ
る
と
、
人
間
に
と
っ
て
所
与
で
あ
る
と
共
に
、
人
間
の
所
造
に
か
か
る
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
、
廣
濱
は
《
法
の
二
重
性
格
》
と
し
て
お
り
、
三
重
構
造
論
の
理
論
的
下
敷
き
の
よ
う
な
形
で
展

開
し
て
い
る
（
67
）。
法
は
、
実
践
的
文
化
と
し
て
「
在
」
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
在
」
り
方
に
つ
き
、
廣
濱
は
、
自
然
的
「
在
」

と
観
念
的
「
在
」
と
実
践
的
「
在
」
の
三
種
類
を
説
い
て
い
る
。
自
然
的
「
在
」
と
は
、
自
然
科
学
の
対
象
と
な
る
も
の
で
、
経

験
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
観
念
的
「
在
」
は
数
学
の
対
象
と
な
る
も
の
で
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
窮
極
の
根

拠
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、《
見
ら
れ
・
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
》
と
い
う
点
に
お
い
て
、
客
観
的
「
在
」
で
あ
る
。
法
が
「
在
」

る
と
い
う
場
合
の
「
在
」
は
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
実
践
的
「
在
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
行
為
す
る
と
こ
ろ
に
吾
が
あ
る
」
と

す
る
と
こ
ろ
に
「
在
」
る
こ
と
の
根
拠
を
置
き
、
見
る
・
考
え
る
・
行
う
主
体
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
で
「
在
」
た
る
点
に
お
い

て
、
主
体
的
「
在
」
で
あ
る
。
こ
の
主
体
的
「
在
」
は
、
内
に
在
り
な
が
ら
外
を
包
み
、
作
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
作
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
自
由
で
あ
り
な
が
ら
必
然
で
あ
り
、
規
範
で
あ
り
な
が
ら
事
実
で
あ
り
得
る
。
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そ
う
し
て
、
法
が
《
実
践
的
文
化
》
と
し
て
《
主
体
的
「
在
」》
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、《
人
間
が
法
の
中
に
生
き
、
法
は

ま
た
人
間
の
中
に
宿
る
》
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。「『
何
か
』
の
中
に
人
間
が
在
る
場
合
、
そ
の
『
何
か
』
は
人
間
に
と
っ

て
所
與
で
あ
り
、
人
間
の
中
に
『
何
か
』
が
在
る
場
合
、
そ
の
『
何
か
』
は
人
間
の
所
造
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
」
（
68
）。
こ
の
よ
う

に
、
法
の
二
重
性
格
、
す
な
わ
ち
所
与
性
と
所
造
性
と
が
説
か
れ
る
。

以
上
の
、
実
践
的
文
化
と
し
て
の
法
、
お
よ
び
実
践
的
「
在
」、
二
重
性
格
な
ど
は
、
廣
濱
の
法
理
学
（
及
び
も
っ
と
言
う
と

思
考
一
般
）
の
基
本
的
な
部
分
で
基
礎
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

⑵

法
の
三
重
構
造
論：

廣
濱
は
、
右
に
見
た
法
の
理
解
を
下
敷
き
と
し
て
、
法
が
次
の
よ
う
な
三
つ
の
規
範
か
ら
成
る
《
三

重
構
造
》
を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
全
体
的
に
把
握
す
る
必
要
を
説
く
。
こ
れ
が
廣
濱
の
《
法
の
三
重
構
造
論
》
で
あ
る
（
69
）。
文
献

に
よ
り
定
義
や
定
式
化
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
以
下
こ
れ
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

①
組
織
規
範：

ま
ず
、
組
織
規
範
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
廣
濱
は
、《
社
会
お
よ
び
国
家
に
お
い
て
定
ま
っ
た
組
織
が
存
在
す

る
こ
と
（
70
）》
に
注
目
し
、
こ
の
組
織
が
法
的
秩
序
の
根
幹
に
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
組
織
そ
の
も
の
が
既
に
一
つ
の
規

範
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
組
織
規
範
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
組
織
規
範
の
機
能
と
い
う
べ
き
も
の
は
、《
社
会
成
員
な
い

し
国
民
が
こ
の
組
織
そ
の
も
の
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
受
け
取
り
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
態
度
を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
・
国
民

の
生
活
を
可
能
と
す
る
》
と
い
う
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
他
の
二
つ
の
規
範
と
の
間
で
は
、
行
為
規
範
と
裁
決
規
範
（
整
序
規

範
）
を
総
覧
・
裁
可
す
る
こ
と
（『
法
理
學
』
一
六
頁
）、
あ
る
い
は
両
規
範
に
生
命
と
権
威
を
与
え
る
も
の
（「
現
代
法
理
學
の

基
本
問
題
」
二
〇
八－

二
〇
九
頁
）、
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
皇
室
典
範
や
憲
法
は
組
織
規
範
で
あ
り
、
行
為
規
範
や
整
序
規
範

で
あ
る
国
法
に
対
し
て
そ
の
存
立
を
完
う
さ
せ
て
お
り
、
家
制
度
・
家
督
相
続
制
度
（
組
織
規
範
）－

身
分
法
的
行
為
規
範
・
整

序
規
範
と
の
関
係
、
私
有
財
産
制
度
・
契
約
自
由
制
度
・
過
失
賠
償
制
度
等
（
組
織
規
範
）－

財
産
法
的
な
行
為
規
範
・
整
序
規

範
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
組
織
規
範
に
基
づ
い
て
行
為
規
範
・
政
治
規
範
が
そ
の
存
在
を
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
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と
説
か
れ
て
い
る
（
71
）。
と
こ
ろ
で
、
家
「
制
度
」
や
家
督
相
続
「
制
度
」
と
い
う
も
の
が
《
組
織
規
範
》
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
廣
濱

は
、
こ
こ
で
い
う
組
織
規
範
に
つ
き
、
そ
れ
が
「
制
度
」
と
も
呼
ば
れ
う
る
（
72
）、
と
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

な
お
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
扱
う
予
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
、
組
織
規
範
に
つ

い
て
注
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
は
、
組
織
規
範
に
関
す
る
議
論
を
展
開
す
る
場
な
い
し
主
体
に
つ
き
、
確
立
期
か
ら
の
展
開
が
あ
る
。
確
立
期
に
お
け
る

『
法
理
學
』
で
は
、
社
会
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
社
会
あ
れ
ば
法
あ
り
」
と
い
う
標
語
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
論

述
を
進
め
ら
れ
て
い
る（
尤
も
、
同
書
を
全�

体�

と
し
て
読
む
と
、
国
家
へ
の
意
識
が
皆
無
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
）
（
73
）。
他
方
、

戦
時
展
開
期
の
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
で
は
、
国
家
が
考
え
ら
れ
て
い
る
（
74
）。
こ
の
点
の
相
違
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、

戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
法
理
学
の
展
開
―
―
と
り
わ
け
「
国
体
」
と
の
関
係
―
―
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
述
べ
る
。

第
二
は
、
三
重
構
造
論
と
《
法
の
効
力
論
》
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
三
重
構
造
論
と
は
何
か
と
い
う
本
質
的

な
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
難
問
で
は
あ
る
が
、
先
に
見
た
、
組
織
規
範
が
他
の
二
つ
の
規
範
に
生
命
と
権
威
を
与
え
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
点
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
の
効
力
を
付
与
す
る
か
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
を

促
し
て
お
く
（
な
お
、
揺
籃
期
に
お
け
る
こ
の
点
の
見
解
に
つ
き
、
本
節
の
末
尾
を
参
照
）。

ま
た
、
今
し
方
見
た
、
組
織
規
範
が
制
度
と
換
言
可
能
と
し
て
い
る
あ
た
り
も
、
戦
時
展
開
期
の
廣
濱
の
法
理
学
（
あ
る
い
は

法
学
）
を
分
析
す
る
上
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

﹇
補
論
﹈
廣
濱
の
「
制
度
」
論
に
つ
い
て：

廣
濱
の
法
理
学
（
及
び
三
重
構
造
論
）
の
中
で
も
、
組
織
規
範
が
果
た
し
て
い
る
役
割
は
大
き
い
。
そ

れ
と
共
に
、
組
織
規
範
が
制
度
と
互
換
可
能
な
形
で
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
廣
濱
の
見
解
の
特
色
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
尤
も
、
廣
濱
は
、
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三
重
構
造
論
の
中
に
お
い
て
、
自
身
の
「
制
度
」
自
体
に
関
す
る
見
解
を
そ
れ
ほ
ど
深
く
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
廣
濱
の
見
解
の

よ
う
に
、
組
織
規
範
と
制
度
と
を
同
義
や
互
換
可
能
な
形
で
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
異
論
の
余
地
も
有
り
得
る
だ
ろ
う
）。
こ
こ
で
は
、﹇
補

論
﹈
と
い
う
形
で
、
制
度
自
体
に
関
す
る
廣
濱
の
見
解
に
つ
い
て
、
論
文
「
制
度
考
」
に
お
け
る
論
述
（
75
）を
瞥
見
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

廣
濱
は
、
外
国
語
のInstitution

の
語
源
と
、
英
・
独
・
仏
に
お
け
る
各
用
語
の
原
義
・
用
法
を
整
理
し
つ
つ
、Institution

概
念
に
は
、《
制
度

マ
マ

そ
の
も
の
》
と
、《
制
度
に
よ
っ
て
結
收
さ
れ
た
社
会
そ
の
も
の
》
の
意
味
、
及
び
ド
イ
ツ
語
のRechtsinstitution

概
念
に
つ
い
て
は
《
法
規
範

の
体
系
》
と
し
て
の
意
味
と
《
社
会
現
象
の
一
な
る
法
的
統
体
（Rechtseinrichtung

）》
の
意
味
、
と
い
っ
た
、
二
通
り
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
つ
つ
、
日
本
語
の
「
制
度
」
で
は
、
そ
の
一
つ
し
か
意
味
し
得
な
い
、
と
い
う
翻
訳
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
日
本
語
に
お
け
る

「
制
度
」
の
語
の
語
源
に
目
を
転
じ
、
と
り
わ
け
江
戸
時
代
の
儒
学
に
お
け
る
制
度
観
に
着
目
し
、
太
宰
春
台
・
荻
生
徂
徠
の
制
度
論
に
立
ち
入
っ

て
見
て
い
る
。
そ
れ
ら
儒
学
者
に
お
け
る
制
度
観
を
、
人
為
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
治
者
に
よ
っ
て
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
物
事

に
差
別
を
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
律
令
格
式
な
ど
に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
永
続
的
で
あ
っ
て
綜
合
的
な
も
の
で
あ
る
べ

き
こ
と
、
経
国
済
民
の
妙
術
た
る
働
き
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
以
上
の
六
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
他
方
で
、
こ
れ
と
異
な
る
制
度
観
と
し
て
、

マ
マ

本
居
宣
長
の
見
解
に
つ
い
て
、
制
度
を
歴
史
的
な
自
成
的
所
産
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
、
廣
濱
は
、
制
度
観
に
つ
い
て
、
論
理
的
制
度
観
と
発
生
的
制
度
観
の
二
つ
が
あ
る
、
と
説
く
。
ま
ず
、
論
理
的
制

度
観
と
は
、《
制
度
と
は
何
か
》
と
い
う
問
い
に
答
え
、
併
せ
て
、
制
度
と
法
規
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
廣
濱
は
制
度
を

「
人
間
生
活
に
お
け
る
一
定
の
定
型
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
自
然
的
肉
体
人
の
生
活
と
は
異
な
り
、
特
定
の
生
活
の
う
ち
一
つ
が
選
ば
れ
る
（
そ

の
他
の
も
の
が
排
斥
さ
れ
る
）
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
か
か
る
制
度
は
人
為
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
当
為
で
あ
る
、
と
も
さ
れ
る
。
こ

の
制
度
を
選
択
す
る
主
体
が
強
制
の
主
体
で
あ
る
。
制
度
を
固
執
さ
せ
る
た
め
に
は
、
制
度
の
精
神
を
具
体
的
に
貫
く
の
に
必
要
な
細
目
的
規
定

を
多
数
必
要
と
す
る
。
こ
れ
を
廣
濱
は
法
規
と
し
て
い
る
。
一
つ
の
制
度
は
、
形
式
的
に
見
れ
ば
、
多
数
の
法
規
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
一
つ

の
法
規
は
必
ず
何
ら
か
の
制
度
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
発
生
的
制
度
観
と
は
、《
制
度
は
如
何
に
し
て
立
て
ら
れ
る
か
》
と
い
う
問

い
に
答
え
、
併
せ
て
制
度
と
社
会
改
造
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
制
度
は
、
慣
習
的
で
も
制
定
的
で
も
、
人
間
の
手

に
よ
り
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
制
度
は
自
然
的
所
産
で
は
な
く
文
化
的
所
産
で
あ
り
、
何
ら
か
の
目
的
が
そ
こ
に
企
求
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
目
的
を

人
間
生
活
の
本
領
発
揮
と
呼
ぶ
）。
廣
濱
は
、
制
度
が
必
要
か
不
要
か
と
い
う
問
題
と
、
制
度
が
必
要
だ
と
し
て
如
何
な
る
様
式
を
定
型
と
す
べ
き

か
と
い
う
問
題
を
切
り
分
け
、
立
制
﹇
制
度
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
の
意
か
﹈
と
改
廃
の
作
用
に
つ
き
、
知
識
と
比
較
が
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
特
定
具
体
の
人
間
生
活
に
幾
通
り
も
の
生
活
様
式
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
、
人
間
生
活
の
本
領
発
揮
の
点
か
ら
見

て
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
選
ん
で
定
型
と
す
る
価
値
追
求
活
動
が
、
立
制
な
い
し
改
廃
制
作
用
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
制
度
に
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関
す
る
考
察
の
（
当
時
の
）
現
代
的
意
義
を
指
摘
す
る
。

②
行
為
規
範：

二
つ
目
の
行
為
規
範
と
は
、
行
為
を
命
ず
る
規
範
で
あ
り
、
動
機
付
け
規
範
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
76
）。
①
で
見
た

組
織
規
範
も
、人
間
の
行
為
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
な
の
だ
が
、そ
れ
は
、行
為
を
命
じ
て
動
機
づ
け
る
規
範
で
は
な
く
、

現
行
の
組
織
を
尊
重
せ
し
む
べ
き
規
範
で
あ
る
。（
法
た
る
）
行
為
規
範
は
、
組
織
規
範
の
精
神
を
貫
く
と
い
う
任
務
を
有
し
、

組
織
規
範
に
淵
源
す
る
強
制
（
廣
濱
は
こ
れ
を
外
部
的
強
制
と
し
て
い
る
）
に
よ
っ
て
脅
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
を
動
機

づ
け
る
機
構
﹇
し
く
み
﹈
と
な
っ
て
い
る
（
77
）。

法
理
学
一
般
の
次
元
に
お
い
て
行
為
規
範
に
関
す
る
点
で
重
要
な
の
は
、《
法
と
道
徳
の
関
係
・
相
違
》
と
い
う
点
で
あ
る
。

即
ち
、
道
徳
も
ま
た
行
為
規
範
で
あ
っ
て
、
動
機
付
け
規
範
・
行
為
を
命
ず
る
行
為
規
範
と
い
う
点
で
は
、
法
と
道
徳
と
の
間
に

区
別
は
無
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
法
と
道
徳（
の
行
為
規
範
）と
の
相
違
は
、
法
が
組
織
規
範
に
関
連
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

即
ち
、
道
徳
に
つ
い
て
は
組
織
規
範
が
存
在
せ
ず
、
道
徳
規
範
は
行
為
者
自
ら
に
よ
っ
て
遵
守
（
78
）す
べ
く
定
立
さ
れ
る
。
そ
う
で
な

く
、
既
に
定
立
さ
れ
て
い
る
﹇
道
徳
﹈
規
範
が
遵
守
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
行
為
者
の
自
己
立
法
に
合
致

す
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
道
徳
規
範
は
《
自
律
的
動
機
付
け
規
範
》
と
さ
れ
る
。
他
方
、
法
の
行
為

規
範
は
、
行
為
者
を
離
れ
て
既
に
定
立
さ
れ
て
お
り
、
行
為
者
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
規
範
と
し
て
受
け
と
り
遵
守
す
べ
く
強
制
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
た
る
行
為
規
範
は
《
他
律
的
動
機
付
け
規
範
》
で
あ
り
、
そ
の
他
律
の
根
拠
が
組
織
規
範

に
求
め
ら
れ
る
。
法
た
る
行
為
規
範
は
、
組
織
規
範
に
基
づ
く
派
生
的
規
範
と
し
て
、
客
観
的
に
定
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
た

る
行
為
規
範
は
、
組
織
規
範
の
精
神
を
貫
か
ん
が
た
め
の
動
機
付
け
規
範
で
あ
る
と
さ
れ
る
（﹇
法
で
は
な
い
﹈
道
徳
規
範
は
、

自
己
目
的
の
動
機
付
け
規
範
と
し
て
、
組
織
規
範
と
無
関
係
に
存
し
得
る
）。
そ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
る
と
、
法
と
道
徳
（
正

確
に
言
え
ば
、
道
徳
規
範
と
法
た
る
行
為
規
範
）
の
区
別
は
、
規
範
内
容
上
の
区
別
で
は
な
く
、
規
範
定
立
の
差
異
で
あ
る
と
さ
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れ
る
。
そ
し
て
、
法
と
道
徳
と
の
対
立
的
考
察
は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
お
け
る
行
為
規
範
た
る
点
に
限
ら
れ
る
と
し
て
お
り
、
全

体
と
し
て
の
法
と
道
徳
と
を
同
一
観
点
か
ら
比
較
考
察
す
る
こ
と
は
当
を
得
て
い
な
い
、
と
す
る
。

ま
た
、
次
に
述
べ
る
裁
決
規
範
（
整
序
規
範
）
と
の
対
比
で
は
、
行
為
規
範
は
、《
行
為
の
動
機
付
け
規
範
》
で
あ
る
と
い
う

本
質
か
ら
、
人
間
の
行
為
を
未
来＝

現
在
的
に
支
配
す
る
も
の
、
と
さ
れ
る
。

③
裁
決
規
範
（
整
序
規
範
）：

三
つ
目
の
規
範
は
、
裁
決
規
範
で
あ
り
、
後
に
整
序
規
範
と
呼
ば
れ
る
（
79
）。
こ
れ
は
、
第
一
に
は

官
吏
（
特
に
裁
判
官
）
を
名
宛
人
と
す
る
も
の
で
（
80
）、
裁
判
に
お
け
る
評
価
・
判
断
の
規
準
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
裁
決
規

範
は
、
行
為
規
範
に
対
比
し
て
、
過
去＝

現
在
的
行
為
に
の
み
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
事
実
に
よ
り
生
起
す
る
生
活
関
係

を
事
後
に
お
い
て
評
価
し
裁
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
準
を
与
え
る
規
範
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
跡
片
付
け
規
範
と
言
わ
れ
、
評

価
判
断
の
規
準
の
機
能
を
有
す
る
が
、
評
価
の
妥
当
根
拠
は
組
織
規
範
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
81
）。
こ
の
裁
決
規
範
に
つ
い
て
も
、
後
年

で
は
、
以
下
で
述
べ
る
法
学
の
諸
立
場
と
三
重
構
造
と
の
関
係
に
加
え
、
国
家
・
社
会
と
の
関
係
に
関
連
し
て
、
記
述
の
展
開
が

見
ら
れ
る
（
第
三
章
で
述
べ
る
）
（
82
）。

④
三
重
構
造
と
全
体
規
範：

こ
の
三
つ
の
規
範
の
関
係
に
つ
い
て
、
廣
濱
は
、
法
が
組
織
規
範
・
行
為
規
範
・
裁
決
規
範
（
整

序
規
範
）
の
立
体
的
重
層
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
三
重
構
造
」
と
呼
び
、
そ
し
て
こ
の
三
重
構
造
を
有
す
る
全
体
者
と
し

て
、
即
ち
《
行
為
規
範
と
裁
決
規
範
（
整
序
規
範
）
と
が
組
織
規
範
に
朝
宗
し
つ
つ
綜
合
す
る
形
態
》
と
し
て
、
法
を
把
握
す
べ

き
も
の
と
説
く
（
83
）。
廣
濱
は
、
こ
の
三
重
構
造
お
よ
び
全
体
規
範
（
全
体
法
）
を
図
で
表
し
て
い
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
図
示
化

し
た
の
は
確
立
期
よ
り
後
の
文
献
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
三
重
構
造
論
（
の
展
開
）
と
関
連
す
る
こ
と

も
付
言
し
て
お
く
。
関
連
す
る
文
献
と
関
連
す
る
箇
所
を
ま
と
め
る
と
、
図
1
の
よ
う
に
な
る
（
便
宜
上
、
戦
時
展
開
期
に
お
け

る
説
明
も
付
記
し
て
お
い
た
）。
各
規
範
相
互
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
（
84
）：
ま
ず
、
組
織
規
範
は
、
社
会
を
社
会
団
体
に
（
お
よ
び

社
会
団
体
を
国
家
に
）
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
人
間
の
生
活
は
、
制
度
﹇
即
ち
組
織
規
範
﹈
を
定
立
し
て
生
活
す
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い：組織規範

日本法

ろ1 ろ2

行動規範 : 人間の行為を動機付け
生活関係を《未来＝現在的》に指導

は：整序規範（裁決
規範）評価判断の基準

生活関係の《過去＝現在的》な処理
被拘束者＝裁判官

勝義における法の中の法
例：皇室典範、憲法／家制度・家督制度

法たる
行為規範 ←私法

　私的自治

法外の
行為規範

矢は力の及ぶ
方向を示す

←破線に
　なって
　いること
　の意味

法たる行為規範の拡張
私的自治の範囲の狭まり 保

障
保
障

整
序
を
妥
当
な
ら
し
め
る
力

私
的
自
治

に
委
す

規
範
意
味

を
付
与

（
法
的
意
味　

　

を
与
え
る
）

戦
時
で
は…

ス
ル
ナ
（
禁
止
・

取
締

）
↓
セ
ヨ
（
積
極
・

統
制

）

る
こ
と
で
、
動
物
生
活
が
社
会
生
活
と

な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
組
織
規
範
は

《
勝
義
に
お
け
る
法
の
法
》
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
し
か
し
、
組
織
規
範
だ
け
で

は
法
た
り
得
な
い
。
そ
こ
で
、
裁
決
規

範
（
整
序
規
範
）
と
行
為
規
範
の
存
在

の
意
義
が
説
か
れ
る
。
即
ち
、
裁
決（
整

序
）
規
範
に
は
保
障
的
協
力
者
と
し
て

の
役
割
が
、
行
為
規
範
に
は
実
践
的
結

合
者
（
尖
兵
）
と
し
て
の
役
割
が
観
念

さ
れ
て
い
る
。

裁
決
（
整
序
）
規
範
と
組
織
規
範
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
（
こ
の
両
者
の
結

び
つ
き
が
緊
密
で
あ
る
と
さ
れ
る
）：

私
的
自
治
を
組
織
規
範
が
許
容
す
る
よ

う
な
領
域
で
も
（
行
為
規
範
の
機
能
は
そ
こ
で
は
他
の
社
会
規
範
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
）、
そ
の
領
域
内
に
お
け
る
生
活
関
係
を

整
序
す
る
と
こ
ろ
の
規
範
（
つ
ま
り
裁
決
（
整
序
）
規
範
）
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
で
、
裁
決
（
整
序
）
規
範
の
ほ

う
と
し
て
は
、
組
織
規
範
に
根
ざ
す
（
強
制
）
力
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
裁
決
規
範
と
し
て
の
実
効
を
伴
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
組
織
規
範
に
淵
源
し
な
い
と
、
裁
決
（
整
序
）
規
範
は
存
在
し
得
な
い
（
意
味
を
な
さ
な
い
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

※図1の注：本図は，廣濱「日本法學への一石」前掲（注18）213頁，
同「法律學の基礎」前掲（注18）39頁，同「現代法理學の基本問
題」前掲（注18）209頁，同「法における解釈と適用（上）」前掲
（注22）44頁の各図およびそれについての各文献の説明をまとめ
たものである。各文献の説明および図には微妙な相違も存在する
が（特に「ろ1」から「ろ2」へ向かう矢印の位置），基本的には「日
本法學への一石」論文の記述に依拠している。

図1：廣濱の全体法の整理（※戦時展開期以降）
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行
為
規
範
と
組
織
規
範
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
行
為
規
範
の
と
こ
ろ
で
上
述
し
た
よ
う
に
、
組
織
規
範
の
精
神
を
貫
く
と
い

う
こ
と
が
行
為
規
範
の
任
務
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

こ
の
全
体
の
構
造
（
の
図
1
）
に
つ
い
て
、
廣
濱
が
挙
げ
る
例
（
85
）を
ま
と
め
な
が
ら
見
て
み
る
と：

整
序
規
範
の
典
型
的
な
も
の

と
し
て
、
刑
法
一
九
九
条
（
図
1
中
の
「
は
」）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
条
﹇
自
体
﹈
は
整
序
規
範
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
他

人
ヲ
殺
ス
勿
レ
」（
図
1
中
の
「
ろ1
」）
と
い
う
行
為
規
範
を
当
然
に
予
定
し
て
い
る
。﹇
同
条
に
﹈
違
反
し
た
場
合
に
処
罰
さ
れ

る
の
は
、
こ
の
行
為
規
範
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
（
逆
に
言
え
ば
、
違
反
さ
れ
る
の
は
こ
の
行
為
規
範
で
あ
り
、
整
序
規
範
で
は

な
い
）。
こ
の
「
ろ1
」
の
行
為
規
範
の
遵
行
・
遵
守
が
、
整
序
規
範
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
。
組
織
規
範
と
の
関
係
に
目
を
移

す
と：

行
為
規
範
の
「
ろ1
」
は
、
そ
の
規
範
意
味
を
、
組
織
規
範
で
あ
る
「
い
」
か
ら
承
け
る
。
整
序
規
範
の
「
は
」
は
、
整
序

を
妥
当
な
ら
し
め
る
権
威
を
、
組
織
規
範
「
い
」
に
仰
い
で
い
る
。
廣
濱
は
、
刑
法
と
は
こ
の
よ
う
な
構
造
を
有
す
る
規
範
の
全

体
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

図
1
に
お
い
て
は
、
行
為
規
範
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、「
ろ2
」
は
、
整
序
規
範
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な
い
《
法
外
の
行
為
規
範
》

で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
セ
ヨ
」
や
「
ス
ル
ナ
」
と
い
う
行
為
規
範
を
、
国
民
の
各
自
が
信
奉
す
る
宗
教
観
・
世
界
観
・
人
生
観
・

経
済
観
等
に
仰
ぐ
に
委
せ
て
お
り
、
組
織
規
範
の
指
図
に
従
っ
て
整
序
規
範
だ
け
を
定
立
し
、
相
交
錯
す
る
生
活
関
係
の
跡
片
付

け
に
専
念
す
る
と
こ
ろ
の
、
私
法
領
域
に
お
け
る
行
為
規
範
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
組
織
規
範
の
「
い
」
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
私
法

の
領
域
に
お
け
る
行
為
規
範
の
「
ろ2
」
へ
の
矢
印
が
破
線
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
組
織
規
範
自
身
が
行
為
規
範
の
定
立
を
行
う
わ

け
で
は
な
く
、
行
為
者
の
私
的
自
治
に
委
せ
る
が
、
そ
の
私
的
自
治
に
法
的
意
味
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
な

お
、「
ろ1
」
か
ら
「
ろ2
」
へ
の
矢
印
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
言
及
す
る
が
、
諸
々
の
統
制
が
敷
か
れ
る
戦
時
期
に
お
い
て
、
行
為

規
範
の
性
格
が
変
化
し
、
そ
の
重
要
性
が
説
か
れ
る
。

尤
も
、
こ
の
三
重
構
造
に
つ
い
て
は
、
現
実
態
と
し
て
は
、
幾
分
の
変
容
が
あ
る
こ
と
を
廣
濱
は
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
公
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法
の
領
域
に
お
い
て
は
裁
決
（
整
序
）
規
範
を
欠
く
こ
と
が
多
い
こ
と
（
法
規
範
が
政
治
規
範
と
結
合
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
）

や
、
ま
た
、
法
た
る
行
為
規
範
が
定
立
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
生
活
関
係
を
跡
片
付
け
す
る
た
め
の
整
序

（
裁
決
）
規
範
が
な
い
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
・
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
な
ど
が
例
示
さ

れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
こ
で
、
揺
籃
期
の
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
論
文
に
関
し
て
、
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

第
一
に
、本
節
の
冒
頭
で
も
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、同
論
文
で
は
、三
重
構
造
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

確
か
に
、
同
論
文
（
あ
る
い
は
同
時
期
）
に
お
い
て
は
、
三
種
類
の
規
範
が
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
（
参
照
、
同
論
文
一
四－

二

五
頁
）、
そ
れ
は
《
三
重
》
の
《
構
造
》
と
い
う
形
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で�

は�

な�

い�

。
ま
た
、「
法
規
範
の
完
備
せ
る
體
系
に

お
い
て
は
、
組
織
規
範
と
行
為
規
範
と
裁
決
規
範
と
の
三
者
が
、
唇
齒
輔
車
の
關
係
を
有
つ
て
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
86
）

と
し
て
い

る
点
は
、
以
降
の
文
献
で
《
全
体
規
範
》
と
観
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
の
重
な
り
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
三
重

構
造
論
に
お
い
て
立
体
的
把
握
の
必
要
が
説
か
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
三
「
重
」
性
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
同
論
文

に
お
い
て
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
制
度
と
法
の
効
力
に
関
す
る
点
で
あ
る
。
廣
濱
は
同
論
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る：

「
法
規
範
法
則
は
、

法
則
そ
の
も
の
に
お
い
て
規
範
で
は
な
く
、
之
を
規
範
た
ら
し
め
る
社
會
的
諸
事
情
の
支
持
に
よ
っ
て
規
範
で
あ
り
、
社
會
的
諸

事
情
が
客
観
化
さ
れ
て
制�

度�

と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
制�

度�

か
ら
生�

命�

づ�

け�

ら�

れ�

て�

は�

じ�

め�

て�

法
規
範
法
則
と
稱
し
得
る
の
で
あ

る
」
（
87
）。
こ
こ
で
《
制
度
》
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
（
同
論
文
の
後
ろ
の
箇
所
に
お
い
て
）
組
織
規
範
と
同
義
と
さ
れ
る
が
、
注
目

す
べ
き
点
は
、《
制
度
か
ら
生
命
づ
け
ら
れ
る
》
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
規
範
が
社
会
的
諸
事
情
に
よ
り
支
持
さ
れ
る

こ
と
、
そ
し
て
社
会
的
諸
事
情
が
客
観
化
さ
れ
て
制
度
と
な
る
こ
と
、
そ
の
制
度
に
よ
り
法
規
範
法
則
が
生
命
づ
け
ら
れ
る
、
と
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い
っ
た
考
え
は
、
法
の
効
力
に
関
す
る
後
年
の
見
解
に
連
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
と
言
え
る
（
尤
も
、
組
織
規
範
と
国
体
と
の
関

連
と
い
っ
た
、
戦
時
体
制
期
に
見
ら
れ
る
議
論
の
展
開
が
そ
こ
で
は
見
ら
れ
な
い
が
）。
こ
の
点
は
、《
他
な
ら
ぬ
こ
の
三
重
構
造

論
と
は
一
体
何
な
の
か
》
と
い
う
根
本
的
な
問
題
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
「
三
《
重
》
で
あ
る
こ
と
の
意
味
と
は

何
か
」
と
い
っ
た
本
質
的
な
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
（
そ
の
検
討
は
第
四
章
に
お
い
て
行
う
予
定
で
あ
る
）。

⑶

法
学
（
法
哲
学
）
の
内
実
・
課
題
と
三
重
構
造
論：

以
上
に
み
た
、
組
織
規
範
・
行
為
規
範
・
裁
決
規
範
か
ら
構
成
さ
れ

る
三
重
構
造
論
は
、
前
節
で
見
た
、
純
理
法
学
・
自
然
法
学
・
全
体
法
学
と
い
う
法
学
の
諸
立
場
に
即
し
た
形
で
も
、
と
り
わ
け

確
立
期
以
降
明
瞭
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
の
記
述
も
、
文
献
に
よ
り
バ
ラ
つ
き
が
見
ら
れ
る
が
、
比
較
的
明
瞭
な
説
明
を

展
開
し
て
い
る
論
文
「
法
律
學
の
基
礎
」（
注
18
）
に
も
依
拠
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

順
番
は
逆
に
な
る
が
、
廣
濱
が
主
張
す
る
《
全
体
規
範
と
し
て
の
法
》
を
把
握
す
る
こ
と
、
即
ち
法
を
三
重
構
造
に
お
い
て
見

る
こ
と
―
―
そ
し
て
そ
の
背
景
お
よ
び
理
論
的
前
提
と
し
て
、《
実
践
的
文
化
》
と
し
て
法
を
理
解
す
る
こ
と
―
―
が
可
能
と
な

る
の
は
、《
全
体
法
学
》
と
呼
ぶ
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
異
な
る
―
―
そ
の
こ
と
は
即
ち
廣
濱
が
採
る
立
場
と
異
な
る
こ
と
を

意
味
し
、
廣
濱
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
―
―
立
場
が
、
二
つ
存
在
す
る
。
一
つ
目
の
立
場
は
、
裁
決
規
範
（
整
序
規
範
）
に
お

い
て
法
を
把
握
す
る
立
場
で
あ
り
、
先
述
の
《
純
理
法
学
》
の
立
場
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
行
為
規
範
を
中
心
に
据
え
る
立
場
で

あ
り
、
整
序
規
範
と
の
二
重
構
造
と
し
て
把
握
す
る
《
自
然
法
学
》
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
と
は
異
な
り
、
組
織

規
範
（
お
よ
び
そ
の
主
体
た
る
全
体
者
と
し
て
の
国
家
）
を
把
握
す
る
立
場
こ
そ
、
廣
濱
が
説
く
《
全
体
法
学
》
な
の
で
あ
る
。

以
下
、
そ
の
整
理
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

①
純
理
法
学
と
そ
の
問
題
点：

ま
ず
、
純
理
法
学
は
、
真
実
の
法
、
即
ち
「
在
」
る
法
を
、「
在
」
る
法
と
し
て
純
粋
に
把
握

す
る
た
め
に
、
法
か
ら
政
治
的
・
倫
理
的
要
素
を
排
除
す
べ
き
と
す
る
立
場
で
あ
る
（
88
）。
こ
こ
で
政
治
的
要
素
と
は
組
織
規
範
に
、

倫
理
的
要
素
と
は
行
為
規
範
に
結
び
つ
く
。
純
理
法
学
は
こ
れ
ら
を
排
除
す
る
。《
法
と
法
学
と
の
関
係
》
に
つ
い
て
み
る
と
、
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法
を
対
象
と
す
る
法
学
は
、
法
無
し
に
は
成
り
立
た
な
い
（
即
ち
、
法
が
法
学
に
先
行
す
る
）。
他
方
で
、
学
問
と
し
て
の
法
学

は
、
法
の
解
釈
に
終
始
し
法
の
弁
護
に
没
頭
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
法
の
改
廃
が
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
学
的
体
系
の
一
角

が
切
り
崩
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
（
キ
ル
ヒ
マ
ン
（Julius

H
erm
ann
von
K
irchm

ann

）
の
《
法
学
の
科
学
と
し
て
の
無
価
値

性
》）。こ
れ
に
対
し
て
、法
に
翻
弄
さ
れ
な
い
法
学
を
樹
立
す
る
願
い
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
の
が
、純
理
法
学
の
立
場
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
然
科
学
以
外
に
も
文
化
科
学
な
ど
の
科
学
が
あ
り
そ
れ
に
法
学
が
属
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
か
、
ま
た
は
法
を

対
象
と
し
て
自
然
科
学
的
方
法
を
貫
い
て
法
の
自
然
科
学
を
樹
立
し
得
る
か
、
と
い
っ
た
方
向
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

純
理
法
学
で
は
、
学
問
の
側
か
ら
、
対
象
た
る
法
を
構
想
す
る
こ
と
を
企
て
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
対
象
た
る
法
は
具
体
的

な
法
で
は
な
く
、
学
問
の
対
象
と
し
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
践
的
文
化
的
な
性
質
を
失
い
理
論
的
文
化
に
変
質
さ
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
は
、
受
令
者
を
持
た
な
い
、
整
序
規
範
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
ら
の
立
場
と
し
て
、
前
述
の
と
お
り
、
経
験
主
義
的
立
場
、
批
判
主
義
的
立
場
、
現
象
学
的
立
場
の
三
つ
の
立
場
に
分
類

さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
根
拠
・
方
法
・
名
称
は
異
な
る
が
、
共
通
点
と
し
て
、
対
象
と
す
る
法
が
、
自
然
的
「
在
」
な
い
し
観
念
的

「
在
」
で
あ
る
こ
と
（
89
）（
主
体
的
「
在
」
で
は
な
い
こ
と
）、
整
序
規
範
の
単
層
構
造
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

整
序
規
範
は
、
技
術
的
な
法
と
し
て
理
解
さ
れ
て
も
お
り
、
法
か
ら
倫
理
性
を
排
除
す
る
こ
と
と
表
裏
一
体
の
よ
う
に
論
じ
ら

マ
マ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
通
常
は
裁
判
規
範
と
し
て
把
握
さ
れ
、
既
生
の
事
件
を
裁
く
「
物
指
し
」
の
よ
う
な
役
目
を
演
じ
る
こ
と

が
法
の
機
能
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
法
が
生
活
関
係
の
跡
片
付
け
規
範
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
整
序
規
範
は
《
適
用
さ
れ

る
べ
き
規
範
》
で
あ
り
、
こ
れ
を
重
視
す
る
純
理
法
学
に
対
し
て
、
廣
濱
は
、
我
々
の
行
為
を
未
来＝

現
在
的
に
動
機
付
け
る
契

機
、
あ
る
い
は
遵
行
﹇≒

遵
守
﹈
さ
れ
る
べ
き
法
、
即
ち
行
為
規
範
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
注
目

し
て
い
く
も
の
が
、
次
に
述
べ
る
《
自
然
法
学
》
の
立
場
で
あ
る
。
た
だ
、
自
然
法
学
以
外
に
も
、
純
理
法
学
に
対
す
る
批
判
的

立
場
に
つ
い
て
廣
濱
は
説
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
も
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
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②
自
然
法
学
と
そ
の
問
題
点：

純
理
法
学
の
特
質
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
実
定
法
が
成
文
法
に
限
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
無
視
さ
れ
た
法
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
起
き
た
、
純
理
法
学
に
対
す
る
抗
議
と
し

て
、
廣
濱
は
自
由
法
運
動
に
言
及
す
る
（
90
）。
尤
も
、
自
由
法
運
動
が
重
視
し
た
法
も
、
廣
濱
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
に
お
い
て
適
用
さ

る
べ
き
、
整
序
規
範
レ
ベ
ル
の
枠
内
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
生
き
た
整
序
規
範
に
よ
っ
て
、
概
念
的
な
整
序
規
範
を
逐
出
し
た
に
過

ぎ
な
い
。
そ
う
し
て
、
整
序
規
範
の
単
層
構
造
に
お
い
て
法
を
把
握
す
る
態
度
﹇
自
体
﹈
へ
の
批
判
を
行
う
も
の
と
し
て
、
廣
濱

が
次
に
言
及
す
る
の
が
、
自
然
法
学
で
あ
り
、
い
わ
ば
ブ
リ
ッ
ジ
と
し
て
、
自
然
法
の
再
生
―
―
尤
も
こ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
そ
れ
で
は
な
く
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
現
れ
た
そ
れ
で
あ
る
―
―
に
言
及
し
つ
つ
、
純
理
法
学
が
否
定
し
た
と
こ
ろ
の
自
然

法
が
台
頭
し
て
き
た
流
れ
に
触
れ
て
い
る
。

行
為
規
範
を
中
心
に
据
え
る
《
自
然
法
学
》
に
つ
い
て
（
91
）、
廣
濱
は
、
時
代
・
場
所
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
普
遍
的
に
妥
当

す
る
法
と
し
て
の
自
然
法
に
関
し
て
、
そ
の
妥
当
性
の
根
拠
を
、
条
理
に
帰
す
る
も
の
（
条
理
の
自
然
法
）、
神
に
帰
す
る
も
の

（
神
の
自
然
法
）、
人
性
に
帰
す
る
も
の
（
人
間
の
自
然
法
）
の
三
つ
に
区
別
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
次
の
点
で
相
一
致
す

る
。
ま
ず
、《
法
の
理
念
を
正
義
と
な
し
、
そ
の
客
観
的
存
在
を
認
め
る
》
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
に
、《
法
と
道
徳
と
の
合
一
、

融
合
を
自
明
の
こ
と
と
す
る
こ
と
》
で
あ
っ
て
、
法
を
道
徳
と
区
別
し
て
考
察
す
る
立
場
に
お
い
て
も
、
法
と
道
徳
と
の
間
に
存

在
す
る
関
連
は
忘
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
自
然
法
学
が
、
適
用
さ
る
べ
き
法
（
整
序
規
範
）
の
他
に
、
遵
行

（
遵
守
）
さ
る
べ
き
法
（
行
為
規
範
）
を
認
め
る
だ
け
で
な
く
、
遵
行
さ
る
べ
き
法
を
重
ん
じ
て
こ
れ
を
第
一
次
規
範
と
し
て
、

適
用
さ
る
べ
き
法
を
第
二
次
的
な
補
充
規
範
と
し
て
遇
し
て
い
る
、
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
行
為
規
範
の
位
置
づ
け
が
、

《
法
に
お
け
る
倫
理
性
の
重
視
》
を
意
味
し
、
廣
濱
は
そ
こ
に
自
然
法
の
現
代
的
意
義
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
92
）。
他
方
、
自
然
法
学

の
問
題
性
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
。
こ
の
点
の
廣
濱
の
論
述
は
や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
理
性
的
自
然
法
と
、
神
の
自
然
法
に
対
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
論
難
す
る
（
93
）。

松
山
大
学
論
集

第
二
十
六
巻

第
四
号

六
四

167



ま
ず
、
理
性
的
自
然
法
に
対
し
て
は
、
遵
行
さ
れ
る
べ
き
行
為
規
範
の
達
成
目
標
を
、
個
人
人
格
の
完
成
に
置
い
て
い
る
こ
と

か
ら
、
人
間
の
把
握
を
抽
象
的
な
人
間
像
に
お
い
て
な
し
て
い
る
（
94
）。
し
か
し
、《
人
間
最
高
の
道
徳
が
、
国
家
の
一
因
と
し
て
国

家
の
生
々
発
展
に
寄
与
し
、
歴
史
の
進
展
に
参
加
す
る
こ
と
に
あ
る
》と
い
う
こ
と
の
具
体
的
把
握
に
欠
け
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
三
重
構
造
論
の
観
点
か
ら
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
理
性
的
自
然
法
﹇
の
立
場
﹈
が
、
組
織
規
範
を
有
し
な
い
と
い
う
点

に
あ
る
。
曰
く：
「
法
は
全
體
者
た
る
國
家
の
聲
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
個
人
に
外
か
ら
與
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

同
時
に
、法
は
個
人
が
全
體
者
た
る
國
家
へ
の
参
加
意
思
で
あ
る
か
ら
、必
ず
個
人
の
内
か
ら
發
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

外
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
内
な
る
も
の
を
貫
き
、
内
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
外
な
る
も
の
を
包
む
と
こ
ろ
に
、
法
の
さ
な
が

ら
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
理
性
的
自
然
法
は
こ
の
外
か
ら
と
い
ふ
こ
と
を
見
落
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
組
織
規
範
を
有
た
な
い
の

で
あ
る
（
95
）。」。《
外
か
ら
》
と
い
う
点
に
関
わ
る
の
が
組
織
規
範
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
自
然
法
論
で
も
、
こ
の
点
を
意

識
し
て
い
た
も
の
が
、
個
人
を
超
え
て
全
体
者
た
る
神
の
権
威
に
根
ざ
し
て
い
る
、
神
の
自
然
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
尤
も
、
廣

濱
は
こ
れ
に
も
批
判
的
で
あ
る
。
そ
の
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
国
家
と
教
会
と
の
関
係
で
あ
り
、
欧
米
諸
国
に
と
っ
て
は
そ
う
だ

と
い
う
に
止
ま
り
、
組
織
規
範
は
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
そ
れ
で
あ
る
限
り
、
世
界
の
ど
こ
に
お
い
て
も
然
り
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
し
て
、
こ
れ
を
斥
け
て
い
る
。

③
全
体
法
学
へ：

こ
の
よ
う
に
、
純
理
法
学
と
自
然
法
学
と
を
斥
け
る
廣
濱
が
志
向
す
る
の
は
、
全
体
法
を
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
法
学
で
あ
る
。
こ
こ
で
全
体
法
と
は
、
上
述
し
た
全
体
規
範
、
即
ち
組
織
規
範－

行
為
規
範－

裁
決
（
整
序
）
規
範
の
三

重
構
造
を
有
す
る
全
体
と
し
て
の
法
で
あ
る
。
純
理
法
学
が
裁
決
規
範
の
み
を
、
自
然
法
学
が
行
為
規
範
ま
で
し
か
把
握
で
き
て

お
ら
ず
（
神
の
自
然
法
論
は
除
く
が
）、
組
織
規
範
ま
で
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
―
―
廣
濱
の
両
法
学
に
対
す
る

批
判
を
端
的
に
ま
と
め
る
と
こ
う
な
る
。
廣
濱
は
、
全
体
法
へ
の
歩
み
と
し
て
、
民
族
的
歴
史
法
と
弁
証
法
的
全
体
法
の
二
つ
を

説
い
て
い
る
（
96
）。
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民
族
的
歴
史
法
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（Friedrich
K
arlvon

Savigny

）
の
見
解
で
あ
る
。
注
目
さ

れ
て
い
る
点
を
か
い
つ
ま
む
と：

法
の
基
礎
に
民
族
の
共
通
生
活
を
置
く
こ
の
立
場
で
は
、
法
が
民
族
と
共
に
成
立
・
栄
え
る
と

い
う
こ
と
（
慣
習
法
へ
の
視
線
）、
殊
に
民
族
が
法
の
主
体
で
あ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
し
か
し
、
廣
濱
は
、
民
族
を
人
間
の

全
体
者
・
法
の
主
体
と
す
る
見
解
（
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
（O

tto
K
oellreutter

）
の
見
解
が
引
か
れ
て
い
る
）
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

可
能
で
あ
っ
て
も
、
一
般
に
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
す
る
。
そ
う
で
は
な
く
、「
國
家
こ
そ
、
人
間
の
全
體
者
た
る
に
値
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
民
族
は
國
家
と
し
て
己
れ
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
國
民
と
な
り
、
國
民
た
る
こ
と
に
よ
つ
て
人
間

の
全
體
性
に
生
き
得
る
の
で
あ
る
」
と
（
97
）。
法
の
主
体
を
民
族
か
ら
国
家
に
引
き
上
げ
、
民
族
的
歴
史
法
が
国
民
的
歴
史
法
に
な
ら

な
い
と
、
歴
史
法
の
意
味
が
貫
か
れ
な
い
、
と
す
る
。

そ
こ
で
廣
濱
が
注
目
す
る
の
が
、
歴
史
的
現
実
の
論
理
で
あ
り
、
全
体
者
の
自
己
発
展
の
論
理
で
あ
る
《
弁
証
法
》
で
あ
る
。

そ
れ
は
、法
を
全
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
法
哲
学
が
採
る
べ
き
立
場
と
し
て
据
え
ら
れ
て
お
り
、即
ち
、主
観
的
・
個
人
的
・

原
子
的
・
合
理
的
な
啓
蒙
思
想
に
基
づ
く
理
性
的
自
然
法
の
立
場
と
、
客
観
的
・
超
個
人
的
・
全
体
的
・
現
実
的
な
歴
史
主
義
に

基
づ
く
民
族
的
歴
史
法
の
立
場
と
の
分
裂
矛
盾
を
統
一
す
る
意
味
に
お
い
て
、
弁
証
法
的
立
場
に
発
展
す
る
こ
と
が
、
正
に
弁
証

法
的
必
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
説
く
（
98
）。
そ
の
嚆
矢
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
弁
証
法
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
た
も
の
と

し
て
唯
物
弁
証
法
が
説
か
れ
る
。
尤
も
、
い
ず
れ
も
が
一
面
的
・
抽
象
的
で
あ
り
、
そ
の
主
張
が
か
え
っ
て
弁
証
法
を
否
定
す
る

結
果
を
見
て
い
る
と
し
て
い
る
。こ
れ
に
対
し
て
廣
濱
が
行
き
着
く
の
は
、絶
対
弁
証
法
で
あ
る
。こ
の
絶
対
弁
証
法
に
お
い
て
、

国
家
の
組
織
規
範
を
重
ん
じ
、
そ
れ
を
核
実
と
し
て
法
を
三
重
構
造
の
全
体
規
範
と
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
と
す
る
の
で
あ

る
（
99
）。そ

し
て
、
こ
の
全
体
法
学
の
中
に
お
い
て
、
前
述
し
た
実
定
法
学
／
純
理
法
学
／
法
哲
学
の
三
部
門
の
体
系
が
据
え
ら
れ
る
。
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第
三
節

そ
の
他

こ
こ
で
は
、
右
記
以
外
の
点
で
、
法
理
学
に
関
し
て
気
に
な
る
点
に
つ
い
て
、
項
目
ご
と
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑴

法
律
学
方
法
論
に
つ
い
て：

廣
濱
は
、（
今
日
の
法
哲
学
の
三
分
類
に
お
け
る
（
100
））
法
律
学
方
法
論
に
関
し
て
も
、
相
対
的

に
見
て
数
は
少
な
い
が
、
研
究
を
公
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
揺
籃
期
の
中
で
早
期
の
も
の
と
し
て
、『
私
法
學
序
説
』
に
収
め
ら

れ
た
、「
私
法
法
典
と
裁
判
」
と
「
私
法
適
用
の
論
理
」
と
「
私
法
學
の
對
象
と
方
法
」（
再
録
に
あ
た
り
タ
イ
ト
ル
に
変
更
が
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
注
11
参
照
）
で
あ
る
。「
私
法
法
典
と
裁
判
」
は
、
ス
イ
ス
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
の
エ
ッ
ガ
ー
（A

ugustEgger

）

の
、
同
題
の
論
稿
（Zivilgesetzbuch

und
Rechtsprechung,1913

）
（
101
）の
抄
訳
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
廣
濱
が
随
所
に
日
本

の
文
献
や
学
説
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
後
の
晩
年
に
お
け
る
、「
法
に
お
け
る
解
釈
と
適
用（
上
）」（
注

22
）
で
も
、
法
解
釈
論
争
を
受
け
て
、
方
法
論
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
同
論
文
の
冒
頭
に
お
い
て
、
廣
濱
は
、
自
ら
の
研
究
の

遍
歴
に
お
け
る
方
法
論
の
位
置
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
エ
ッ
ガ
ー
の
話
を
含
め
、
法
の
適
用
・
解
釈
の
問
題
か
ら

廣
濱
の
学
究
生
活
が
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の
の
、
し
ば
ら
く
は
そ
こ
か
ら
離
れ
、
こ
の
「
法
に
お
け
る
解
釈
と
適
用
」
に
つ
い
て
、

振
り
出
し
に
戻
る
と
い
う
自
己
理
解
を
示
し
て
い
る
（
102
）。

廣
濱
が
、『
私
法
學
序
説
』
以
降
、
方
法
論
に
関
し
て
、
特
段
に
言
及
す
べ
き
よ
う
な
考
察
を
深
め
て
は
い
な
い
理
由
は
必
ず

し
も
判
然
と
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
方
法
論
よ
り
も
、
教
育
の
ほ
う
へ
の
関
心
が
大
き
く
向
い
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
一
因

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
103
）。
あ
る
い
は
、
三
重
構
造
論
に
関
連
づ
け
る
と
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
戦
時
展
開
期
の
見
解
に
お

い
て
は
、
特
に
行
為
規
範
の
性
格
の
変
化
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
べ
て
、
裁
決
規
範
へ
の
関
心
と
そ
れ
に
課
せ
ら
れ
る
期
待

は
小
さ
い
。
三
重
構
造
論
に
お
い
て
方
法
論
が
最
も
関
連
す
る
の
が
裁
決
規
範
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
点
の
事
情
も
、

方
法
論
へ
の
取
り
組
み
が
（
相
対
的
に
）
深
く
な
い
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

⑵

経
験
法
学
研
究
へ
の
取
り
組
み
と
そ
れ
か
ら
の
乖
離
（
？
）：

廣
濱
が
中
期
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
仕
事
と
し
て
、
経
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験
法
学
に
関
す
る
研
究
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
104
）。
こ
れ
は
、
分
析
法
学
か
ら
始
ま
り
、
一
般
法
学
、
比
較
法
学
、
歴
史
法
学
、

功
利
主
義
法
学
、
社
会
学
的
法
学
、
社
会
主
義
の
法（
学
）へ
の
浸
透
と
い
う
、
全
部
で
七
部
の
構
成
か
ら
成
る
も
の
で
あ
っ
た
（
105
）。

と
は
い
え
、
当
の
廣
濱
自
身
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
取
り
組
ん
だ
な
い
し
取
り
上
げ
た
立
場
の
い
ず
れ
か
に
与
す
る
と
い
う
よ
り

は
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
か
ら
距
離
を
置
い
て
、
前
述
し
た
全
体
法
学
と
い
う
立
場
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
（
法
）

思
想
的
経
緯
な
い
し
変
遷
の
過
程
と
所
以
に
つ
い
て
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
廣
濱
自
身
の
―
―

法
哲
学
と
い
う
よ
り
も
―
―
哲
学
が
基
礎
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
106
）。
既
に
揺
籃
期
に
お
い
て
（
絶
対
）
弁
証
法
へ
と
強
い
視
線

を
投
げ
か
け
て
い
た
廣
濱
は
、
確
立
期
に
お
い
て
は
、
法
理
学
を
《
全
体
的
把
握
の
学
》
と
し
て
お
り
、
そ
の
方
法
と
し
て
弁
証

法
を
と
る
こ
と
を
唱
え
、
さ
ら
に
は
法
の
三
重
構
造
﹇
論
﹈
や
二
重
性
格
﹇
論
﹈
も
、
弁
証
法
的
把
握
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
い

る
（
107
）。
お
そ
ら
く
は
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
哲
学
の
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
は
大
き
な

課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

（
43
）
以
下
、
こ
の
自
然
法
則
と
規
範
法
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
四－

八
頁
、
同
『
法
理

學
』
前
掲
（
注
18
）
一
〇－

一
五
頁
。

（
44
）
自
然
法
則
と
規
範
法
則
の
違
い
に
つ
い
て
、
廣
濱
は
、
次
の
三
点
に
即
し
て
論
じ
て
い
る
。
第
一
は
、《
違
反
可
能
性
》
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

り
、
規
範
法
則
は
そ
の
作
用
を
人
為
的
に
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
即
ち
違
反
が
可
能
で
あ
る
）
が
、
自
然
法
則
は
そ
の
作
用
を
人
為
的
に
妨
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
二
は
、《
法
則
の
実
現
が
資
す
る
も
の
﹇
い
わ
ば
対
象
﹈》
に
よ
る
区
別
で
あ
り
、
規
範
法
則
は
、
法
則
の
実
現
が
そ
の

ま
ま
価
値
や
文
化
の
高
揚
に
仕
え
た
り
す
る
の
に
対
し
て
、
自
然
法
則
は
、
法
則
通
り
に
働
い
た
か
ら
と
い
っ
て
別
に
価
値
が
実
現
さ
れ
た
り
目

的
が
到
達
さ
れ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
三
は
、《
原
因
と
結
果
と
の
関
係
》
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
規
範
法
則
で
は
、
自
然
的
経
過
で
は

《
結
果
》
た
る
べ
き
も
の
が
時
間
的
に
ま
ず
目
的
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
自
然
的
経
過
で
は
時
間
的
に
先
に
あ
る
《
原
因
》
が
そ
の
目
的
の
手
段

と
し
て
後
続
す
る
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
自
然
法
則
で
は
、
時
間
的
に
先
行
す
る
《
原
因
》
に
、
時
間
的
に
後
続
す
る
《
結
果
》

が
従
う
、
と
さ
れ
る
。
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
四－
七
頁
、
な
お
、
同
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
一－

一
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五
頁
。

（
45
）
こ
の
三
つ
の
区
分
は
、
過
去
／
現
在
／
未
来
と
い
う
時
間
軸
と
対
応
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲

（
注
16
）
九
頁
。

（
46
）
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
四
八
頁
。
廣
濱
は
、
こ
の
課
題
に
つ
き
、
ラ
ス
ク
（Em

ilRask

）
の
『
法
哲
学

（Rechtsphilosophie

）』
が
、
こ
の
課
題
を
二
分
し
て
、
法
の
哲
学
と
法
律
学
方
法
論
と
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、
廣
濱
が
指
図
的
任
務

と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
法
律
学
方
法
論
的
課
題
に
他
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
と
な
る
と
、
法
律
学
方
法
論
も
、
法
理
学
に
含
ま
れ
る
よ
う

に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
位
置
づ
け
は
、
定
か
で
は
な
い
。
本
章
第
三
節
⑴
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
47
）
な
お
、
法
制
史
は
、
法
（
で
あ
っ
た
も
の
）
の
歴
史
的
把
握
を
行
う
も
の
と
さ
れ
（
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）

九－

一
二
頁
）、
立
法
論
は
、
未
来
の
法
規
範
（
理
想
規
範
）
を
対
象
と
す
る
も
の
、
と
さ
れ
る
（
参
照
、
同
論
文
三
三－

三
八
頁
）。
こ
の
法
制

史
／
解
釈
法
学
／
立
法
論
の
三
分
は
、
確
立
期
以
降
で
は
、
後
述
す
る
《
実
定
法
学
》
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』（
注

18
）
四
三
頁
。

（
48
）
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
二
頁
。
解
釈
法
学
は
、
神
学
性
と
新
與
性
と
い
う
二
つ
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
て
お
り
（
参
照
、
同
二
五－

二
九
頁
）、
後
年
に
お
い
て
も
こ
の
点
は
保
持
さ
れ
て
い
る
（
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
四
六－

五
〇
頁
。

（
49
）
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
二－

一
三
頁
・
二
九－

三
三
頁
。
こ
の
区
別
は
、
後
年
の
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲

（
注
18
）
五
一－

五
二
頁
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

（
50
）
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
四
頁
。

（
51
）
以
下
は
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
三
八－

四
一
頁
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
52
）
以
下
は
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
四
一－

四
六
頁
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
53
）
参
照
、
廣
濱
「
法
理
學
の
體
系
に
つ
い
て
」
前
掲
（
注
16
）
一
頁
。
同
論
文
は
、
そ
の
題
目
の
と
お
り
、
法
理
学
の
体
系
に
つ
い
て
、「
法
を
對

象
と
す
る
學
問
」
論
文
に
萌
芽
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
『
法
理
學
』
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
に
至
る
廣
濱
の
思
索
と
研
究
に
と
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し

た
、
法
理
学
の
史
的
展
開
を
、
体
系
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
て
い
る
（
委
細
は
省
略
す
る
）。

（
54
）
廣
濱
自
身
に
よ
る
端
的
な
ま
と
め
と
し
て
は
、
参
照
、
廣
濱
「
法
理
學
の
體
系
に
つ
い
て
」
前
掲
（
注
16
）
一
八－

一
九
頁
。

（
55
）
付
言
す
る
と
、
本
文
の
す
ぐ
前
で
見
た
揺
籃
期
で
は
、
い
わ
ば
《
法
の
哲
学
》
の
み
が
哲
学
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
確
立
期
で

は
、
法
理
学
一
般
が
哲
学
と
さ
れ
て
い
る
点
に
相
異
が
あ
る
。
な
お
、
本
文
の
文
脈
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
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二
九－

三
〇
頁
に
お
い
て
は
、
科
学
と
哲
学
と
を
区
別
す
る
見
解
に
与
し
て
い
る
。
こ
の
科
学
と
哲
学
の
区
別
が
、
純
理
法
学
と
法
哲
学
の
区
別

に
連
な
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
《
廣
濱
の
哲
学
》
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
う
え
で
重
要
な
着
眼
点
と
な
る
（
本
章
末

尾
参
照
）。

（
56
）
参
照
、
廣
濱
「
法
理
學
の
體
系
に
つ
い
て
」
前
掲
（
注
16
）
一
八
頁
、
同
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
二
六
頁
、
同
「
現
代
法

理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
五
一
頁
。

（
57
）
廣
濱
は
、
淵
源
の
言
表
が
多
義
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
形
式
的
淵
源
（
法
の
効
力
の
根
源
、
法
の
主
体
を
指
し
、
日
本
の
実
定
法
に
つ
い
て
は
、

大
日
本
帝
国
の
宏
漠
が
こ
れ
に
当
た
る
と
す
る
）
と
、
実
質
的
淵
源
（
法
の
素
材
の
淵
源
、
即
ち
法
の
実
質
が
そ
れ
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
資
料
）

と
に
区
別
し
、
後
者
を
さ
ら
に
法
律
的
淵
源
（
成
文
法
・
慣
習
法
・
判
例
法
）
と
歴
史
的
淵
源
（
法
律
的
淵
源
の
出
所
素
性
、
外
国
法
・
学
説
・

慣
例
・
道
徳
等
）
に
区
別
し
て
、
法
律
的
淵
源
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
く
（
委
細
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
割
愛
す
る
）。
参
照
、
廣
濱
『
法

理
學
』
前
掲
（
注
18
）
三
三－

四
一
頁
。
こ
の
う
ち
、
前
者
の
形
式
的
淵
源
に
つ
き
、「
大
日
本
帝
国
の
宏
漠
」
と
い
う
点
は
、
法
の
効
力
に
関
す

る
廣
濱
の
議
論
を
見
る
う
え
で
重
要
と
な
る
（
第
三
章
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
）。
な
お
、
こ
の
形
式
的
淵
源
／
実
質
的
淵
源
の
区
別
（
自
体
）
は
、

廣
濱
の
揺
籃
期
の
仕
事
で
あ
る
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
九
頁
に
お
い
て
既
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
同
論
文
に
お
い
て
は
、

裁
決
規
範
（
の
淵
源
）
を
め
ぐ
る
と
こ
ろ
で
説
か
れ
て
お
り
（
な
お
、
形
式
的
淵
源
に
つ
い
て
、
上
述
し
た
「
大
日
本
帝
国
の
宏
漠
」
に
つ
い
て

の
論
及
を
欠
い
て
い
る
）、『
法
理
學
』
の
同
所
に
お
い
て
は
「
實
定
法
の
淵
源
（
法
源
）」
と
い
う
箇
所
で
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
に
留
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
58
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
三
〇
頁
・
六
八
頁
以
下
。

（
59
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
三
〇
頁
。

（
60
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
四
九－

一
六
七
頁
。
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
三
〇－

二
四
一
頁
で
は

「
自
然
法
学
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
同
論
文
の
記
述
で
は
、
純
理
法
学
〜
自
然
法
学
〜
全
体
法
学
と
い
う
展
開
を
基
軸
と
し
た
、

法
思
想
史
的
観
点
が
前
面
に
出
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
法
学
の
展
開
に
つ
い
て
の
理
解
に
つ
い
て
の
、《
確
立
期
》
と
《
戦
時
展
開
期
》
と
の

間
の
相
違
と
し
て
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
61
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
六
七－

一
七
六
頁
。

（
62
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
七
六－

一
九
五
頁
。

（
63
）
と
な
る
と
、
三
重
構
造
論
の
着
想
や
展
開
に
つ
い
て
の
契
機
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
に
対
し
て
、
特
に
、
如
何
な
る
契
機

を
以
て
廣
濱
が
、
揺
籃
期
に
お
け
る
い
わ
ば
《
規
範
の
三
種
類
論
》
を
越
え
て
《
三
重
構
造
論
》
を
唱
え
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
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い
て
、
明
確
な
解
答
を
発
見
で
き
ず
に
い
る
（
後
掲
の
注
69
の
、
民
法
学
に
お
け
る
廣
濱
の
関
心
と
の
関
連
な
ど
が
手
掛
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ

る
）。
規
範
の
重
層
構
造
に
つ
い
て
、
廣
濱
は
、
法
を
重
層
構
造
に
お
い
て
把
握
す
る
（
先
行
的
）
見
解
と
し
て
、
次
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
（
参

照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
五
頁
、
お
よ
び
後
述
す
る
同
「
法
規
の
構
造
」
前
掲
（
注
16
）
九
〇－

九
三
頁
）。
ま
ず
、
デ
ュ
ギ
ー
の

《
規
範
的
法
規
／
構
成
的
・
技
術
的
法
規
》
の
区
別
（
廣
濱
は
こ
れ
を
組
織
規
範
と
裁
決
規
範
の
二
重
構
造
と
考
え
て
い
る
（
引
か
れ
て
い
る
文
献

（「
法
規
の
構
造
」
論
文
）
は
次
の
も
の
で
あ
る：

Léon
D
uguit,

Traité
de
D
roitconstitutionnel,

t.I,3
d.éd.,1927

,
S.105

－116

）。
そ
し
て
、

ケ
ル
ゼ
ン
の
《
第
一
次
規
範
（
強
制
規
範
）／
第
二
次
規
範
（
社
会
規
範
）
の
複
合
体
と
把
握
す
る
見
解
で
あ
る
。
廣
濱
は
こ
れ
を
、
裁
決
規
範
と

行
為
規
範
の
二
重
構
造
と
理
解
し
て
い
る
（
廣
濱
は
、
尾
高
の
『
法
哲
学
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
五
年
）
二
〇
八
頁
以
下
を
参
照
さ
せ
て
い
る

が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
ど
の
文
献
な
の
か
は
、
廣
濱
も
尾
高
も
明
記
し
て
は
い
な
い
）。
ま
た
、
田
中
耕
太
郎
の
、
組
織
法
・
行
為
法
の
二
重
構
造
論
も

挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
田
中
耕
太
郎
『
法
律
学
概
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
一
年
か
）
三
四
九
頁
以
下
、
同
「
組
織
法
と
し
て
の
商
法
と
行
為
法

と
し
て
の
商
法
」
同
『
商
法
研
究
第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
九
年
）。
こ
の
う
ち
、
デ
ュ
ギ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
揺
籃
期
の
中
で
も
か

な
り
早
期
に
書
か
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
論
文
の
、
廣
濱
「
法
規
の
構
造
」
前
掲
（
注
16
）
九
〇－

九
三
頁
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

同
論
文
に
お
い
て
は
、
法
命
題
の
性
質
論（
命
令
説
や
判
断
説
な
ど
、
今
日
に
お
け
る
諸
説
の
整
理
と
検
討
と
し
て
、
参
照
、
青
井
・
前
掲（
注
1
）

第
三
章
）
や
法
命
題
の
構
造
論
（
参
照
、
青
井
・
前
掲
（
注
1
）
第
十
六
章
）
へ
の
関
心
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
（
一
般

的
な
意
味
で
の
）
狭
義
の
法
理
論
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
が
、
本
稿
で
は
こ
の
点
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。
ま
た
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
つ
い
て
も
同
論
文

で
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
の
も
の
に
止
ま
っ
て
お
り
（
参
照
、
同
論
文
八
五－

八
八
頁
）、
法
段
階
構
造
論
に
つ

い
て
は
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
規
範
の
構
造
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る：

善
家
幸
敏
「
法
の
構
造
―
―
特
に
そ
の
規
範

構
造
を
中
心
と
し
て
―
―
」
愛
知
學
院
大
學
論
叢
法
學
研
究
二
七
巻
一
・
二
号
（
一
九
八
四
年
）
一
七－

五
二
頁
。

（
64
）
後
二
者
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
く
と：

「
正
義
と
衡
平
」
に
つ
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
正
義
概
念
（
社
会
・
国
家
・
人
間
の
徳
）
と
東
洋
に

お
け
る
正
義
概
念
の
概
念
史
的
対
比
が
簡
単
に
行
わ
れ
て
か
ら
、
実
定
法
に
顕
現
す
る
正
義
（
実
定
法
内
在
的
正
義
）
と
衡
平
に
顕
身
す
る
正
義

（
実
定
法
対
立
的
正
義
）、
そ
し
て
全
体
と
し
て
の
正
義
と
し
て
、
実
定
法
超
越
的
正
義
の
三
つ
が
整
理
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
が
展
開
さ
れ

て
い
る
（
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
二
二
三－

二
三
一
頁
）。「
政
治
と
教
育
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
営
む
生
活
が
政
治
で
あ
り
、

政
治
は
教
育
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
か
ら
、
政
治
・
教
育
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
自
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
参
照
、

同
書
二
三
一－

二
三
九
頁
）。

（
65
）
こ
の
件
（
一
九
六－

二
〇
三
頁
）
で
引
か
れ
て
い
る
哲
学
の
文
献
は
次
の
も
の
で
あ
る
（
出
版
社
と
刊
行
年
は
服
部
に
よ
る
補
足
）：

和
辻
哲
郎

『
人
間
の
學
と
し
て
の
倫
理
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）、
同
『
倫
理
学
上
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
）、
西
田
幾
多
郎
「
歴
史
」
同
『
思
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索
と
体
験
』（
岩
波
書
店
、
一
九
一
九
年
）、
同
『
哲
学
の
根
本
問
題
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
）、
同
『
哲
学
論
文
集
第
一
』（
岩
波
書
店
、
一

九
三
五
年
）。
殊
に
西
田
の
国
家
観
（
国
家
に
お
け
る
、
矛
盾
的
自
己
同
一
の
弁
証
法
に
よ
る
、
人
間
と
し
て
の
絶
対
的
全
体
性
の
顕
現
）
と
、
自

覚
的
直
観
に
、
廣
濱
は
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
66
）
廣
濱
の
「
文
化
」
論
に
つ
い
て
、
法
文
化
論
の
観
点
か
ら
こ
れ
に
注
目
し
て
検
討
を
図
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
千
葉
「
法
と
文
化
Ⅰ
」

前
掲
（
注
39
）
六
二－

六
三
頁
、
同
「
法
と
文
化
Ⅷ
法
の
シ
ン
ボ
ル
」
法
律
時
報
五
〇
巻
二
号
（
一
九
七
八
年
）
八
三
頁
。

（
67
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
二
六－

二
九
頁
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
六－

二
〇
八
頁
。
尤
も
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
両
文
献
の
記
述
の
あ
り
方
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
論
文
を
ベ
ー
ス
と
す
る
。

（
68
）
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
七
頁
。

（
69
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
五
頁
以
下
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
八
頁
以
下
。
本
稿
で
は
《
民

法
学
者
と
し
て
の
廣
濱
》
に
つ
い
て
の
考
察
を
断
念
し
て
い
る
が
、
三
重
構
造
論
の
よ
う
な
法
の
立
体
的
な
把
握
を
説
く
に
あ
た
り
、
廣
濱
の
民

法
学
と
の
関
連
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
廣
濱
は
、
民
法
総
則
（
の
通
則
性
）
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
財
産
関
係
を
《
人
格
の
平
面

的
関
係
》
と
、
身
分
関
係
を
《（
人
格
の
）
立
体
的
関
係
》
と
し
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
『
私
法
學
序
説
』
前
掲
（
注
11
）
四
七
頁
。
こ
の
よ
う
な

実
定
法
上
の
身
分
関
係
・
身
分
法
へ
の
（
強
い
）
意
識
が
、
法
理
学
に
お
け
る
規
範
の
重
層
構
造
的
・
立
体
的
把
握
、
中
で
も
組
織
規
範
（＝

制

度
）
へ
の
着
目
に
ど
う
繫
が
る
か
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
考
察
を
深
め
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
70
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
揺
籃
期
の
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
で
は
、
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て
お
り
、「
社
會
が
法
的
秩
序
を
以
て
組
織
立

て
ら
れ
て
を
る
と
い
ふ
こ
と
」（
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
四
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
71
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
九
頁
。
同
所
で
は
、
さ
ら
に
、「
民
法
も
商
法
も
、
憲
法
に
光
被
さ
れ
て
は
じ

め
て
民
法
・
商
法
た
り
得
る
わ
け
で
あ
り
、
統
制
法
の
出
現
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
民
法
・
商
法
が
憲
法
的
民
法
・
商
法
た
る
べ
き
も
の
な
る
こ

と
を
、
法
の
三
重
構
造
觀
は
示
唆
す
る
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ
の
点
は
、
あ
る
い
は
、（
戦
後
）
憲
法
学
に
お
け
る
私
人
間
効
力
な
ど
の
問
題
を

も
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

（
72
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
六－

一
七
頁
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
八
頁
、
制
度
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
、
廣
濱
「
制
度
考
」
前
掲
（
注
16
）。

（
73
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
六
頁
。

（
74
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」（
注
18
）
二
〇
八
頁
。

（
75
）
以
下
、
こ
の
﹇
補
論
﹈
で
は
、
廣
濱
『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』
前
掲
（
注
16
）
に
収
録
さ
れ
た
「
制
度
論
」
同
書
二
〇
九－

二
五
二
頁
の
要

松
山
大
学
論
集

第
二
十
六
巻

第
四
号

七
二
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点
を
ま
と
め
る
。

（
76
）
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
五－

一
六
頁
、
同
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
七－

一
九
頁
、
同
「
現
代
法
理

學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
九－

二
一
一
頁
。
こ
の
行
為
規
範
の
定
義
お
よ
び
定
式
化
（
本
文
で
後
述
す
る
、
道
徳
と
の
相
違
―
―
そ

こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
組
織
規
範
と
の
関
連
性
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
お
け
る
記
述
の
間
に
、
大
き
な
相
違
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

（
77
）
こ
の
行
為
規
範
の
任
務
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
八－

一
九
頁
。

（
78
）
廣
濱
は
、
後
年
に
お
い
て
、
こ
の
「
遵
守
」
と
い
う
言
葉
に
代
え
て
、「
遵
行
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
廣
濱
『
日

本
的
私
法
制
度
論
考
』
前
掲
（
注
16
）
序
二
頁
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う：

「『
遵
守
』
の
消
極
性
を
離
れ
て
、『
遵
行
』
の
積
極
性
に
執
か
ん

が
た
め
で
あ
る
」。

（
79
）
裁
決
規
範
は
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
六
頁
と
同
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
二
〇
頁
に
お
い
て
は
、「
評
価
規
範
」

と
も
さ
れ
て
い
た
。
裁
決
規
範
が
整
序
規
範
へ
と
変
わ
る
の
は
、
廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」（
注
18
）
一
二
五
頁
に
お
い
て
で
あ
る
。

な
お
、
戦
後
に
お
い
て
は
、「
整
序
規
範
（
或
は
、
裁
決
規
範
と
も
裁
判
規
範
と
も
い
う
）」
と
さ
れ
て
い
る
（
廣
濱
「
法
に
お
け
る
解
釈
と
適
用

（
上
）」
前
掲
（
注
22
）
四
四
頁
）
が
、
基
本
的
に
は
整
序
規
範
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
参
照
、
廣
濱
・
同
論
文
四
七
頁
な
ど
）。

（
80
）
と
は
い
え
、
裁
決
規
範
は
、
社
会
成
員
（『
法
理
學
』
二
〇
頁
の
表
現
）
な
い
し
一
般
国
民
（「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
二
一
一
頁
の
表
現
）

を
全
く
拘
束
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
間
接
的
な
拘
束
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
裁
決
規
範
を
適
用
し
て
な
さ
れ
た

裁
判
は
、
窮
極
に
お
い
て
そ
れ
を
争
う
こ
と
が
で
き
ず
、
社
会
成
員
な
い
し
一
般
国
民
は
こ
れ
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
裁
判
で
争
っ
て
も
到
底
勝
目
が
な
い
と
打
算
す
る
と
き
、
そ
れ
は
、
理
論
上
は
裁
決
規
範
に
動
機
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
事

実
上
、
裁
判
を
俟
つ
こ
と
な
し
に
、
裁
決
規
範
に
合
致
す
る
態
度
を
採
る
こ
と
で
、
拘
束
を
受
け
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
き
、「
法
を
對
象
と
す
る

學
問
」
一
七
頁
と
『
法
理
學
』
二
〇
頁
で
は
こ
の
次
元
の
拘
束
を
「
直
接
的
な
拘
束
」
と
し
て
お
り
、「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
二
一
一
頁
で

は
「
間
接
的
な
拘
束
」
と
し
て
お
り
、
説
明
に
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
）。
こ
の
よ
う
な
社
会
成
員
な
い
し
一
般
国
民
へ
の
拘
束
の
仕
方
を
、
廣
濱
は
《
規

準
拘
束
》
と
し
て
い
る
（「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
に
お
い
て
は
こ
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
基
本
的
な
主
張
は
通
底
し
て
い
る
）。

こ
の
規
準
拘
束
に
対
す
る
拘
束
の
在
り
方
は
《
規
範
拘
束
》
で
あ
っ
て
、
早
く
は
揺
籃
期
の
論
文
「
法
規
の
構
造
」（
前
掲
（
注
16
）
一
〇
一
頁
以

下
に
お
い
て
区
別
さ
れ
て
い
た
。
尤
も
、
同
論
文
に
お
い
て
は
三
重
構
造
説
も
、
ま
た
規
範
の
三
種
類
説
も
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
こ
の
規
範
拘
束
と
し
て
基
本
的
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
行
為
規
範
の
拘
束
で
あ
る
と
見
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
81
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
一
頁
。

（
82
）
な
お
、
行
為
規
範
と
裁
決
規
範
（
整
序
規
範
）
と
の
違
い
に
関
し
て
、
後
述
す
る
一
九
四
〇
年
代
頃
に
お
け
る
三
重
構
造
論
の
変
化
と
も
関
連
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す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
廣
濱
は
、
行
為
規
範
を
「
命
令
規
定
」
と
し
て
、
他
方
で
、
特
に
私
法
の
強
行
法
規
を
念
頭
に
お
い
た
整
序
規
範
を

「
必
要
規
定
」
と
す
る
、（
独
特
の
）
区
別
を
行
っ
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」
前
掲
（
注
18
）
特
に
二
一－

二
二
頁
。

（
83
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
二
四
頁
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
八
頁
・
二
一
三－

二
一
四
頁
。

（
84
）
以
下
は
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
二
四－

二
五
頁
と
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
三－

二
一
四
頁
の
、

重
な
る
部
分
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
二
つ
の
文
献
の
間
の
記
述
の
（
微
妙
な
）
違
い
に
つ
い
て
も
気
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

（
85
）
参
照
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
二
〇－

二
二
二
頁
、
同
「
法
律
學
の
基
礎
」
前
掲
（
注
18
）
三
九
頁
、
同
「
現
代
法

理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
二－

二
一
三
頁
、
同
「
法
に
於
け
る
解
釈
と
適
用
（
上
）」
前
掲
（
注
22
）
四
七－

五
〇
頁
。

（
86
）
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
二
三
頁
。
続
け
て
、「
し
か
し
、
右
三
者
の
う
ち
孰
れ
か
が
缺
け
て
ゐ
る
や
う
な
場
合
が
あ
り

得
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
」
と
し
て
、
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。

（
87
）
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
二
頁
（
傍
点
は
服
部
に
よ
る
）。

（
88
）
以
下
、
純
理
法
学
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
四－

二
三
〇
頁
を
ベ
ー
ス
に
、
同
「
法
律
學
の
基

礎
」
前
掲
（
注
18
）
三
四－

三
六
頁
を
併
せ
見
て
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
89
）
廣
濱
は
こ
の
こ
と
に
つ
き
、
純
理
法
学
が
、
法
を
判
断
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
に
関
連
づ
け
て
論
じ
て
も
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
法
律
學
の
基

礎
」
前
掲
（
注
18
）
三
五
頁
。
こ
の
こ
と
は
、
法
規
範
の
本
質
論
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
判
断
説
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
青
井
・
前
掲
（
注

1
）
七
五－

七
七
頁
）
に
関
連
づ
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
委
細
は
定
か
で
は
な
い
。

（
90
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
三
〇－

二
三
二
頁
。
同
所
で
は
併
せ
て
、「
生
き
た
法
」
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
法
社
会
学
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
91
）
以
下
、
自
然
法
学
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
三
三－

二
四
一
頁
。

（
92
）
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
三
九
頁
。

（
93
）
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
三
九－
二
四
一
頁
、
同
「
法
律
學
の
基
礎
」
前
掲
（
注
18
）
三
七－

三
八
頁
。

（
94
）
よ
り
細
か
く
は
、
参
照
、
廣
濱
「
法
律
學
の
基
礎
」
前
掲
（
注
18
）
三
七
頁
。
同
所
に
よ
る
と
、
理
性
的
自
然
法
は
、
ア
ト
ム
的
人
間
を
窮
極

の
も
の
と
し
て
法
主
体
た
る
国
家
を
把
握
し
て
い
る
た
め
に
、
法
た
る
行
為
規
範
に
つ
い
て
も
、《
個
人
人
格
の
完
成
》
に
そ
の
淵
源
を
求
め
ざ
る

を
得
な
い
。《
人
間
は
国
家
の
一
員
す
な
わ
ち
国
民
た
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
本
領
を
発
揮
す
る
》
と
い
う
よ
う
な
―
―
廣
濱
が
重
視
す
る
で
あ

ろ
う
点
で
あ
る
―
―
人
倫
の
本
義
を
、
理
性
的
自
然
法
学
派
は
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
抽
象
人
を
立
て
て
法
を
見
て
い
た
、
と
し
て
い
る
。

（
95
）
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
三
九
頁
。
同
「
法
律
學
の
基
礎
」
前
掲
（
注
18
）
三
七－

三
八
頁
に
も
同
旨
の
こ
と
が
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述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
96
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
四
一－

二
四
八
頁
。
同
「
法
律
學
の
基
礎
」
前
掲
（
注
18
）
で
は
、
全
体
法
学

そ
れ
自
体
（
特
に
史
的
展
開
）
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
論
及
を
欠
い
て
い
る
。

（
97
）
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
四
三－

二
四
四
頁
。

（
98
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
四
四
頁
。

（
99
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
四
四－

二
四
九
頁
。

（
100
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
1
を
参
照
。

（
101
）
原
著
は
次
の
と
お
り：

A
ugust

Egger,
Schw

eizerische
Rechtsprechung

und
Rechtsw

issenschaft.
Rektoratsreden

gehalten
am
20
.

A
pril1912

und1913
an
der
U
niversität

Zürich,1913
.

こ
れ
は
、
廣
濱
が
言
う
よ
う
に
（
参
照
、
廣
濱
『
私
法
學
序
説
』
前
掲
（
注
11
）
二

六
四
頁
）、
エ
ッ
ガ
ー
が
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
の
総
長
に
就
任
し
た
総
長
就
任
演
説
で
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
二
分
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、

廣
濱
が
扱
っ
た
の
は
一
部
目
の
「
私
法
法
典
と
裁
判
（I.Zivilgesetzbuch

und
Rechtsprechung

）」
で
あ
る
（
原
著
五－

二
九
頁
）。
第
二
部
は
「
私

法
法
典
と
法
学
（Zivilgesetzbuch

und
Rechtsw

issenschaft

）」
と
さ
れ
て
い
る
（
原
著
三
〇－

六
四
頁
）。

（
102
）
参
照
、
廣
濱
「
法
に
お
け
る
解
釈
と
適
用
（
上
）」
前
掲
（
注
22
）
四
一
頁
。
尤
も
、
同
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
特
に
五
〇－

五
一
頁
に
お

い
て
も
、
解
釈
法
學
の
方
法
と
し
て
、
解
釈
（《
理
解
の
発
展
形
態
》
と
定
義
さ
れ
る
）
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
。
同
所
で
は
、
所
与
性
と
所

造
性
と
い
う
二
重
性
格
を
念
頭
に
、
古
典
の
解
釈
と
、
演
奏
者
の
楽
譜
の
解
釈
と
の
対
比
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
連
す
る

解
釈
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
同
「
法
及
び
法
學
と
そ
の
敎
育
」
前
掲
（
注
18
）
二
四
七
（－

二
四
八
）
頁
で
も
確
認
で
き
、
同
所
で
は
さ
ら
に
、

法
の
解
釈
は
体
系
が
な
い
た
め
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
法
学
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
解
釈
さ
れ
た
法
が
体
系
づ
け
ら
れ
る
と
解
釈
法
学
が
成
り
立

つ
、
と
説
く
。

（
103
）
尤
も
、
教
育
（
学
）
の
仕
事
に
お
い
て
、
方
法
論
に
お
け
る
議
論
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
も
い
る
。
廣
濱
『
公
民
科
の
本
義
』
前
掲
（
注
17
）

三
三
頁
以
下
で
は
、
公
民
科
教
授
要
目
の
改
正
に
関
し
て
、
学
科
目
と
い
う
制
度
（
人
間
の
文
化
）
に
お
け
る
欠
陥
と
改
正
と
の
関
係
、
改
正
の

（
不
）
完
全
性
と
を
、
法
律
に
お
け
る
欠
点
と
解
釈
と
の
話
に
引
き
つ
け
て
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
で
、
方
法
論
に
関
し
て
、
ス
イ
ス
民
法
の
一
条
や

フ
ー
バ
ー
（Eugen

H
uber

）
の
見
解
と
し
て
、
自
ら
が
立
法
者
で
あ
れ
ば
こ
う
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
気
持
ち
で
、
公
民
科
教
授
要
目
の
改
正

に
つ
い
て
建
設
的
な
批
判
を
望
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
教
育
と
法
学
と
の
交
錯
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
104
）
廣
濱
の
経
験
法
学
へ
の
取
り
組
み
（
お
よ
び
関
心
の
高
さ
？
）
は
、『
法
理
學
』
に
お
い
て
廣
濱
自
身
が
参
照
さ
せ
て
い
る
自
身
の
文
献
の
（
相

対
的
な
）
数
（
の
多
さ
）
と
、
引
用
し
て
い
る
箇
所
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
八
〇
頁
・
八
四
頁
・
一
二
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嘉
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開
を
中
心
に
―
―（
一
）
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五



〇
頁
・
一
二
五
頁
・
一
三
二
頁
・
一
三
五
頁
・
一
四
六
頁
・
一
四
八
頁
。
こ
れ
ら
は
同
書
の
「
第
三
章

純
理
法
學
」
の
箇
所
で
あ
り
、
そ
の
他

の
箇
所
に
お
け
る
自
ら
の
文
献
を
参
照
さ
せ
る
数
と
対
比
す
る
と
、
こ
こ
で
の
回
数
が
多
い
。

（
105
）
文
献
は
、
順
に
、「
經
驗
法
學
の
諸
傾
向
」、「
經
驗
的
一
般
法
學
」、「
比
較
法
學
派
に
つ
い
て
」、「
歴
史
法
學
派
の
誕
生
」、「
功
利
主
義
法
學
派
」、

「
社
會
學
的
法
學
の
濫
觸
」、「
社
會
主
義
の
法
及
び
法
學
へ
の
滲
透
」、「
社
會
學
的
法
學
派
に
つ
い
て
」
で
あ
る
（
文
献
の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は

い
ず
れ
も
注
16
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
尤
も
、「
經
驗
法
學
の
諸
傾
向

そ
の
六
」
と
し
て
は
、「
社
會
學
的
法
學
の
濫
觸
」
の
続
編
と
さ
れ
る
「
社

會
學
的
法
學
派
に
つ
い
て
」
が
、「
そ
の
七
」
の
後
に
書
か
れ
る
、
と
い
う
順
と
な
っ
て
い
る
。

（
106
）
廣
濱
の
（
教
育
方
面
で
の
）
師
の
一
人
で
あ
る
日
田
權
一
は
、
若
か
り
し
廣
濱
に
お
け
る
弁
証
的
態
度
を
指
摘
し
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
『
公

民
教
育
私
論
』
前
掲
（
注
11
）
日
田
權
一
か
ら
の
序
の
一
〇－

一
四
頁
。
な
お
、
こ
の
点
で
、
千
葉
正
士
は
、《
廣
濱
に
お
け
る
法
哲
学
の
不
存
在
》

を
指
摘
し
て
い
る
。
参
照
、
千
葉
・
前
掲
（
注
34
）「（
上
）」
二
八
頁
。

（
107
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
九
五
頁
。

（
未
完
）
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